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説

は
じ
め
に

乏A、
nmJ 

保
険
金
請
求
権
以
外
に
被
保
険
者
が
保
険
の
目
的
物
に
関
連
す
る
契
約
上
の
権
利
(
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
除
く
)
を

有
す
る
場
合
に
は
、
保
険
金
と
契
約
上
の
権
利
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
抵
当
権
者
が
自
己
の
利
益
を
付
保
し
た
と
き
、
保

険
金
と
被
担
保
債
権
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
問
題
は
一
般
的
に
は
保
険
の
目
的
物
に
つ
い
て
複
数
の
利
害
関
係
者

が
い
る
場
合
(
自
己

z
f
r
s
s
a器
)
の
問
題
、
保
険
の
目
的
物
に
つ
い
て
限
定
的
な
利
益

(
Z
E
R♀

5
5
2
)
を
も
っ
者
が
複
数
い
る
場
合

(
l
)
 

の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
取
引
当
事
者
間
で
保
険
金
の
帰
属
等
に
つ
き
合
意
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
合
意
の
効
力
で
は
な
く
、
合
意
が
な
い
場
合
に
お
け
る
適
切
な
処
理
の
あ
り
方
、
適
切
に
処
理
す
る
た
め
の
保
険
契

(2) 

約
の
妥
当
な
構
成
に
関
す
る
議
論
を
対
象
と
す
る
。
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
保
険
者
と
被
保
険
者
、
第
三
者
の
関
係
に
つ
い
て

の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
を
概
観
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
保
険
金
と
契
約
上
の
権
利
の
調
整
は
ど
の
よ
う
な
形
が
望
ま
し
い
か
、
こ
の
よ

う
な
場
合
の
保
険
契
約
は
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
の
が
妥
当
か
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
る
具
体
的
状
況
と
し
て
は
種
々
の
場
面
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
ア
メ
リ
カ
で
典
型
的
に
と
り
あ
げ

た
場
合
に
、
保
険
金
と
担
保
権
設
定
者

(
B
S
m担問。『)

が
自
己
の
利
益
に
つ
い
て
の
保
険
契
約
を
締
結
し

H
債
務
者
に
対
す
る
権
利
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
不
動
産
売
買
で
は
典
型
的

ら
れ
る
ョ
。
コ
官
官
と
不
動
産
売
買
を
扱
う
。

B
0
3
官
官
で
は
担
保
権
者
(
ョ
。
ュ
官
官
町
)

に
は
売
主
の
保
険
と
代
金
債
務
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。

た
だ
し
、
担
保
権
者
が
自
ら
自
己
の
利
益
の
保
険
に
加
入
し
た
り
、
不
動
産
売
買
に
当
た
っ
て
売
主
が
自
己
の
利
益
の
保
険
に
加
入
し
て

い
る
だ
け
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
取
引
の
典
型
例
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
抵
当
権
者
と
設
定
者
あ
る
い
は
売
主
と
買
主
の
両
者
の
利

(
3
)
 

益
の
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
の
が
典
型
例
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
言
。
三
官
加
何
で
も
不
動
産
売
買
で
も
、
当
事
者
が
保
険
金
の
配

Jヒil;52(4・2)1020



(
4
)
 

分
に
つ
い
て
何
ら
か
の
合
意
を
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
尊
重
さ
れ
る
の
で
、
い
か
な
る
内
容
の
合
意
で
も
基
本
的
に
は
そ
れ
に
応
じ
て
保
険

金
は
配
分
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
引
の
両
当
事
者
の
利
益
を
付
保
す
る
保
険
契
約
も
な
く
、
保
険
金
の
配
分
に
つ
い
て
の
合
意
も
な
い

場
合
に
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
保
険
と
契
約
上
の
権
利
の
調
整
の
問
題
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
引
に
慣
れ
て
い
な
い
者
同
士
に
よ
る

取
引
、
専
門
家
を
介
さ
な
い
取
引
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
扱
う
問
題
は
起
こ
り
ゃ
す
い
。

ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
見
る
前
に
参
考
の
た
め
、
日
本
で
は
ど
う
い
う
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
と
、

E
Cコ官，

加
聞
に
相
当
す
る
の
は
抵
当
権
や
譲
渡
担
保
な
ど
で
あ
る
が
、
抵
当
権
者
が
自
己
の
利
益
に
つ
い
て
付
保
す
る
も
の
と
し
て
は
、
債
権
保
全

火
災
保
険
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
抵
当
物
へ
の
損
害
発
生
を
保
険
事
故
と
し
て
保
険
金
が
支
払
わ
れ
、
被
担
保
債
権
に
つ
い
て
は
約
款

(5) 

に
よ
っ
て
保
険
者
が
取
得
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
抵
当
保
険
に
お
け
る
被
担
保
債
権
の
保
険
者
へ
の
移
転
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
議

論
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
保
険
を
被
担
保
債
権
の
価
値
に
つ
い
て
の
保
険
と
す
る
立
場
で
は
、
被
担
保
債
権
の
移
転
は
残
存
物
代
位
、
あ
る

(
6
)
 

い
は
保
険
委
付
と
し
て
理
解
で
き
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
抵
当
保
険
を
目
的
物
に
対
す
る
抵
当
権
者
の
利
益
に
つ
い
て
の
保

険
と
す
る
立
場
で
は
、
被
担
保
債
権
の
移
転
は
法
律
上
当
然
に
は
出
て
こ
な
い
の
で
、
保
険
契
約
で
債
権
譲
渡
を
特
に
定
め
た
も
の
と
い
う

(7) 

こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
抵
当
権
者
の
利
益
に
つ
い
て
の
保
険
で
は
、
被
担
保
債
権
は
保
険
者
が
取
得
す
る
と
い
う
処
理
が
な
さ
れ

保険と契約 1--の権干Ijの調整

て
い
る
。

(
8
)
 

譲
渡
担
保
で
は
、
担
保
権
者
は
所
有
者
利
益
に
つ
い
て
の
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
担
保
権
者
に

(
9
)
 

支
払
わ
れ
た
保
険
金
は
清
算
の
法
理
に
よ
っ
て
、
被
担
保
債
権
に
充
当
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
担
保
権
設
定
者
が
担
保
権

Jヒj去52(4・3)1021 

者
の
保
険
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
は
、
典
型
的
に
問
題
に
な
る
の
は
目
的
物
が
滅
失
し
た
の
に
代
金
債
権
は
残
る
と
い
う
ケ
l
ス
で
あ
る
か

ら
、
買
主
が
危
険
負
担
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
売
主
の
保
険
が
問
題
で
あ
る
か
ら
、
買
主
が
危
険
負
担
し
つ
つ
、
か
っ
、
売
主
に
所



ij~L 

有
者
と
し
て
の
被
保
険
利
益
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
本
稿
で
扱
う
問
題
が
生
じ
る
。
た
だ
し
、
そ
も
そ
も
買
主
危
険
負
担
の
と
き
に
売
主

(ω) 

に
所
有
者
と
し
て
の
被
保
険
利
益
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
所
有
権
移
転
の
時
期
や
買
主
が
危
険
負
担
す

(
日
)

る
時
期
を
ど
う
考
え
る
か
、
そ
れ
ら
と
被
保
険
利
益
の
関
係
は
ど
う
か
に
つ
い
て
の
議
論
に
よ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、

:-J;、
ロ間

い
ず
れ
に
せ
よ
、
買
主
危
険
負
相
の
と
き
に
売
主
の
保
険
が
有
効
で
あ
れ
ば
、
売
主
の
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
買
主
は
代
償
請
求
権
を
も

(ロ)

っ
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
買
主
は
売
主
に
対
し
て
保
険
金
請
求
権
を
引
き
渡
す
こ
と
を
求
め
る
請
求
権
を
有
す
る
。
実
際
に
は
完

主
は
代
金
債
権
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
相
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
買
主
が
売
主
の
保
険
に
よ
り
受
益
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
は
、
目
的
物
の
譲
渡
の
場
合
に
売
主
の
保
険
契
約
上
の
権
利
が
買
主
に
移
転
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ

る
(
商
六
五

O
条
二
項
)
。
ま
た
、
目
的
物
譲
渡
の
場
合
は
保
険
者
に
通
知
し
な
い
と
保
険
者
免
責
と
す
る
約
款
と
の
関
係
も
問
題
に
な
る

(

門

川

)

が
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

(
l
)
岡
山
。
回
目
ぺ
『
開
・
穴
田
川
『
。

zhw
〉
「
〉

z
-
ぞ

-ua∞
'
雪
印

E
Z
Z
Q凶
「
〉
巧
凶
凶
C

(
】
唱
∞
∞
)
一
切
旬
開

Z
内
開
河
「
百
玄
∞
〉
門
戸
土
門
リ
〉
∞
開
∞
〉
Z
U

y
-〉
叶
開
閉
μ
同
〉
門
的
。
Z
H
Z
M
C
m〉

zn関
戸
〉
ぞ

-Jこ
(
』
沼
市
山
い
山
)
心
開

P
S
E
。
。
弘
司
『
伺
)
ご
出
。

B
n
t
B百
込
山
=
お
お
山
門
司

g
g
m
g
p
目
凶
「
』
W

門リ。

Z
4開
玄
-
M
2
N
O∞

A
F
-
u
(
]

唱凶。)・

(
2
)
合
意
の
効
力
に
つ
い
て
の
議
論
と
ま
っ
た
く
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
位
置
関
係
と
し
て
は
、
合
意
の
効
力
の
前
段
階
の
議
論
と

ぃ
、
ぇ
ト
そ
っ
。

(
3
)

百
号
。
Z
除

5
2切的
咽
国

E
E
E門

町
ア

aS-

(
4
)
を
戸
口
〉
富
男
・
〈
〉

zn戸
田
〉

2
0回
。
。
択
。

z
↓Z
〉
亡
日
当

0
2
Z∞
c
m〉
Z
の
開
ゴ
吋
(
凶

a
a
-
-甲
己
)
∞

g
n向
〈

-
r
E
E開
閉
・
呂
田
町

M
a
虫
色
白
・

-
唱
A
H
O
Y

(
5
)
債
権
保
全
火
災
保
険
に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
、
遠
藤
一
治
「
債
権
保
全
火
災
保
険
」
石
田
満
編
・
保
険
と
担
保
一
七
五
頁
(
文
民
堂
、
一

九
九
六
年
)
、
松
村
寛
治
「
損
害
保
険
と
担
保
」
別
冊
N
B
L
一
O
号
・
担
保
法
の
現
代
的
諸
問
題
二
二
二
頁
(
一
九
八
一
二
年
)
、
南
出
弘
H
棚

~t法52(4 ・ 4) 1022 



田
良
平
・
保
険
担
保
の
法
律
と
実
務
二
三
七
頁
(
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
一
九
七
二
年
)
等
。

(6)
石
井
照
久
H
鴻
常
夫
・
海
商
法
・
保
険
法
二
一
六
頁
(
勤
草
書
房
、
一
九
七
六
年
)
、
野
津
務
・
新
保
険
契
約
法
論
三
九
二
頁
(
中
央
大
学
生

協
出
版
局
、
一
九
六
五
年
)
。
反
対
、
田
辺
康
平
「
抵
当
保
険
契
約
の
損
害
填
補
契
約
性
会
一
・
完
ご
新
潟
大
学
法
経
論
集
五
巻
コ
一
号
五
頁
以

下
(
一
九
五
六
年
)
、
同
「
抵
当
保
険
契
約
の
本
質
と
法
律
構
成
」
法
学
一
一
O
巻
四
号
二
一
一
三
頁
以
下
(
一
九
五
六
年
)
。

(
7
)
松
本
丞
…
治
・
保
険
法
二
一
六
頁
(
有
斐
関
、
一
九
一
五
年
)
、
鴻
常
夫
「
抵
当
保
険
の
法
律
構
成
」
私
法
一
一
号
九
O
頁
、
九
五
頁
(
一
九
五

四
年
)
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
き
、
鴻
常
夫
「
抵
当
保
険
の
効
力
と
性
質
」
商
法
の
争
点
H
二
七
九
百
ハ
(
一
九
九
一
二
年
)
参
照
。

(8)
最
判
平
成
五
・
二
・
二
六
民
集
四
七
巻
五
号
一
六
五
三
頁
。

(
9
)
高
木
多
喜
男
・
担
保
物
権
法
(
新
版
)
二
二
二
頁
(
有
斐
関
、
一
九
九
三
年
)
。
ま
た
、
設
定
者
は
被
担
保
債
権
額
と
保
険
料
を
支
払
う
こ
と

に
よ
り
、
譲
渡
担
保
権
者
に
対
し
て
保
険
金
請
求
権
の
譲
渡
な
い
し
取
得
し
た
保
険
金
の
引
渡
を
請
求
で
き
る
。
同
書
二
三
一
二
頁
。
大
判
昭
和

八
・
一
二
・
一
九
民
集
一
二
巻
二
六
八
O
頁
(
売
渡
担
保
に
つ
い
て
)
。

(
叩
)
小
野
秀
誠
・
反
対
給
付
論
の
展
開
四
O
六
頁
(
信
山
社
、
一
九
九
六
年
)
、
半
田
士
口
信
・
売
買
契
約
に
お
け
る
危
険
負
担
の
研
究
四
五
二
頁
(
信

山
社
、
一
九
九
九
年
)
、
一
以
上
則
雄
「
代
償
請
求
権
に
つ
い
て
(
上
)
(
中
)
(
下
)
」

L
S
一
二
九
号
六
四
頁
、
四
一
号
四
O
頁
、
四
二
口
主
二
五
頁

(
一
九
八
一
ー
l

一
九
八
二
年
)
、
三
九
号
七
二
自
ハ
、
四
二
号
コ
一
九
頁
、
沢
井
裕
・
判
批
・
民
商
五
七
巻
一
号
一
二
六
頁
(
一
九
六
七
年
)
。

(
日
)
危
険
負
担
等
と
被
保
険
利
益
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
田
辺
康
平
「
不
動
産
の
売
買
に
お
け
る
被
保
険
利
益
の
所
在
」
保

険
法
の
理
論
と
解
釈
四
一
頁
(
文
巽
堂
、
一
九
七
九
年
)
。

(
ロ
)
小
野
・
前
掲
注
目
四
O
六
頁
、
半
田
・
前
掲
注
叩
四
五
七
頁
、
甲
斐
道
太
郎
「
代
償
請
求
権
と
不
当
利
得
」
谷
口
知
平
教
授
還
暦
記
念
・
不

当
利
得
・
事
務
管
理
の
研
究

(
3
)

一
六
六
頁
(
有
斐
問
、
一
九
七
二
年
)
、
浜
上
・
前
掲
注
叩
四
二
号
三
九
頁
等
。

(
日
)
四
参
照
。

保険と契約 i二の権利の調整
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l 

序

ア
メ
リ
カ
で
三
つ
の
方
法
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
被
保
険
者
が
保
険
金
と
第
三
者
か
ら
の

給
付
の
両
方
を
取
得
す
る
こ
と
、
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
者
が
契
約
上
の
権
利
に
代
位
す
る
こ
と
、
第
三
者
が
保
険
に
よ
り
受
益
す
る
こ

(

I

)

(

2

)

 

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
被
保
険
者
の
二
重
取
り
は
否
定
さ
れ
て
お
り
、
代
位
か
第
三
者
受
益
か
が
主
た
る
問
題
と
な
る
。
代
位

こ
の
よ
う
な
問
題
の
処
理
と
し
て
は
、

は
典
型
的
に
は
第
三
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
損
害
と
は
関
係
の
な
い
契
約
上
の
権
利
に
つ
い

(
3
)
 

て
保
険
者
の
代
位
は
少
な
く
と
も
当
然
に
は
認
め
ら
れ
る
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
第
三
者
受
益
と
し
て
第
三
者
の
保
険
者
に
対

す
る
保
険
金
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
の
は
例
外
的
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
は
、
被
保
険
者
が
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
請
求
権
を
有
し
、
第

三
者
は
保
険
金
を
取
得
し
た
被
保
険
者
に
対
し
て
保
険
金
額
相
当
の
支
払
等
を
求
め
る
権
利
を
も
っ
と
い
う
よ
う
な
形
で
受
益
が
認
め
ら
れ

(
4
)
 

る。
こ
の
問
題
の
捉
え
方
と
し
て
二
つ
の
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
保
険
が
対
象
と
す
る
利
益
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

か
、
他
人
の
利
益
を
対
象
と
す
る
保
険
に
よ
り
第
三
者
の
利
益
も
カ
バ
ー
さ
れ
る
と
理
解
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
か
ら
問
題
を
と
ら
え
る

(
5
)
 

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ョ
。
コ
明
白
個
刊
で
あ
れ
ば
、
担
保
権
者
の
自
己
の
利
益
の
た
め
の
保
険
は
設
定
者
の
利
益
も
対
象
と
す
る
こ
と
は

な
い
の
か
と
い
う
よ
う
な
形
で
議
論
す
る
。
も
う
一
つ
の
視
角
は
、
物
の
損
害
に
関
連
し
て
保
険
者
と
第
三
者
が
債
務
を
負
っ
て
い
る
場
合

(6) 

に
、
保
険
者
と
第
一
三
者
の
い
ず
れ
が
主
た
る
責
任
を
負
う
か
と
い
う
点
か
ら
問
題
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
保
険
者
の
債

務
と
第
三
者
の
債
務
を
実
質
的
に
何
の
関
係
も
な
い
も
の
と
は
理
解
し
な
い
の
で
、
第
三
者
の
受
益
を
認
め
る
場
合
に
も
、
第
三
者
が
実
質



的
に
ま
っ
た
く
無
関
係
な
保
険
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

こ
の
視
角
の
違
い
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
自
覚
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
第
三
者
の
受
益
の
是
非
の
議
論
に
お
い
て
考
慮

す
る
要
素
や
そ
の
比
重
に
は
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
視
角
の
違
い
に
よ
る
現
実
的
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
る
。

(
7
)
 

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
視
角
の
違
い
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

保険と契約 Lの権利の調整

(
l
)
』
。
Z
口
内
-
Y
A
n門川♀
P
〉
-
z
n
E
E
0
2
0
『
円
、
。
回
目
白
コ
牛
耳
o
-
v
m
w
『
同
〕
ユ
=
目
巴
『
同
=
n
p
凶
申
『
Z
0
・
F
』
-
A
T
ミ
・
ふ
れ
お
m
Z
2
・
2
A
W
南
区
)
一
円
リ
m
n
F
一
。
・
穴
吉
田
咽
印
巴
σ
3
m
白
z
o
z
c
z
♀
同
『

【
U
S
E
S
2
2
5
開
閉
ざ
唱
。
3
L
C
H
d
開
×
・
「
-
m
開
〈

-
S岨
斗
-
2
3
-
y
h
F
O
開
。
列
。
開
同
市
〉
戸
玄
開
戸
叶
司
伺
戸
〉
君
。
明
一
m
g
叶
司
d
d
o
z
凶
凶
}
(
一
ヨ
∞
)
一

Z
2
n
p
印
巴
σ
g
m
邑
。
口
c
r
F
m
Z
8
5
2
0
内
三
E
8
5
こ
N
H
m
F
Z
Oご
z
m
E
2
5
ι
・
M
∞
《
U
。
「
d
y
白
・
同
-
r
m
開
〈
・
N
O
N
e
M
O
凶
(
-
喧
M
∞
)
・

(
2
)
否
定
の
理
由
は
損
害
て
ん
補
原
則
(
司
5
2
司
庁
え
-
E
S
E
Q
)
に
反
す
る
こ
と
、
保
険
の
賭
博
化
防
止
、
事
故
招
致
防
止
、
不
当
利
得

(
ロ
3
E
2
2
ュn
F
g
g
円
)
で
あ
る
。
窓
口
内
S
P
E
司
g
g
お
ケ
伊
丹
A
X
?
s
c
u
t
ξ
2
5
5
明
・

J

へ。EE伺
@
的

C
E
n
-
-
t
そ
5
門
司
丘
二
υ
0
5
3
加
担
任
-
Z
勺

8
廿
ロ
ユ
可
g
ι

F
E
z
-
-
-
q
E
2
2
2
町
内
咽
品
{
〕
【
U
O
F
C
玄
・
円
、
問
問
〈
-
-
C
A
Mハ

y
-
O
A
3
-
o
a
∞
(
-
湾
出
)
)
山
叩
C
=
m
e
g
℃
『
白
ロ
O
門
m
Y
釦
円
、
コ
一
(
『
。
『
=
。
・
2
m
g
g
m
e

↓E
m
n
c
-
E
R
E
-
∞
C
E
R
m

m
E
-
m
g
与
の
。
ロ
【
『
m
w
E
O
B
M
E
m日

n
p
ゴ
内
〉
「
「
-
m
開
〈
a

凶AY斗一M(}叩∞凶)・

な
お
、
一
般
論
と
し
て
は
被
保
険
者
の
二
重
取
り
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
が
、
判
例
で
は
結
果
的
に
被
保
険
者
が

損
害
額
以
上
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
も
あ
る
。
ロ
ロ
ヴ
5
3
方
向
『
内
0
・
〈
-
5
・
円
U
0
・
0
『
Z
O
コZ
〉
5
2
2
4
3
P
N
色
虫
(
E
-
E
申
)
一
〈
。
田
町
一

〈
-
z
c
コz
m
g
〉
町
田
巴
『
・
向
。
よ
N
-
泊
目
民
主
唱
(
凶
己
色
『
・
-
唱
法
)
・
そ
の
よ
う
な
場
合
は
被
保
険
者
は
保
険
者
に
も
第
三
者
に
も
対
価
を
払
っ
て
い
る
の
で
、

二
重
取
り
を
認
め
な
い
と
ど
ち
ら
か
に
さ
E
P
Z
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
方
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
室
町
内
2
子
宮
古
『
白
口
2
1
・
民
主
唱

(
3
)
Z
0
5
・
亡
与

--S
ぇ
η
o
E同

E
o
s
-
'
r
-
g
〈
g
a
m
m
t
そ
ぎ
〉
岡
田
巴
S
a
m
-
兵
三
z
z
r
m
E
R
a
s
p
o
n
s含

O
『
〈
g号
P
2
5
F
E
3
2
0
・
は

国
〉
閉
山
〈
-
F
m
開
〈
己
∞
。

(-S申
)
一
z
o
g
p
∞
巴
司
自
=
。
再
開
ケ
担
問
M
C
M
a
}
』
〉
宮
間
的
』
・
要
注
目
叶
伺
持
列
。
∞
巴
2
4
m
∞
C
玄
Y
A
m
m
印
e
c
z
q
。
閉
山
豆

向
。
玄
玄
開
河
内
向
〉
戸
内
。
口
開
以
∞
(
合
F
a
-
-
由
主
)
・
伝
統
的
に
は
代
位
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
代
位
者
が
他
人
の
債
務
を
履
行
し
、
代
位
の
対
象
と
な

る
債
権
の
債
務
者
が
代
位
者
と
比
べ
て
主
た
る
(
宝
ヨ
B
q
)
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
契
約
上
の
権
利
へ
の
代
位
に
つ
い
て

は
こ
れ
ら
の
点
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
契
約
上
の
権
利
に
対
す
る
代
位
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
対
す

jヒi1ミ52(4・7)1025



説
:':b. 
tl間

る
代
位
と
は
昇
、
な
る
こ
と
は
意
識
さ
れ
つ
つ
も
、
同
じ
代
位
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
代
位
の
要
件
等
に
つ
き
、

山
本
哲
生
「
保
険
代
位
の
根
拠
と
保
険
契
約
類
型
か
ら
み
た
代
位
の
適
用
基
準
(
こ
」
法
学
五
七
巻
五
号
八
三
頁
以
下
、
九
四
頁
(
一
九
九
三

年
)
参
照
。

(
4
)
玄
。
ユ
官
m
m
と
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
の
判
例
参
照
。
第
三
者
の
保
険
者
へ
の
直
接
の
請
求
を
一
般
的
に
認
め
る
も
の
と
し
て
、
∞
g
r
g
n
U
0
・

垣内
--e同口回E52四回目同町『伺∞ZE司司。旬開『々
mm'ι
巴再

m
a
e
-
叶
内
〉
司
ベ
目
白
「
・
閉
山
開
〈
・
-
h
い
凶
頃
}
∞
凶
(
】
甲
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山
∞
)

(
5
)
』
c
z
=
ロ
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E
加
『
釦
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〈
曲
E
ロ
加
包
E
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E
Z
刊
E
m
R
∞
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閉
ざ
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q
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ξ
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何
回
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∞
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・
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M
W
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S
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回
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E
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E
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m
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E
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G
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『
刊
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M
G
B
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仏
】
口
同
町
『
町
出
向
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》
『
o
z
n
S
F
]
凶
「
h
r

ncZ4開玄司・同》問。∞・品-一円ム-一凶'品

-A凶(-唱凶。)・

(
6
)
印
宮
司
E
g
-
-
F
g
明
白
回
目
片
山
e
印
c
s
n
m
m
n
n
E
印
E
σ
g
官
官
。
ロ
句
B
E
g
-
∞
5
5
m
F
也
君
。
コ
山
口
円
四
門
司
由
主
唱
g
a
E目
E
「
日
ロ
円
四
咽
告
白
〉
河
〈
-
F
E
川
〈
・
2
a
e
a
叫
何
回

M
O
£
・
(
3
M
ム
)
心
開
ハ
ヨ
や
出
巴
h
v
g
z
o
門
町
ケ
白
押
吐
血
一
a

品
目
M
h
h
戸
沼
m
M
F
注
目
}
B
=
。
お
ケ
同
月
凶
品
目
山
一
玄
O
見
。
口
内
・
。
白
『
H
d
h
L
v
m
z
・
2
。
守
門
U
O
E
同
町
口
同
E
白
}
M
Z
B
q
田
町
田
勺
1
5
d
「
〉
円
、
開
「
・

』
・
。
喧
(
苔
凶
凶
)
山
Z
2
2
・
注
目
以
『
白
ロ
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g
-
-
巳
N
C
由
一
宮
町
g
S
加
温
間
E
℃
『
出
口
C
円
四
ド
白
押
u
m
γ
3
・

(
7
)
視
角
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
差
異
と
し
て
は
、
後
者
か
ら
は
保
険
者
と
第
三
者
で
責
任
を
分
担
す
る
と
い
う
見
解
が
生
じ
る
o
E晶

5
2
P
由
巳
司
S
E
R
-
唱
曲
3
2
3
M
-
ま
た
、
後
者
か
ら
は
、
第
三
者
の
受
益
を
認
め
る
場
合
に
、
第
三
者
が
保
険
者
よ
り
も
先
に
債
務
を
履
行
し
た

と
き
に
は
、
第
三
者
が
被
保
険
者
の
保
険
者
に
対
し
て
有
す
る
権
利
に
代
位
す
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
巴
)
ぞ
-
z
tミ
-v
〉
4
↓
開
閉
山
∞
c
z
e
g
s

∞
巴
4
4
E
「
∞
。
明
-
z
m
c
m
〉
Z
Q
凶
「
〉
名
目
凶
-
G
ι
旦
・
3
ヨ
)
一
品
司
〉
「
三
巴
戸
田
口
司
『
P

ロ
C
円
。
-
e
包
岩
∞
・
た
だ
し
、
分
担
や
第
三
者
に
よ
る
代
位
を
認
め

る
の
は
ご
く
少
数
の
学
説
で
あ
り
、
判
例
で
は
そ
の
よ
う
な
結
論
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
Y
A
R
C
E
4
2
司
『
酔
ロ
ヌ
n
ア

虫

色
N

2 

被
保
険
者
の
保
険
金
請
求

こ
の
議
論
は
基
本
的
に
は
第
三
者
が
受
益
す
る
か
、
保
険
者
が
代
位
す
る
か
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
三
者
に
対
し
て
契

約
上
の
権
利
を
有
す
る
被
保
険
者
が
保
険
金
請
求
で
き
る
か
ど
う
か
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
訴
訟
と
し
て
は
被
保
険
者
が
保
険
者
に
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対
し
て
保
険
金
請
求
す
る
と
い
う
形
で
、
第
三
者
が
当
事
者
に
な
ら
ず
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
判
例
で
は
こ
の
よ
う
な
形
で

議
論
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
第
三
者
受
益
の
議
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
第
三

者
受
益
の
是
非
に
は
直
結
し
な
い
。
被
保
険
者
に
対
す
る
第
三
者
の
保
険
金
引
渡
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
者
が
受
益
す

る
が
、
保
険
者
が
代
位
す
る
の
で
あ
れ
ば
第
三
者
は
受
益
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
ず
、
単
に
被
保
険
者

の
保
険
金
請
求
だ
け
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
第
三
者
受
益
に
つ
い
て
は
結
論
は
で
な
い
。
た
だ
し
、
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
が
否
定

(
l
)
 

さ
れ
た
場
合
に
は
、
第
三
者
は
受
益
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
を
こ
こ
で
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

こ
の
問
題
は
主
に
判
例
に
お
い
て
、
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
権
が
確
定
す
る
時
期
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・

ル
ー
ル
と
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
・
ル

l
ル
に
分
か
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ル

l
ル
は
、
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
権
は
損
害
発
生
時
に

保険と契約 t:の権利の調整

確
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
事
情
は
保
険
金
請
求
権
に
は
影
響
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ル

l
ル
に
よ
り
、
被
保
険
者
が

第
三
者
に
対
し
て
契
約
上
の
権
利
を
有
し
て
い
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
被
保
険
者
が
給
付
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
事
情
は
保
険
金
請
求
権
に
は

(2) 

影
響
し
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ゥ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
・
ル

l
ル
は
保
険
金
請
求
権
は
損
害
発
生
後
の
事
情
に
影
響
さ
れ
る
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
被
保
険
者
が
第
三
者
に
対
し
て
契
約
上
の
権
利
を
有
す
る
場
合
に
は
、
後
に
第
三
者
か
ら
給
付
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
事
情

(
3
)
 

を
考
慮
し
て
、
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
権
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
4
)
 

判
例
の
多
数
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ル

l
ル
を
支
持
し
て
い
る
が
、
理
由
と
し
て
は
保
険
者
は
保
険
金
支
払
に
見
合
っ
た
保
険
料
を
収
受
し

(
5
)
 

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
の
責
任
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
保
険
料
の
議
論
は
ア
メ
リ
カ
で
は
よ
く
み

(6) 

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
拠
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
後
に
代
位
に
つ
い
て
の
議
論
の
筒
所
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
第
三
者
受

北法52(4・9)1027 

益
と
の
関
係
で
は
前
述
の
よ
う
に
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
，
ル
ー
ル
の
妥
当
性
が
問
題
に
な
る
が
、

ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
・
ル

l
ル
に
対
す
る
批
判

と
し
て
は
、
契
約
上
の
権
利
が
存
在
し
て
い
て
も
結
果
的
に
給
付
が
な
け
れ
ば
被
保
険
者
は
損
害
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
契
約



説

上
の
権
利
の
履
行
期
が
損
害
発
生
の
か
な
り
先
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
被
保
険
者
の
損
害
の
有
無
が
不
明
確
な
ま
ま
に
な
り
、
保
険
者
の

(
7
)
 

責
任
も
不
明
確
に
な
る
、
あ
る
い
は
保
険
者
は
自
己
の
責
任
が
明
確
に
な
る
ま
で
支
払
を
拒
む
の
で
保
険
金
支
払
が
遅
れ
る
と
い
う
批
判
が

(

8

)

(

9

)

 

あ
る
。
損
害
発
生
時
に
確
実
な
契
約
上
の
権
利
の
み
を
考
慮
す
べ
き
と
の
見
解
も
あ
る
が
、
二
疋
の
場
合
に
は
保
険
者
の
責
任
が
不
明
確
に

(
凶
)
(
日
)

な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
代
位
に
つ
い
て
の
理
論
的
問
題
を
除
け
ば
、
第
三
者
受
益
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
代
位
方
式
を

(ロ)

と
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
第
三
者
受
益
か
代
位
か
の
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

きん

ロ""

(
1
)
第
三
者
の
保
険
者
に
対
す
る
直
接
の
保
険
金
請
求
権
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
場
合
で
も
第
三
者
は
受
益
し
う
る
。
た
だ
し
、
前
述
の

よ
う
に
、
一
般
的
に
は
判
例
・
学
説
に
お
い
て
第
三
者
の
保
険
金
請
求
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

(
2
)
刻
。
伯
母
〉
・
回
目
H
S
e
叶
『
同
町
〈
g
a
o
『

4
4

〈
g
a
8
-
4
喜
一
伺
5
・
図
。
君
。
。
宅
市
川
町
民
n
z
z
E
2
5
=
n
n
虫
丸
志
向
り
O
E
」
宮
こ
N
咽
ご
∞
(
】
混
同
)
山
田
島
=
r
M
玄
円
。
。
喧
m
Z岨

同
口
開
E
S
Z
四
回
口
R
5
2
5
-
M
『
O
目
u
m
『
門
司
m
g、広
-
g
門
「
コ
内
〉
旬
、
『
己
目
戸
-
m
開
〈
】
岱
u
e
-
a
M
W
(
]
A
W
M
山
担

)

U

』

0
2
=
U
E
加
g
s
e
〈
E
Z
E
加
島
口
同
=
出
口
『
白
室
町
】
ロ
円
刊
『
再
開
問
吉

岡
》
『
。
胃
「
昨
日
、
考
古
『
町
内
宮
町
目
白
山
巴
『
m
a
-
2
5
=
E
m
M
。
}
向
。
宅
口
町
『
e
3
H
O
〉
2
0
「
閉
山
開
〈
U
M
凶
-
u
u
∞
(
-
喜
一
)
・

(
3
)
玄
n
U
O者門戸
f
g
宮
島
口
C
5
M
e
白
こ
か
由
一
回
=
加
g
g
e
g
司
S
E
C
S
ド
町
民
凶
M
∞
-

(
4
)
品
。
貝
)
列
。
開
開
・
司
〉
F
Y
A巴
P
4
Z
開
「
〉
君
。
同
H
m
m
∞
44
河
口
吋
5
Z
凶
品
。
(
苔
叶
∞
)
一
∞
-
H
S
-
注
目
M
5
5
8
N
-
白
こ
-
∞
・
5
0
コ
官
加
刊
に
つ
い
て
は
ウ
イ
ス
コ

ン
シ
ン
・
ル

l
ル
が
と
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
火
災
後
に
被
担
保
債
権
が
弁
済
等
で
消
滅
し
た
場
合
に
担
保
権
者
の
保
険
金

請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
(
凶
。
開
o
m
。
問
。
向
。
c
n
戸
内
O
Cの
Z
O
Z
H
Z
∞
C
F
p
z
n
Z
色
決
M
包
主
(
岩
邑

3
3
)
)
こ
と
を
指
す
。

こ
の
点
は
ヨ
o
ロ
官
な
の
担
保
権
者
の
利
益
に
つ
い
て
の
保
険
は
担
保
物
件
自
体
(
勺
『
。
胃
ミ
)
で
は
な
く
、
担
保
権
者
の
担
保
物
件
に
つ
い
て
の

利
益
を
付
保
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
理
解
で
き
る
。

(
5
)
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ル

l
ル
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
被
保
険
者
に
損
害
額
以
上
の
保
険
金
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
、
被
保
険
者
の
モ
ラ
ル
・

ハ
ザ
ー
ド
が
問
題
に
な
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
Y
A
n
U
C
垣
白
戸
田
吾
g
g
R
N
e
E
円
コ
M
R
・
8
S
一
Z
O
同
町
田
e
d
H
n
u
o
E
Z
伺
刃
向
8
5ミ
5
-
E
何
百
ロ
ミ

Z
2
3
=
2
・
凶
凶
∞
-
n
・
「
宮
山
〈
ヨ
ア
凶
3
2
ま
M
)
・
た
だ
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ル
l
ル
は
必
ず
し
も
被
保
険
者
が
損
害
額
以
上
に
利
得
す
る
こ
と

を
認
め
る
こ
と
ま
で
も
合
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
代
位
や
被
保
険
者
が
第
三
者
に
保
険
金
を
引
き
渡
す
義
務
を
負
う
こ
と
ま
で
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保険と契約上の権利の調整

も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
被
保
険
者
の
利
得
を
認
め
る
結
果
と
な
る
こ
と
も
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

不
動
産
売
買
ケ
l
ス
で
売
主
と
保
険
者
間
の
訴
訟
で
売
主
が
勝
訴
し
た
場
合
、
売
主
は
買
主
か
ら
も
代
金
を
得
る
こ
と
に
な
る
と
い
わ
れ
る
o

z加
5
2・
z-us=。gN
'
民
凶
凶
ア
山
口
M
E

被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
を
認
め
、
か
っ
保
険
者
の
代
位
を
認
め
る
こ
と
は
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
・
ル

l
ル
に
含
め
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
(
】
ロ
m
g
g
e
E
-
訟
己
弁
と
-
m
口
司
E
S
Z
『
や
呂
田
r
q
『
「
c
g
g
p
m
m
E
g
q
向
。
=
胃
R
Z
F
ご
z
n
M
m
己
目
。
ご
N
g
己
》
『
C
宮
『
3
r
E
向
。
「
C
玄
』
・
「
持

切
o
n
・
司

m
O∞
∞
・
邑
凶
・
ム
∞
C
(
苫
司
)
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ル

l
ル
は
代
位
を
含
ま
な
い
て
少
な
く
と
も
判
例
で
は
一
般
的
に
は
そ
の
よ
う
な
位
置
付

け
は
さ
れ
て
い
な
い
。

(
6
)
後
掲
3
注
幻
、
お
と
本
文
参
照
。

(7)
】
=
m
E
B
e
g
-
v
g
=
c
S
M
-
巳
3
h
p
・
3
P
E
H
5
・
富
田
u
g
g【

m
M
e
a
-
出
ま
た
、
損
害
額
が
不
明
確
で
あ
る
と
き
に
は
、
評
価
が
困
難
な
損
害
額
の

立
証
の
負
担
を
被
保
険
者
に
課
す
よ
り
は
、
被
保
険
者
に
利
得
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
っ
て
も
保
険
金
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
開
E
E
Y
A
n
Q回目
P
E
E
E
ロ
門
町
三
亡
豆
克
己
宮
お
お
器
〉
m
E
5
2
2
5
4
=
出
〉
閉
山
〈
戸
・

m
m〈
ヨ
M
e
u
-
∞

(
-
S
3・

(
8
)
回
口
明
白
5
・
F
E
M
M
E
E
C
同
何
一
N
e
E
H
3
h
ア
出

Arg戸
5
・
2
M
M吋
E
E
S
町
一
N
e
巳
己
凶
・
2
『
E
E
C
E
=
H
M
U
F
B
E
∞
・
内
0
・
〈
・
〉
n
H
E
門
リ
g
-
h
w
∞
R
g
可
向
。
・
凶
己
∞
ぞ
-
M
己
主
-

(、『町一戸-申BN)・

(
9
)
ζ
円
。
。
者
問
=
a
注
目
V
3
5
8
M
e
白
こ
は
・
こ
の
説
は
損
害
発
生
時
に
第
三
者
の
債
務
の
存
在
が
確
実
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
債
務

の
存
在
さ
え
確
実
で
あ
れ
ば
確
実
な
も
の
と
し
て
一
評
価
す
る
よ
う
で
あ
る
。
第
三
者
の
資
力
の
よ
う
な
要
素
は
考
慮
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ

ろ、つ。

(
叩
)
た
と
え
ば
、
玄
円
。
。
垣
島
は
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
、
当
該
州
で
2
5
円
谷
庁

n
2
5
2
2
の
法
理
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
買
主
の

代
金
債
務
は
確
実
な
も
の
と
す
る
。
玄
n
o
o
z
一
ア
出
口
町
u
S
E
C
B
M
e
白
こ
は
買
主
の
代
金
債
務
の
有
無
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
一
二
2
参
照
。
し
か
し
、

現
実
に
は
売
主
と
買
主
の
ど
ち
ら
が
危
険
負
担
す
る
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
少
な
く
と
も
現
実
に
は
、

危
険
負
担
に
つ
い
て
の
結
論
が
出
る
ま
で
は
保
険
給
付
か
ら
代
金
債
務
を
控
除
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
下
せ
な
い
。

(
日
)
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
・
ル
!
ル
に
対
す
る
別
の
批
判
と
し
て
、
保
険
者
が
保
険
金
額
よ
り
少
な
い
額
の
支
払
し
か
し
な
い
こ
と
で
保
険
者
に

5
E
P
=
が
生
じ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
-
N
{
)
切
開
-
2
4
閉
山
-
E凶
4
4
。
Z
持
〉
戸
〉
Z
-
-
ぞ
-
o
目
的
切
・
吉
田
C
M
N
h
p
Z
門
リ
開
「
〉
当
該
M
(
石
∞
∞
)

(
ロ
)
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
・
ル

i
ル
の
適
用
に
つ
い
て
は
種
々
の
議
論
が
あ
る
。
第
三
者
が
給
付
し
た
後
か
ど
う
か
、
第
三
者
が
給
付
義
務
を
負
つ
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品i

て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
の
点
か
ら
適
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
。
玄
n
o
c垣内一
-
4
2目
M
5
5円相
M-E
【コ
N
2
2
n
p
由巳℃
B
E
R
M
-
巳

u
S
l
u
c
u
・
た
だ
し
、
判
例
は
第
三
者
の
給
付
後
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
・
ル
l
ル
を
適
用
し
て
い
る
。
-
ロ
加
『
釦
戸
吉
田
M
5
5
8
ド
伊
丹

凶
凶
凶
・

日命

3 

第
三
者
受
益
と
代
位

(
I
)
第
三
者
受
益
否
定
論

(
1
)
 

一
般
論
と
し
て
は
第
三
者
受
益
を
否
定
的
に
評
価
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
も
っ
と
も
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
の

(
2
)
 

が
保
険
契
約
の
人
的
契
約
(
℃

R
S
E
r
g
s主
と
し
て
の
性
質
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
的
契
約
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
議
論
に
お
い

(
3
)
 

て
は
、
不
正
請
求
の
点
か
ら
保
険
契
約
で
は
被
保
険
者
の
性
格
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ア
メ
リ
カ
で
は
一
般
論
と
し
て
は
保
険
契
約
が
人
的
契
約
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
人
的
契
約
で
あ
る
こ
と
の

(
4
)
 

具
体
的
な
効
果
と
し
て
は
、
説
明
石
口
5
m
g
o『

g
E
E
D
R
旬
。

-
E
g
に
は
保
険
者
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。
不
正
請
求
の
危
険
は
被
保
険
者

の
性
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
危
険
の
有
無
・
程
度
を
判
断
す
る
た
め
に
保
険
者
に
は
被
保
険
者
を
確
認
す
る
機
会
を
与
え
る

(5) 

べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
火
災
保
険
で
は
約
款
に
、
保
険
者
の
同
意
な
し
で

gaMWDgg同丘一
5
5
5
R
n同

MO--22
を
し
た

(
6
)
 

場
合
に
は
保
険
契
約
は
無
効
と
な
る
と
の
条
項
が
あ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
こ
の
約
款
の
効
力
も
一
般
的
に
は
有
効
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ

(7) 

の
よ
う
に
一
般
論
と
し
て
は
人
的
契
約
性
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
第
三
者
受
益
を
否
定
す
る
説
も
あ
る
。

し
か
し
、
人
的
契
約
性
を
貫
徹
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
疑
問
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
記
名
被
保
険
者
以
外
の
第
三
者
の
リ
ス
ク
を

(8) 

引
き
受
け
る
保
険
契
約
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
人
的
契
約
性
の
実
際
の
意
義
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
判
例

北i去52(4・12)1030



で
は
、
後
述
す
る
不
動
産
売
買
を
始
め
、
そ
の
他
に
も
、
た
と
え
ば
、
賃
貸
借
で
賃
貸
人
の
保
険
に
つ
き
賃
借
入
が
受
益
す
る
こ
と
を
認
め

る
も
の
が
数
多
く
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
人
的
契
約
性
だ
け
で
は
第
三
者
受
益
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
は
十
分
と
は
い
え
な
い

(9) 

と
も
い
わ
れ
る
。
な
お
、
回
目
己
関
口
呂
町
三
え
吉
田
口

5
2
2
唱。

-
5
2
と
第
三
者
の
受
益
は
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
第
三
者
が
保
険
の

(
印
)

利
益
を
享
受
す
る
旨
の
契
約
は
有
効
で
あ
る
か
ら
、
第
三
者
の
受
益
も
問
題
は
な
い
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
即
日
己
加
ロ
ヨ
m
E
C
『山口問

R
g
g
句
。
一
笠
何
回
に
つ
き
保
険
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
約
款
は
前
述
の
よ
う
に
一
般
的
に
は
有
効
と
さ
れ
て

い
る
が
、
判
例
は
一
律
に
有
効
と
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
火
災
保
険
で
は
、
曲
目
己
関
口

2
2向。『

5
g
gコ
nn

目

5
2
2
2
を
し

て
も
実
際
に
危
険
が
増
加
し
な
い
限
り
保
険
契
約
は
無
効
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
判
例
や
保
険
者
は
酔
吉
宮
呂
町
ま
え

5
2
3
2
2
3一E
g
に

(
日
)

通
常
同
意
す
る
か
ら
無
効
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
判
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
的
契
約
性
は
一
般
論
と
し
て
は
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
具

体
的
な
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
性
質
に
基
づ
く
法
原
則
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
人
的
契
約
と
い
う
言
葉
は
、
保
険
契
約
が
目
的
物
自
体
を
て
ん
補
す
る
も
の
で
は
な
く
、
目
的
物
に
つ
い
て
の
被
保
険
者
の
利
益

(ロ)

を
て
ん
補
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
保
険
金
が
目
的
物
の
代
物
で
あ
る
と
み
れ
ば
、
保
険
契
約
の
当
事

者
で
は
な
い
が
目
的
物
に
対
す
る
権
利
を
も
っ
者
が
保
険
金
に
対
し
て
権
利
を
も
つ
こ
と
を
説
明
し
や
す
く
な
る
。
し
か
し
、
保
険
金
が
被

保険と契約l:の権利の調整

保
険
者
の
利
益
を
て
ん
補
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
保
険
契
約
の
主
事
若
で
な
い
者
が
保
険
金
に
つ
き
利
益
を
も
つ
こ
と
は
説
明
し
に
く
い
。

(
日
)

人
的
契
約
と
い
う
語
は
こ
の
よ
う
な
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
第
三
者
受
益
は
保
険
契
約
の
当
事
者
で
は
な
い
者
に
不
当
な
利
得
を
与
え
る
、
あ
る
い
は
、
第
三
者
は
契
約
上
自
己

が
負
っ
て
い
る
債
務
を
属
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
保
険
の
利
益
に
つ
い
て
取
引
し
て
お
ら
ず
保
険
料
を
負
担
し
て
も
い
な
い
第
三
者
に
保
証

(
比
二
日
)

さ
れ
て
い
な
い
利
益

(
g耳
E
S
8
E
u
g
n
D円
)
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。

Jヒ法52(4・13)1031

な
お
、

モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
に
関
連
し
て
、
第
三
者
に
受
益
を
認
め
る
こ
と
で
、
第
三
者
が
非
効
率
な
活
動
を
す
る
こ
と
が
促
進
さ
れ
な



引品

い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
単
純
に
い
え
ば
、
他
人
の
保
険
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
こ
と
で
、
危
険
に
注
意
し
な
く
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
三
者
が
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、
第
三
者
に
コ
ス
ト
が
転
嫁
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
生
じ

(
日
)

な
い
。
特
に
第
三
者
が
目
的
物
を
占
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
三
者
は
損
害
発
生
の
防
止
に
つ
い
て
よ
り
よ
い
地
位
に
い
る
か
ら
、
第
三

(
げ
)

者
に
主
た
る
責
任
を
課
す
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
第
三
者
受
益
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
第
三
者
が
受
益
す
る
こ
と
は
保
険
者
が
第
三
者
の
損
失
を
負
担
す
る
の
で
は
な
く
て
、

(
凶
)

保
険
料
を
支
出
し
て
い
る
被
保
険
者
に
第
三
者
の
損
失
を
課
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
不
動
産
売
買
で
買
主

の
受
益
を
認
め
る
判
例
に
は
保
険
料
の
調
整
を
求
め
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
調
整
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
判
例

で
買
主
の
受
益
を
認
め
る
際
に
保
険
料
の
調
整
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
損
害
が
発
生
し
た
と
き
に
の
み
調
整
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

損
害
が
発
生
し
な
い
場
合
は
被
保
険
者
が
保
険
料
を
全
額
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
保
険
料
負
担
の
調
整
と
し
て
は
不
十
分
と
い

(
印
)

う
こ
と
で
あ
る
。

A 
jlHU 

次
に
、
被
保
険
者
が
自
己
を
被
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
損
失
負
担
の
ル

l
ル
を
変
え
る
こ
と
へ
の
批
判

が
あ
る
。
こ
の
批
判
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
合
理
的
付
保
が
困
難
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
売
主
の
保
険
に
つ
き

買
主
が
受
益
す
る
と
し
な
が
ら
、
売
主
と
買
主
の
両
方
が
保
険
に
加
入
す
る
と
す
れ
ば
超
過
保
険
と
な
り
、
経
済
的
に
浪
費
と
な
る
と
い
う

(
初
)

こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
動
産
完
買
に
つ
い
て
、
統
一
商
事
法
典
は
売
主
の
不
完
全
履
行
、
買
主
の
受
領
遅
滞
の
と
き
の
危
険
負
担
ル

l
ル

と
し
て
、
実
際
の
保
険
の
有
無
を
考
慮
し
た
ル

l
ル
を
設
け
て
い
る
。
義
務
違
反
者
が
危
険
負
担
す
る
が
、
相
手
方
が
保
険
に
加
入
し
て
い

(

幻

)

(

辺

)

る
場
合
に
は
、
そ
の
限
度
で
相
手
方
が
危
険
負
担
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
規
定
に
は
多
く
の
批
判
が
あ
る
。
も
う
一
つ
の
批
判
は
当
事
者

(
お
)

ま
た
は
法
が
定
め
た
損
害
負
担
の
ル

l
ル
を
保
険
の
存
在
で
変
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

別
の
批
判
と
し
て
、
第
三
者
が
別
個
に
保
険
に
加
入
し
て
い
た
と
き
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
の
負
担
額
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
複
雑
な

」ヒ法52(4・14)1032



(
M
)
 

問
題
が
生
じ
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
手
当
て
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
受
益
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

こ
の
他
、
第
三
者
受
益
の
要
件
と
し
て
、
保
険
者
の
保
険
金
支
払
処
理
が
困
難
に
な
ら
な
い
こ
と
、
記
名
被
保
険
者
が
第
三
者
に
受
益
さ

せ
る
か
ど
う
か
で
恐
意
的
な
扱
い
が
で
き
な
い
こ
と
、
記
名
被
保
険
者
が
第
三
者
の
た
め
に
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
あ
る
い
は
第
三
者

が
自
己
の
利
益
の
た
め
に
保
険
料
に
つ
き
責
任
を
負
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
こ
と
、
記
名
被
保
険
者
の
損
害
て
ん
補
の
期
待
を

(
お
)

不
当
に
害
し
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

保険と契約 Lの権手IJの調整

第
三
者
受
益
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
第
三
者
受
益
を
否
定
す
る
場
合
に
は
保
険
者
の
代
位
を
認
め
る

(
お
)

説
が
多
い
か
、
代
位
を
認
め
る
べ
き
積
極
的
理
由
と
し
て
は
、
保
険
料
は
保
険
者
が
代
位
に
よ
り
回
収
し
た
総
額
を
反
映
し
た

E
z
a
に

(
幻
)

よ
り
算
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
代
位
を
認
め
る
方
が
保
険
料
の
低
下
に
つ
な
が
り
、
保
険
契
約
者
全
体
の
利
益
に
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
お
)

ま
た
、
被
保
険
者
に
過
度
の
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
つ
つ
迅
速
な
保
険
金
支
払
を
実
現
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
保
険
契
約
に
代
位
条
項
が
あ
る
場
合
は
第
三
者
受
益
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
が
い
か
に
解
さ
れ
て
い
る
か

(
ぬ
)

は
定
か
で
は
な
い
。
一
般
論
と
し
て
、
代
位
条
項
の
有
無
が
重
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
判
例
で
も
代
位
条
項
の
有
無
が
根
拠
と
さ
れ
る
こ
と

(

ぬ

)

(

訂

)

も
あ
る
が
、
第
三
者
受
益
を
認
め
る
場
合
に
代
位
条
項
と
の
関
係
は
あ
ま
り
明
確
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
理
論
的
に
は
、
保
険
契
約
の

解
釈
と
し
て
、
あ
る
い
は
法
律
上
当
然
に
第
三
者
の
受
益
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
代
位
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

不
動
産
売
買
等
の
取
引
当
事
者
間
で
保
険
金
の
配
分
に
つ
き
合
意
が
な
さ
れ
、
そ
の
効
力
と
し
て
第
三
者
受
益
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

代
位
権
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
後
者
の
場
合
も
保
険
金
配
分
の
合
意
の
効
力
が
認
め
ら
れ
、
代
位
権
と
の
関
係
で
合
意
を
無
効
と
す
る

(
明
記
)

よ
う
な
見
解
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

jヒi去52(4・15)1033

(2)
第
三
者
受
益
肯
定
論



説

こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
者
受
益
を
認
め
る
べ
き
理
由
と
し
て
は
、
第
三
者
受
益
か
保
険
者
の
代
位
か
は
損
害
を
保
険
者
と
第
三
者
の
ど
ち

ι、
日同

ら
に
負
担
さ
せ
る
か
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
資
力
か
ら
す
れ
ば
保
険
料
を
取
得
し
て
い
る
保
険
者
は
常
に
十
分
な
資
力
を
有
す
る
こ
と
が
あ

(
お
)

げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
保
険
者
は
特
定
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
い
る
の
に
対
し
、
第
三
者
は
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
意
識
し
て
い
な
い
場

(
加
)

合
は
保
険
者
の
責
任
を
主
た
る
も
の
と
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
社
会
に
お
け
る
個
々
人
の
金
銭
的
困
難
を
最
小
限
に

す
る
こ
と
が
社
会
の
利
益
で
あ
り
、
こ
の
社
会
的
利
益
が
保
険
者
に
損
失
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
ほ
ど
強
け
れ
ば
第
三
者
受
益
が

(
お
)

認
め
ら
れ
る
と
の
主
張
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
被
保
険
者
の
不
当
利
得

(
Z
之
口
己

g江
n
F
5
2円
)
と
い
う
見
地
か
ら
、
そ
の
不
当
利
得
が
保
険

者
と
第
三
者
の
い
ず
れ
の
費
用
に
よ
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
第
三
者
の
費
用
に
よ
る
不
当
利
得
で
あ
れ
ば
第
三
者
受
益
が
認
め
ら
れ
る
と
の

(
お
)
(
釘
)

説
も
あ
る
。
代
位
を
認
め
る
こ
と
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
ま
ず
、
代
位
を
認
め
る
こ
と
は
保
険
者
へ
の

5
E
P
=
に
な
る
と
い
う
も
の
が
あ

(
お
)

る
。
こ
れ
は
保
険
料
は
契
約
上
の
権
利
の
存
在
を
考
慮
せ
ず
に
算
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
ま
た
、
代
位
を
認
め
る
こ
と
に
よ

り
代
位
権
侵
害
で
被
保
険
者
が
害
さ
れ
る
こ
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
被
保
険
者
が
第
三
者
と
和
解
す
る
こ
と
が
代
位
権
侵
害
に
な
り
、
被

(
鈎
)

保
険
者
が
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
事
態
が
起
こ
り
ゃ
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
代
位
が
単
に
被
保
険
者

の
二
重
取
り
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
選
択
さ
れ
た
損
失
分
配
を
達
成
す
る
た
め
に
確
立
し
た
手
段
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
代
位

(

刊

)

(

叫

)

権
を
害
し
た
被
保
険
者
は
不
利
益
を
受
け
る
に
値
す
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
ま
た
、
代
位
制
度
の
コ
ス
ト
も
指
摘
さ
れ
る
。

(3)
各
要
素
の
相
互
関
係

第
三
者
受
益
と
代
位
の
い
ず
れ
が
適
切
か
に
つ
い
て
、
考
慮
の
要
素
と
な
る
も
の
を
あ
げ
て
き
た
が
、
最
後
に
、
各
学
説
が
こ
れ
ら
の
要

素
の
比
重
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
を
み
て
お
く
。
ま
ず
、
第
三
者
の
不
当
利
得
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
、
代
位
の
効
用
(
保
険
料

(
必
)

一
般
的
に
第
三
者
受
益
を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
。

低
下
)
か
ら
、

jヒit;52(4・16)1034 



一
般
論
と
し
て
は
第
三
者
受
益
に
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
取
引
類
型
に
応
じ
て
受
益
を
認
め
る
余
地
を
残
し
て

い
る
。
契
約
外
の
第
三
者
が
受
益
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
保
険
に
よ
る
リ
ス
ク
分
散
の
効
果
が
優
る
場
合
に

(
必
)

は
受
益
を
日
認
め
て
よ
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
人
的
契
約
性
を
第
三
者
受
益
否
定
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
は
否
定
し
つ
つ
、
第
三
者

こ
の
他
の
説
は
、

保険と契約 Lの権利の調整

受
益
は
第
三
者
の
損
失
を
被
保
険
者
に
課
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
強
調
し
、
さ
ら
に
保
険
の
存
在
に
よ
り
損
失
負
担
を
変
え
る
こ
と
の
不
当

(
U
H
)
 

性
な
ど
か
ら
一
般
論
と
し
て
は
第
三
者
受
益
に
否
定
的
で
あ
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
も
保
険
に
よ
る
リ
ス
ク
分
散
の
妥
当
性
が
否

(
江
川
)

定
要
素
に
優
る
と
き
に
は
受
益
は
認
め
ら
れ
る
と
し
、
具
体
的
に
は
不
動
産
法
な
ど
の
個
々
の
取
引
に
関
す
る
法
に
委
ね
ら
れ
る
と
す
る
。

第
三
者
受
益
の
要
件
と
し
て
、
保
険
者
の
保
険
金
支
払
処
理
が
困
難
に
な
ら
な
い
こ
と
、
記
名
被
保
険
者
が
第
三
者
に
受
益
さ
せ
る
か
ど

う
か
で
恋
意
的
な
扱
い
が
で
き
な
い
こ
と
、
記
名
被
保
険
者
が
第
三
者
の
た
め
に
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
第
三
者
が
自
己

の
利
益
の
た
め
に
保
険
料
に
つ
き
責
任
を
負
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
こ
と
、
第
三
者
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
で
保
険
者
が
引
き

受
け
た
危
険
(
道
徳
危
険
を
含
む
)
が
増
加
し
な
い
こ
と
、
記
名
被
保
険
者
の
損
害
て
ん
補
の
期
待
を
不
当
に
害
し
な
い
こ
と
、
第
三
者
の

利
益
の
た
め
の
別
の
保
険
契
約
が
存
在
し
て
い
る
と
き
に
複
数
の
保
険
者
間
で
責
任
を
分
配
す
る
方
法
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
説

(
必
)

が
あ
る
。
旦
ハ
体
例
と
し
て
は
、
受
寄
者
の
保
険
に
対
す
る
寄
託
者
の
権
利
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
三
者
受
益
と
代
位
は
い
ず
れ
も
損
害
て
ん
補
原
則
を
守
る
方
法
と
し
て
有
用
で
あ
る
と
し
、
ど
ち
ら
が
妥
当
か
は
、
人
的
契
約

性
、
保
険
者
へ
の
不
当
利
得
、
被
保
険
者
の
合
理
的
期
待
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
に
よ
る
と
し
た
う
え
で
、
一
般
論
と
し
て
は
、
人
的

(
灯
)

契
約
性
に
つ
い
て
は
柔
軟
に
解
し
た
方
が
よ
い
と
す
る
説
が
あ
る
。
最
後
に
、
第
三
者
受
益
か
代
位
か
は
被
保
険
者
の
二
重
取
り
に
よ
る
不

当
利
得
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
不
当
利
得
が
第
三
者
の
費
用
で
あ
れ
ば
第
三
者
が
受
益
し
、
保
険
者
の
費
用
で
あ
れ
ば
代
位
が
認
め
ら
れ

(
必
)

る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
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説

(4)
理
論
構
成

ヨι
両聞

以
上
は
実
質
的
な
議
論
で
あ
る
が
、
判
例
で
は
理
論
的
に
は
第
三
者
受
益
の
適
否
は
保
険
金
が
目
的
物
の
代
物
で
あ
る
か
否
か
の
点
か
ら

説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
代
物
で
あ
れ
ば
、
保
険
契
約
の
当
事
者
で
は
な
く
て
も
目
的
物
に
対
し
て
権
利
を
有
す
る
第
三
者
の
受
益
が
認

め
ら
れ
る
が
、
代
物
で
は
な
く
、
保
険
契
約
は
被
保
険
者
の
目
的
物
に
対
す
る
利
益
を
付
保
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
保
険
契
約
の
当
事
者
で

(ω) 

は
な
い
第
三
者
が
受
益
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
第
三
者
を
黙
示
の
被
保
険
者
と
し
て
受
益
を
認
め
る
と

(ω) 

い
う
理
論
構
成
も
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
問
題
の
捉
え
方
と
し
て
、
他
人
の
利
益
を
対
象
と
す
る
保
険
に
よ
り
第
三
者
の
利
益
も

(
日
)

カ
バ
ー
さ
れ
る
か
と
い
う
視
角
と
保
険
者
と
第
三
者
の
い
ず
れ
が
主
た
る
債
務
を
負
う
か
と
い
う
視
角
が
あ
る
。
後
者
の
見
解
が
、
保
険
者

と
第
三
者
の
債
務
が
と
も
に
同
じ
目
的
を
有
し
て
い
る
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
特
に
代
物
等
の
構
成
は
不
要
で
あ
り
、
主
た
る
責
任
を
負

(
臼
)

う
方
が
最
終
的
に
損
失
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
み
る
見
解
は
少
な
く
、
理
論
的
に
は
他
人
の
保
険
か
ら
第
三
者

が
利
益
を
受
け
る
こ
と
の
根
拠
づ
け
が
問
題
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。

一
般
論
と
し
て
は
以
上
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
は
第
三
者
受
益
を
否
定
的
に
評
価
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
で

(
日
)

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
般
論
が
個
々
の
取
引
の
場
面
で
貫
徹
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
類
型
的
考
察
の
必
要
性
も
説
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
次
に
こ
の
問
題
に
お
い
て
典
型
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
取
引
で
あ
る
、

モ
l
ゲ
l
ジ
と
不
動
産
売
買
の
ケ

l
ス
で
い
か
な
る
解
決

が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

(
l
)
』
o
z
o
-
-
=
加
E
ヨ
・
〈
包
巳
口
加
釦
=
-
=
国
E
『
与
-
o
Z
R
『
冊
目
立
=
句
『
。
胃
ヨ
考
古
町
『
2
z
-
E
R
a
-
2
0
=
z
o
∞cz
。
ZE--叫
己
〉
図
。
「
刃
向
〈
目
凶
M

凶a
出
品
出
吋

(-混
-
y
z
z
n
g
n
D
)
F
P
〉
=
。
E
C
S
O『「
O
Z
吉

弘

司

3
胃
『
円
三
口
出
E
S
E
R
-
3
2
0・
r
』田宏叫

-
E士
-
ま
と
玄
R
C
E
は
第
三
者
が
明
ら
か
に
保
険

料
を
負
担
し
て
い
る
と
き
は
例
外
と
す
る
。
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(
2
)
列
。
∞
巴
口
明
穴
田
川
円
o
z
h
w
〉
「
〉
Z
戸
当
日
目
的
印
J
H
Z
∞
c
m
〉
Z
C
凶
「
〉
g
a
M
〈
一
喧
∞
∞
)
4
開
門
言
問
『
色
。
。
ぇ
『
白
ア
印
。
B
m
E
ヨ
戸
【
何
千
戸
口
門
町
『
目
印
門
司
5
F庁
g
p
s

「
-
h
r
n
o
Z
4
n
玄
司
・
句
"
。
回
・
主
少
主
主
-
3
2
・
安
藤
次
男
「
イ
ギ
リ
ス
の
不
動
産
売
買
に
お
け
る
危
険
負
担
と
保
険
制
度
の
関
連
」
望
月
礼
次
郎
H

樋
口
陽
一

H
安
藤
次
男
編
・
広
中
俊
雄
教
授
還
暦
記
念
・
法
と
法
過
程
七
四
六
頁
、
七
五
O
頁
(
創
文
社
、
一
九
八
六
年
)

0

(3)
甲

m
m
E
d
C
Z
持
者
百
回
目
印
・

8
司
B
E
R
M
-
同
二
宮
一
宮
伺
Z
5
・
注
目
U
5
5
5
M
a
包

3
9
m
a
q
〉
・
回
目
H
S
-
叶
宮
内
〈
E
S
2
1
〈
g
a
s
p
s
-
m
5
・
2
c
垣
。
。
名
目

山
一
一
口
町
号
伺
2
2
5
=
円
相
虫
色
志
明
o
m
C
Y
A
-
-
M
咽
ご
∞
品
(
]
也
市
町
凶
)
e
Z
2
2
e
臼
口
町
『
。
明
白
押
5
2
0
『
吾
白
間
口
出
巴
『
何
『
言
内
三
一
白
再
開
E
一
担
加
F
Z
O
H
寸
同
y
m
-
=
出
巴
『
骨
子
M
∞

【
U
O
戸
C
玄
・
戸
-
m
開
〈
・
M
O
M
-
M
2
2
S
∞
)
・
∞
8
白
-
s
t
ξ
E
S
E
-
u
ペ
。
E
加
4
m
C
E
m
-
-
dさ
=
ι
E
-
η
2
2
由
明
白
間
二
=
同
V
5
官
三
伊
豆
「
田
谷
F
Z
Q
Z
E
E
R
n
e
g

n
。
「
C
Y
A
「
閉
山
開
〈
・
5
S
岨
-
o
z
.
-
0
2
(
-
ま
。
)
・

(
4
)
穴
巴
刷
、
『
。
Z
除
名
5
目
的
∞
・
2
句
『
E
S
E
M
-
a
M
3
・
安
藤
・
前
掲
注
2
七
四
六
頁
、
七
五
一
頁
、
石
田
満
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
保
険
の
目
的
の

譲
渡
」
保
険
契
約
法
の
諸
問
題
一
一
三
頁
(
一
粒
社
、
一
九
五
二
年
)
。
一
般
的
に
保
険
者
の
同
音
叫
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
平

己
加
ロ
ヨ
町
三
え
S
E
E
R
m
宮
口
2
g
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
物
保
険
で
は
、
保
険
契
約
関
係
の
譲
渡
に
近
い
よ
う
で
あ
る
o
p
m
穴
巴
円
『
C
Z
持

者
5
a
∞
E
・
白
己
申
∞
・

(
5
)
目
ロ
加
5
2
・
出
己
目
肖
E
d
o
g
-
岨
M
W
H
3
0
・

(6)
穴
巴
叫
『
。
z
h
f
t
z
u
a
M
-
E
司
S
D
O
B
N
e
E
己
申
∞
た
だ
し
、
不
動
産
売
買
に
関
す
る
判
例
で
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
扱
い
は
さ
れ
て
い
な
い
。

後
掲
注
日
と
本
文
参
照
。

(
7
)
宮
加
E戸
吉
田
M
E
S
S
-
R
3
u
-
ま
た
、
第
三
者
が
保
険
の
利
益
を
受
け
る
に
は
保
険
者
の
同
意
に
基
づ
く
g
E
官
ヨ
2
2
『
5
由
民
出
口
町
内
宮
-
5
2
を

必
要
と
す
る
こ
と
の
合
理
性
と
し
て
、
保
険
者
が
実
質
的
利
益
当
事
者
(
『
白
色
官
ミ
5
5
R
5
同
)
と
交
渉
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
簡

明
に
な
る
こ
と
、
第
三
者
が
保
険
契
約
上
の
義
務
、
特
に
注
意
義
務
を
負
う
よ
う
に
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
〉
]
】
町
四
回
司
・
2
5
Z
『
加
・
呂
田
r

。
『
戸
o
a
s
m
H向
n
E
S
q
門
リ
C
E
g
n
z
F
『
吾
刊
出
血
-
n
c
『
m
g
ニ
》
『
。
司
何
回
。
々
e
Z
〈
リ
。
「
己
玄
』
・
戸
持
切
o
n
・
句
刃
O
∞
∞
・
品
一
3
・
品
、
忍
(
一
喝
吋
唱

)
E

(8)
玄
円
。
戸
ι
叫
宮
古
S
S
R
-
e
虫
色
凶
φ

具
体
的
に
は
、
受
寄
者
を
記
名
被
保
険
者
と
す
る
保
険
に
よ
っ
て
寄
託
者
の
利
益
が
付
保
さ
れ
る
場
合
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
保
険
は
記
名
被
保
険
者
が
目
的
物
を
占
有
・
管
理
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
未
知

の
第
三
者
を
付
保
す
る
こ
と
に
よ
る
リ
ス
ク
は
最
小
限
に
限
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
石
田
・
前
掲
注
4
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(9)
玄
n
p
-
P
E
官
2
0
再
三
唱
釦
同
小
遣
一
酉
凶
開
、
『
。
z
h
w
当
日
目
印
印
・
日
E
司
『
2
0
【
m
M
a
由
【
M
U
A
F
・

(
叩
)
ぞ
戸
口
〉
Y
白
河
〈
〉
Z
Q
V
Z
〉
Z
U
回
。
。
穴
。
z
↓Z
閉
山
戸
〉
君
。
司
-
Z
印
己
河
〉
Z
C
M
吋
∞
C
(
z
a
-
3
3
岨
品
。
問
。
列
。
開
出
回
》
〉
戸
三
巴
戸
叶
回
開
「
〉
ぞ
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話t二'b、
{摘。

。
明
百
凶
印
司
司
司
口
。
Z
凶凶

M
ロ・

3
2
2∞
)
・
前
述
の
よ
う
に
、
不
動
産
売
買
や

E
Cコ
加
恒
常
で
は
、
保
険
金
の
配
分
に
つ
い
て
の
当
事
者
間
の
合
意
が

尊
重
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
理
論
的
に
は
、
第
三
者
に
保
険
の
利
益
を
与
え
る
合
意
に
は
代
佐
と
の
関
係
で
問
題
も
あ
る
。
巴
E
a
刃
包
吉
宮
c
p

F晶
互
邑
5
2
Eロ
m
m
z
z
z
c君
。
『
開
』
EXち
庁
内
Cロ〈

3
5ロ
耳
向
。
2
3
2
戸
主

J

『
〉
「
開
「
]
・
司
少
叶
2
2
3
3・
後
掲
注
担
参
照
。

(
日
)
巴

H
Z・
2
-
u
g
S
S
M
-
回
二
時
・
∞
8
と
き
の
邑
骨
3
4
2℃『
2
0
R
M
4
虫
色
。
百
凶
岡
山
、
『
。
Z
持
者
己
目
的
回
も
、
不
動
産
売
買
等

-
E号
色

E
R
5
2
の
問
題

が
起
こ
る
状
況
で
は
、
実
際
に
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
の
増
加
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
保
険
者
も
こ
の
場
合
に
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー

ド
対
策
に
力
を
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
穴
問
問
、
H40Z
持
者
B
Z
m
e
E同V
B
E
R
M
-
白
二
出
・
安
藤
次
男
「
ア
メ
リ
カ
動
産
売
買
法
に
お

け
る
目
的
物
滅
失
の
危
険
負
担
会
乙
」
法
学
凹
八
巻
一
号
六
六
頁
(
一
九
八
四
年
)
、
石
田
・
前
掲
注

4
一
二
四
頁
。

(
ロ
)
も
と
も
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
居
間
山
g

z
除
名
目
U
Z印
e
E
3
5月四
M-Eニ
実

玄

n
n
g
f
E
E
ロ
o
E
L円
弘
法
-

(
日
)
契
約
当
事
者
(
宝
〈
石
)
の
問
題
、
す
な
わ
ち
契
約
当
事
者
で
は
な
い
者
に
契
約
上
の
利
益
を
与
え
る
こ
と
の
問
題
と
す
る
も
の
と
し
て
、
同
U
T

E
O
宮
『
伺
唱
印
巳
℃
『
白
口
。
向
。
吋
・

2
合
唱
な
お
、
後
述
す
る
が
、
第
三
者
の
受
益
を
認
め
る
理
論
の
一
つ
と
し
て
、
第
三
者
を
黙
示
の
被
保
険
者
と
す
る
も

の
が
あ
る
。
こ
の
理
論
に
つ
き
、
第
三
者
受
益
と
人
的
契
約
性
と
を
調
和
さ
せ
る
も
の
と
す
る
評
価
が
あ
る
が
、
人
的
契
約
性
を
こ
の
よ
う
に

と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

usa-g・
2
R
F戸
、
HdFm
司『何回目
=
n
m
0
2
5
R
g
n
m
g弘同宮町円
kaE-
〉
--cn目
安
)
ロ
え
担
出
F
N
n
o
z
z
-
-
z
m叩
「
』
ア
己

(-唱。小)・

(
M
)
同ロ開
5
5・
2
雪印

=og--
巳

3
Y
Z凶
・
冨
円
n
o
-
p
g円vg
口
。
向
。
ケ
曲
四
号
。
一
回

FHZ-
吉田
uE
ロ
08u-m囲内】】晶一
ω
。
開
。
列
。
開
宮
内
出
〉
河
口
∞
咽
百
円
UZ〉
河
口
∞

o
z
↓
田
開
門
〉
要
。
司

-Z∞
c-N〉
Z
(
リ
思
-
M
a
h凶
門
凶
昆
(
血
号
包
目
召
還
)
一
開
口
当
〉
m
u
z
-
-耐〉
E
z
h
w
m
O切
開
烈
吋
〉
閉
山
。
回
目
凶
ZHd国
〉
円
、
穴
ぜ
〈
〉
FF-

E
」

Z
U〉
沼
恒
Z
4〉
戸
田
。
同
U玄
。
口
開
m
z
m伺
〉
門
司
岡
山
。
旬
開
河
叶
ペ
戸
〉
者

5
3
3色白色

-3M)・

(
日
)
第
三
者
の
受
益
に
つ
い
て
、
第
三
者
が
自
己
を
被
保
険
者
と
す
る
保
険
と
し
て
契
約
し
て
い
る
も
の
あ
る
い
は
合
理
的
に
期
待
で
き
る
も
の

を
超
え
る
保
険
保
護
を
、
他
人
の
保
険
か
ら
の
受
益
を
認
め
る
こ
と
で
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
。
典
型
的
に
は
、
た
と
え
ば
、

賃
借
入
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
賃
貸
人
は
賃
貸
物
を
カ
バ
ー
す
る
保
険
契
約
を
利
用
す
る
が
、
賃
借
人
が
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
利

用
す
る
の
は
責
任
保
険
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
、
担
保
範
囲
、
保
険
者
免
責
の
範
囲
、
デ
ィ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
ル
の
範
囲
等
で
両
者
に
違
い
が
あ
る

と
き
は
責
任
保
険
で
認
め
ら
れ
る
保
護
を
超
え
て
、
賃
貸
人
の
保
険
に
つ
き
賃
借
人
に
受
益
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
z
n
Z
伺『ゆ出口匂『
E
=。四角川-一
Y
白押-一明白

(
凶
)
忠
良

F
R唱
さ
勺
『
出
口
。
ぉ
己

eE用品∞ム喧目
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内
平
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(足)McCoid， supra note 1， at 669-670; F. Carlton King， UCC Section 2-510 -A Rule Without Reason， 77 COM. L. J.， 272， 277 (1977). 

See also， Fischer， supra note 13， at 48. 

(お) UCC~2-S10. ¥JAMES J. WHlTE & ROBERT S. SUMMERS， UNIFORM COMMERCIAL CODE 261 et. seq. (4th ed. 1995).許田
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j見口f、
同岡

円
〉
者
出
品
(
M
島
町
色
・
3
ま
)
・
こ
れ
に
対
し
て
は
、
売
主
の
保
険
加
入
に
よ
っ
て
売
主
が
補
償
を
受
け
る
複
数
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
か
ら
、
売
主
の
保
険
加
入
は
新
た
な
要
素
で
あ
る
と
の
反
論
が
あ
る
。
h
H
句、
P
F
Y
呂
田
p
g
同
M
E
S
S
-
0
・
町
二
凶
一
当
事
者
の
合
意
を
変
更
す
る

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
一
方
の
当
事
者
が
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
当
事
者
の
意
思
解
釈
の
要
素
と
す
る
こ
と
も
問
題
と

な
る
。
さ
ら
に
、
情
報
不
足
の
状
況
下
で
の
合
意
に
は
法
が
介
入
す
る
余
地
が
あ
る
、
あ
る
い
は
社
会
的
に
重
要
な
活
動
に
つ
い
て
は
リ
ス
ク

を
負
担
す
る
者
に
十
分
な
保
険
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
法
シ
ス
テ
ム
と
調
和
す
る
と
の
見
解
も
あ
る
。
出
国
n
Z
F
E
-
V
E
E
R
-
凶
咽
白
押
さ
ム
∞
・

(M)
吋

C
E
口
問
-
M
E勺
B
E
B
凶
・
島
内
-
g
u
u
玄
町
内
♀
子
宮
司
『
和
国
O
同
町
ケ
恒
三
法
こ
れ
に
対
し
て
は
保
険
者
間
の
責
任
ル

l
ル
が
確
立
す
れ
ば
問
題
は
な
い
と

の
反
論
も
あ
る
。
∞
g
g
g
n
U
O宅
問
-
f
F
2
3
豆
町
E
R
『
何
回
ご
=
司
円
。
胃
3
m
m
三
回
目
四
a
-
コ
【
リ
〉
旬
、
H
J
C
「
刃
向
〈

-
a
-
Z
凶
(
-
。
∞
∞
)
ま
た
、
判
例
で
は
両

者
付
保
の
場
合
は
別
の
ル

l
ル
と
さ
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
目
的
n
F
q
e
明
石
尽
き
お
己
咽
忠
一
。
・
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
判
例
は
あ
る
が
そ

の
よ
う
な
扱
い
が
確
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
後
掲
三
2
注
刊
参
照
。

(
お
)
J
『
。
=
=
加

-z-u『
起
き
再
開
凶
e
白
こ
ま
令
5
2
・
恋
意
性
と
は
、
第
三
者
が
保
険
者
に
直
接
請
求
す
る
権
利
は
な
い
と
す
れ
ば
、
被
保
険
者
が
保
険
金
を

請
求
し
な
い
限
り
第
三
者
は
受
益
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
う
る
こ
と
を
指
す
。
た
だ
し
、
0
5
5
-
V
8
2
n
c
・
〈
-
E
目
・
円
U
0
・
0
同
z
o
コ
E

〉
B
2
2
4
3

P
M
己
虫
(
3
・
3
h
宇
宙
)
は
、
不
動
産
売
買
の
売
主
の
保
険
に
つ
い
て
の
買
主
の
権
利
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
売
主
が
保
険
金
を
取
得
し

な
か
っ
た
場
合
に
、
買
主
が
売
主
の
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
保
険
者
に
直
接
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
5
Z
Z
閉
口
出
回
切
E
a
持
内
。
同
州
巧
望

者
5
E
L
印
。
z
・
2
2
Z
Q
司
門
岡
山
印
。
明
、
『
z
m
t
r
君
。
明
旬
。
z
m吋
ベ

-
3
3
ι
a
・
3
∞
申
)
・
被
保
険
者
の
期
待
に
つ
い
て
は
、
穴
伺
開
、
『
。
z
h
w
t
Z
呂
田
印
4

山口唱『白ロロ四刊Me回目凶凶戸'凶凶凶'

(
お
)
安
藤
・
前
掲
注
2
七
五
三
一
貝
参
照
。
な
お
、
理
論
的
に
は
、
ゥ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
・
ル

l
ル
に
よ
る
処
理
も
可
能
で
あ
る
。

(
幻
)
宮
何
E
g
-
E官
E
E
n
-
-
包
出
凶
・
出
斗
一
玄
町
内
C
F
R
F
∞E
匂
『
田
口
。
ぉ
ア
曲
目
g
u
一
Z
2
2
・
2
℃
S
=
0
8
凶
4
包
M
S
-
た
だ
し
、
後
掲
注
持
参
照
。
∞
白
白
色
出
。
-

者
昌
司
開
持
∞
C
玄
玄
開
m
m
e
閉
口
問
V
5
5
円
相
N

ア島円
N
吋一

(
お
)
同
ロ
開
5
3
咽
印
E
℃
『
白
口
。
お
ケ
白
門
出
刊

(却

)
Z
C
H
P
∞毛
S
E
R
-
叶
・
民
己
∞
M
L
Q
)
c
n
z
o
Z
H
Z
∞
c
m
〉
z
n
E
2
・
3
(
旨
E
3
ま
)
二
者
E
4
開
持
切
C
玄
玄
関
知
的
e
明
石
E
S
S
M
-
-
a
M
芯

(初
)
5
2
官
同
町
四
の
利
益
の
保
険
で
、
代
位
条
項
が
な
い
こ
と
を
設
定
者
の
受
益
の
要
件
の
一
つ
と
し
た
も
の
と
し
て
、
F
E
E
S
〈
E
E
T
出

z
t
ミ
ヨ
(
豆
E
M
-
-
∞
∞
叫
)
咽
回
口
『
n
F
Z
『
叩
豆
白
E
P
R
Z
コ
=
加
の
。
。
匂
・
4
-
S
司
印
巴
官
官
ニ
-
(
0
・
内

-C--
否
凶
∞
)
(
動
産
所
有
権
留
保
売
買
に
つ
い
て
)

0

代
位

条
項
の
存
在
に
よ
り
代
位
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
ζ
g
ロ
〈
・
2
2
M
E
Z
E
M
-
D
Y
Z
こ
り
・
包
∞
】
匂
(
唱
吾
色
円
・
-
s
e
e
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(
引
)
物
保
険
で
は
通
常
代
位
条
項
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
両
国
L
Z
E
d
Z
∞
・
〉
∞
河
〉
出
〉
戸
室
∞
c
m〉
z
n開
「
止
を
〉
z
u
m貝
百
戸
〉
己
O
Z
N
2

(Maa--3U))
、
第
三
者
受
益
を
認
め
る
判
例
に
お
い
て
は
代
位
条
項
と
の
関
係
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

(
幻
)
〈
〉
Z
門
戸
田
吾

g
g同町
-
0
・
恒
二
∞
C
・
代
位
権
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
出
口
町
宮
『
や
注
目

u
g
g再
開
プ
己
主
弁
笠
岡
F
下
回
巴
司

3
5
5
凶唱出向

ニ
メ
回
目

H
S
は
不
動
産
売
買
に
つ
き
買
主
受
益
を
認
め
る
こ
と
は
免
責
合
意
を
認
め
る
の
と
同
じ
効
果
を
も
っ
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
第

三
者
受
益
に
よ
り
代
位
権
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
保
険
者
の
代
位
権
は
被
保
険
者
の
不
当
利
得
を
防
ぐ
た

め
に
保
険
者
と
被
保
険
者
間
で
認
め
ら
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
取
引
当
事
者
間
で
の
保
険
金
分
配
に
つ
い
て
の
合
意
に
よ
り
代
位
権
は

消
滅
す
る
と
の
見
解
も
あ
る
(
た
だ
し
、
代
位
条
項
が
あ
る
場
合
に
は
代
位
条
項
が
優
先
す
る
と
す
る

)
o
m
E
E
Z
n
n
Z
E
-
-
E
E
B
8
ミ
E
E
-

-同町内】『ロ
5
5
2
∞
〉
加
臼
口
町
四
百
円
P
ご
国
〉
河
〈
-
F
m肘〈
-
u
-
M
J

凶一
M
ム

p-(-
∞芝山)・

第
三
者
受
益
を
認
め
る
こ
と
は
第
三
者
の
免
責
を
認
め
る
免
責
合
意
と
同
じ
機
能
を
も
っ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
免
責
一
合
意
は
第
三
者
の

責
任
を
免
除
す
る
こ
と
の
是
非
と
保
険
者
の
代
位
権
侵
害
の
点
か
ら
問
題
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
保
険
利
益
享
受
約
款
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題

が
あ
る
。
〈
〉
Z
Q
W
4
8司
g
E
O
F
回
目
寸
志
目
前
者
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
免
責
に
つ
い
て
は
そ
の
是
非
が
問
題
に
な
る

が
、
不
動
産
売
買
に
お
け
る
代
金
債
務
の
免
責
の
よ
う
な
場
合
に
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
は
な
い
。
た
だ
し
、
後
者
の
代
位
権
侵
害
の
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
問
題
と
な
り
う
る
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
不
動
産
売
買
の
よ
う
な
場
合
に
は
代
位
権
侵
害
は
問
題

と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
保
険
者
の
代
位
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
第
三
者
の
免
責
阻
止
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
者
の
免
責
が
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
代
位
権
侵
害
も
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
は
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ

カ
で
は
約
定
代
位
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
約
定
代
位
の
効
力
と
の
関
係
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
代
位
権
侵
害
を
問
題
に
し
な
く
て
よ
い
か

は
不
明
確
で
あ
る
。
な
お
、
取
引
類
型
に
よ
っ
て
は
、
第
三
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
免
責
の
合
意
も
判
例
上
有
効
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た

と
え
ば
、
賃
借
入
の
損
害
賠
償
責
任
を
免
責
と
す
る
合
意
を
有
効
と
す
る
判
例
は
多
い
。

-
4
R
E
q
-
E目U
5
5
8
-
u
'
己
申
t
-
0
・

(
お
)
室
町
内
o-PME勺
g
=。
同
町
ケ
白
押
色
品
・

(
U
A
)

甘
言
。
・

2
2
5
m岨
吋
宮
内
o
-
E
m
E
∞
C
E
R
m
m
z
F
白
邑
門
U
2
5
2
0
E
B
a
g
-
ゴ
内
〉
「
戸
-
E凶〈
-uad
∞M
(
】
唱
∞
凶
)
こ
の
よ
う
に
保
険
者
と
第
三
者

を
比
較
し
て
保
険
者
の
方
が
責
任
負
担
に
適
す
る
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
保
険
者
に
負
担
を
課
す
こ
と
は
被
保
険
者
の
負

担
が
増
加
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
比
較
は
妥
当
で
は
な
く
な
る
。

(
お
)
出
口
市
宮
『
mJ
明石
B
5
8
吋

d

己
品
∞
4

・
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
こ
の
見
地
か
ら
買
主
の
受
益
を
認
め
て
よ
い
と
す
る
。

保険と契約上の権利の調怒

一
般
的
に
保
険
の
リ
ス
ク
分

北法52(4・23)1041 
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も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
、
黙
示
の
被
保
険
者
が
保
険
契
約
上
の
義
務
を
負
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
者
の
行
為
に
よ
り
保
険
者
免
責
と

な
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
玄
ロ
S
E
m
-
虫
色
B
g
a
F
g
a
-
2
F
4
2
S
Z
〉
E
2
8
エ
ロ
2
5
P
列
記
Z
O
『
印
E
Z
o
官
c
o
p
s

n
。
m
Z
関口
L
r
ρ
N
N少

M
M
∞
(
-
ま
斗

)

e

現
実
に
は
判
例
で
は
、
代
位
を
認
め
な
い
と
い
う
範
囲
に
限
っ
て
被
保
険
者
の
地
位
を
認
め
て
い
る
。

』
。
F
ロ
0
・
z
m
g
g
-
∞
Z
G
E
E
白
斗
伺
口
白
口
同
列
伺
n
a
〈
白
押
宮
町
民
開
口
町
出
向
。
『
白
「
同
ロ
門
出
。
『
円
回
目
口
開
巴
『
mw
ロロ巾

R
V

品
、
叫
明
開

0
・
H
Z
∞
-
n
o
m
-
M
向
。
c
z
n
-
r
ο
・
M
M
U
e
M
A
P
-
(
-川

VAV-司)
巴

∞
S
B
Z
0
・
〉
∞
m
k
p
Z
〉
冨
曽
田
口
同
u
g
ロ
O
再
開
U
ア
包
M
-
A
M
し
か
し
、
む
し
ろ
、
被
保
険
者
と
し
て
の
地
位
は
擬
制
が
必
要
な
範
囲
に
限
る
べ
き
こ
と
を
強

調
し
、
黙
示
の
被
保
険
者
を
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
も
あ
る
。
M
U
Z
Z
F
E
-
u
E
E
H
n
己
・
包
広

(日
)

1
参
照
。

(
臼
)
第
三
者
が
先
に
弁
済
し
た
場
合
の
第
三
者
の
代
位
を
認
め
る
説
は
こ
の
よ
う
な
理
解
で
は
な
い
か
。
-
注

(
7
)
参
照
。

(
臼
)
。
邑
宮
下
回
吾
E
5
5
ド
曲
二
N
甲
山
ペ
c
z
=
m
・
2
も
お
き
お
凶
唱
曲
こ
ま
晶
一
Z
G
門
町
喝
さ
司
g
z
o
g
凶
4

白
押
M
O
A
-
た
だ
し
、
類
型
的
考
察
の
必
要
性
は
認
め
な
が

ら
も
類
型
ご
と
に
あ
ま
り
に
統
一
性
の
な
い
解
決
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
一
般
理
論
の
必
要
性
を
訴
え
る
も
の
も
あ
る
o
z
n内
S

F

Z
雪印

=
。
ぉ
ア
邑
ま
N
E
E
凶
具
体
的
に
は
モ

l
ゲ
l
ジ
と
不
動
産
売
買
で
の
結
論
の
違
い
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
三

3
参
照
。
な
お
、
穴
田
山
4
0
2
持

4
2
0
Z切
a富田
M
E
5
8
N
喝
白
乙
凶
。
，
凶
u--

取
引
類
型
に
よ
る
評
価

保険と契約上の権利の調整

l 

5
0
コmh
w
m
w
m
w

(
1
)
序

ま
ず
、
B
皇
官
官
の
担
保
権
者
と
設
定
者
間
で
の
保
険
金
に
関
す
る
権
利
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
最
初
に
担
保
権
者
と
設
定
者
の

被
保
険
利
益
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
み
て
お
く
と
、
担
保
権
者
は
担
保
権
者
と
し
て
被
保
険
利
益
を
有
し
、
設
定
者
は
所
有
権
者
と
し
て
被

~tì:t52(4 ・ 25) 1043 



i説

(

1

)

(

2

)

 

保
険
利
益
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
担
保
権
者
の
被
保
険
利
益
の
額
は
被
担
保
債
権
額
の
程
度
に
限
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
担
保
権
者
の
被

保
険
利
益
は
物
に
つ
い
て
担
保
権
者
が
有
す
る
利
益
で
あ
っ
て
、
被
担
保
債
権
が
被
保
険
利
益
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、

担
保
物
件
の
減
失
・
段
損
に
よ
っ
て
被
担
保
債
権
の
回
収
に
影
響
が
で
な
い
と
き
に
も
担
保
権
者
は
保
険
金
請
求
で
き
る
と
い
う
点
に
現
れ

(

3

)

(

4

)

 

る
。
設
定
者
は
物
の
価
額
全
体
に
つ
き
被
保
険
利
益
を
有
す
る
。

(5) 

自
主
明
白
唱
で
は
設
定
者
に
付
保
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
り
、
設
定
者
は
田
S
E
R仏
ヨ
。
コ
明
白
明
白

n
E
C
凹
刊
の
あ
る
保
険
契
約
を
締

(
6
)
 

結
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ
の
条
項
の
下
で
は
担
保
権
者
を
被
保
険
者
と
す
る
独
立
の
保
険
契
約
が
存
在
す
る
の
と
同
様
の
状
態
に
な
る

(
7
)
 

と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
設
定
者
と
担
保
権
者
の
両
者
の
利
益
が
付
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
担
保
権
者
に
は
被
担
保

(

8

)

(

9

)

 

債
権
額
相
当
の
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
被
担
保
債
権
に
充
当
さ
れ
、
支
払
わ
れ
る
保
険
金
の
残
額
は
設
定
者
に
支
払
わ
れ
る
0

2
B
E丘
ヨ
。
コ
哲
明
白

n
-
2
8
の
下
で
は
、
仮
に
設
定
者
の
義
務
違
反
等
で
設
定
者
の
保
険
契
約
は
解
除
さ
れ
て
も
、
担
保
権
者
に
対
し
て
は

(
凶
)

契
約
は
存
続
す
る
。
担
保
権
者
に
つ
い
て
だ
け
保
険
契
約
が
存
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、
担
保
権
者
に
被
担
保
債
権
額
相
当
の
保
険
金
を
支

(
日
)

払
っ
た
保
険
者
は
被
担
保
債
権
に
代
位
す
る
。
こ
れ
が
5
0
3
官
官
に
お
け
る
通
常
の
保
険
契
約
の
形
態
で
あ
る
が
、
担
保
権
者
が
自
己
の

利
益
の
み
を
付
保
す
る
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
も
あ
る
。
い
か
な
る
事
情
に
よ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
設
定
者
が
保
険
料
負
担

で
き
る
か
ど
う
か
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
場
合
に
権
利
者
が
当
初
か
ら
自
己
の
利
益
に
つ
い
て
の
み
保
険
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
も
あ
る
よ

(ロ)

う
で
あ
る
。

ヨ必〉、

両岡

(
2
)
判
例

本
稿
の
対
象
と
す
る
問
題
は
担
保
権
者
が
自
己
の
利
益
だ
け
を
被
保
険
利
益
と
す
る
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
の
、
保
険
契
約
と
設
定

(
日
)

者
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
、
保
険
金
は
被
担
保
債
務
に
は
充
当
さ
れ
ず
、
担
保
権
者
に
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険

北i去52(4・26)1044 



(
凶
)

者
が
被
担
保
債
権
に
代
位
す
る
こ
と
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
理
由
は
、
こ
の
保
険
契
約
は
担
保
権
者
の
利
益
を
付
保
す
る
も
の
で
あ
り
、

設
定
者
の
利
益
を
付
保
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
設
定
者
が
こ
の
保
険
契
約
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で

(
日
)

あ
る
。
ま
た
、
保
険
金
は
目
的
物
の
代
物
で
は
な
く
、
被
保
険
者
の
目
的
物
に
対
す
る
利
益
を
付
保
す
る
も
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
も
い
わ

(
凶
)

れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
保
険
金
が
目
的
物
の
代
物
で
あ
れ
ば
、
被
担
保
債
権
が
弁
済
さ
れ
た
残
り
の
金
額
に
つ
い
て
は
担
保
物
件
の
所

有
者
で
あ
る
設
走
者
が
権
利
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
保
険
金
は
代
物
で
は
な
い
か
ら
そ
う
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
保
険
金

が
目
的
物
の
代
物
で
は
な
い
と
さ
れ
る
点
は
不
動
産
売
買
の
ケ

l
ス
と
対
照
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
原
則
と
し
て
保
険
者
の
代
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
例
外
と
し
て
、
設
定
者
が
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
と
き
に
は
、
保

険
金
が
被
担
保
債
権
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
保
険
者
が
被
担
保
債
権
に
代
位
す
る
こ
と
も
な
い
。
設
定
者

(
げ
)
(
凶
)

が
保
険
料
を
負
担
す
る
場
合
は
例
外
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
判
例
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
理
論
的
に
は
、
こ
の
場
合
に
は
設
走
者
の
利

保険と契約 l二の権利の調整

益
も
付
保
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
設
定
者
は
黙
示
の
被
保
険
者
で
あ
り
、
保
険
者
は
被
保
険
者
に
対
す
る
権
利
に
は
代
位
し

(
m
M
)
 

な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
も
代
位
は
な
い
と
さ
れ
る
。
黙
示
の
被
保
険
者
と
さ
れ
る
が
、
設
定
者
の
保
険
者
に
対
す
る
保
険
金
請
求
権
が
認
め

(
初
)
(
れ
)

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
保
険
金
の
被
担
保
債
権
へ
の
充
当
を
正
当
化
す
る
限
り
で
被
保
険
者
と
し
て
の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
と
き
に
設
定
者
が
保
険
料
を
負
担
す
る
こ
と
の
意
味
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
担
保
権
者
と
設
定
者
の
間
で
設
定
者
が
保
険

料
を
負
担
す
る
旨
の
合
意
が
成
立
し
て
い
る
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
実
際
に
、
設
定
者
が
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
担
保
権
者
が

(

辺

)

(

幻

)

設
定
者
に
請
求
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
す
る
判
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
合
意
が
成
立
し
て
い
れ
ば
足
り
る
と
す
る
判
例
も
あ
る
。

jヒJ去52(4・27)1045 

前
者
に
対
し
て
は
、
担
保
権
者
の
意
思
が
自
己
の
利
益
だ
け
を
付
保
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
設
走
者
に
保
険
料
負
担
を
求
め
る
条
項
を

設
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
意
思
解
釈
と
し
て
は
不
当
で
あ
る
、
あ
る
い
は
担
保
権
者
が
設
定
者
に
保
険
料
を
負
担
さ
せ
る
か
、
保
険
者

(μ) 

に
代
位
権
を
与
え
る
か
の
決
定
を
損
害
発
生
ま
で
し
な
い
こ
と
を
許
容
す
る
の
は
不
衡
平
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。



品t

(3)
学
説

:l、
1耐

(
お
)

学
説
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
態
度
は
妥
当
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
実
質
的
な
理
由
と
し
て
は
、
設
定
者
は
通
常
目
的
物
を

占
有
し
て
い
る
の
で
、
担
保
権
者
の
保
険
か
ら
の
受
益
が
常
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
設
定
者
の
行
動
に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
こ

(
お
)

と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
損
害
賠
償
請
求
権
に
対
す
る
代
位
と
比
較
し
て
、
設
定
者
に
は
過
失
が
な
い
の
に
代
位
を
認
め
て
い
い
か
は

(
幻
)

問
題
と
な
り
う
る
と
い
う
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
は
判
例
の
態
度
は
支
持
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
5
3
は
判
例
に
正
面

か
ら
反
対
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
保
険
者
は
十
分
な
保
険
料
を
得
て
い
る
が
、
設
定
者
は
自
己
の
財
産
に
損
害
を
受
け
て

い
る
こ
と
、
設
定
者
は
無
過
失
で
あ
る
の
に
保
険
者
か
ら
代
位
に
よ
る
請
求
を
受
け
る
の
は
非
常
に
酷
で
あ
る
こ
と
、
設
定
者
は
通
常
は
被

(
お
)

担
保
債
権
に
つ
い
て
の
利
率
の
増
加
と
い
う
形
で
直
接
ま
た
は
間
接
に
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
以
。
開
。
。
問
。
田
内
。
己
の
戸
内
。
C
円
以
由
。
Z
H
Z
∞
c
m
〉
Z
内
開
宝
M
-
M
喧
み
お
一
凶
N
(
旨
m
a
-
-
3
u
)
一
列
。
E
-
a
〉

-
Z
F
富
。
コ
明
白
伺
内
相
聞
E
E
E
Z
5
3
一
【
宮
内
庁
加
回
一

ロ
ロ
門
的
同
E
E
2
0
司
S
E
E
S
-
=
凶
E
ヲ
口
問
u
o
m
d
P
A
S
己
ミ
ミ
吋
)
・
鴻
常
夫
「
抵
当
保
険
の
法
律
構
成
」
法
協
七
一
巻
六
号
二
八
頁
、
三
四
頁
注
川

(
一
九
五
四
年
)
、
清
原
泰
司
「
抵
当
保
険
契
約
の
法
的
構
成
に
関
す
る
一
考
察
」
和
大
経
済
理
論
一
七
五
号
五
三
頁
(
一
九
八
O
年)。

(
2
)
凶
口
)
【
」
門
川
戸
注
目
》
『
白
ロ
S
m
ア
宝
N
・
凶
N
釦
て
戸
-
N
n
o
c
η
司
。
Z
雪
印
c
m
〉
Z
η
2
-
寸
∞
ハ
出
虫
色
吋
Q
a
a
-
-
3
∞
)
u
t
そ
戸
口
〉
玄
m
a
〈
〉
Z
【
U
m
-

ヱ
〉
Z
U
∞
。
。
穴
C
Z
叶
国
間
「
〉
君
。
明
雪
印
c
m
〉
Z
【
リ
開
ゴ
M
(
出
旦
・
-
3
-
)
一
品
。
開
。
列
。
開
開
・
間
以
〉
「
F
品
開
戸
]
『
回
開
戸
〉
要
。
明
河
臣
、
コ
↓
c
d
o
z
凶
告

(
-
2
∞
)
-
F
Y
E
E
∞
・
。
。
ι
P
3
・
印
。
E
m
亡
ヨ
5
a
s
E
お
お
出
円
切
g
Z
E
d
-
-
u
「
h
枠
内
。
z
↓
関
宮
司
・
2
N
。
回
全
u
-
A
H
M
}
(
-
3
S
L
O
E
ロ
者
-
∞
5
5
2
2
N
e
g
名
古
=

閉
山
・
。
。
一
色
ヨ
白
ロ
h
F
O
B
-
m
-
m
∞
=
-
-
一
〈
g
e
叶
Z

刊
印
S
ロ
与
酔
丘
三
C
2
m
h
凶
加
開
n
g
E
田
町
田
=
司
『
。
目
u
n
-
-
円
〕
ユ
ロ
印
E
E
=
打
開
旬
。
-
E
g
出
叶
c
m
J
「
』
W
H
Z
∞
-
「
・
』
・
2
・
∞
⑤
(
-
涜
w.3-

円
、
2
4
2
可
『
2
0
8
ア
田
二
。
己
・
な
お
、
鴻
・
前
掲
注
l
二
八
頁
、
清
原
・
前
掲
注
l
五
三
頁
。

(3)
。
邑
『
『
3
・
2
-
u
s
=
c
g
M
-
民
主
∞
・
清
原
・
前
掲
注
I
五
六
頁
。
し
か
し
、
被
担
保
債
権
が
消
滅
す
れ
ば
担
保
権
者
の
被
保
険
利
益
は
消
滅
す
る
。

凶
門
。
己
内
戸
間
E
目
V
E
E
R
-
-
宝
M
凶
M
己
主
い
〈
〉
Z
門
戸
注
目
M
E
S
B
M
d
白
押
ゴ
M
目
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
保
険
の
被
保
険
利
益
に
つ
き
議
論
が
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
、
鴻
・
前
掲
注
1
一ニ
O
頁
、
清
原
・
前
掲
注
1
五
五
頁
。
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保険と契約上の権利の調整

た
だ
し
、
代
位
条
項
が
あ
る
場
合
に
は
保
険
者
は
代
位
す
る
と
さ
れ
る
。
〈
〉
Z
(リ戸

F
P
R
ゴ
凶
・

(
凶
)
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、
Z
Jへ-
m
g
-
耳
岳
町
『
門
司
戸
室
、
申
立
与
(
品
)
を
根
拠
と
し
て
、
権
利
者
が
か
け
た
保
険
は
設
定
者
の
利
益
も
付
保
す
る
も
の

と
解
さ
れ
て
い
る
。
官
官
三
)
は
、
設
定
者
が
担
保
物
件
を
付
保
す
る
と
の
約
定
の
解
釈
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
設
定
者
は
Z
ヨ
モ
ペ
。
英
忠
告
'

円
宮
-
a
B
C
コ
官
m
m
n
g
z
お
の
つ
い
た
保
険
契
約
を
締
結
す
る
べ
き
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
設
定
者
が
付
保
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
担
保
権
者
が
加

入
す
る
保
険
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
保
険
料
は
設
定
者
に
請
求
で
き
る
こ
と
、
保
険
金
は
被
担
保
債
務
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。
判
例
は
、
こ
の
規
定
が
設
定
者
に
保
険
料
の
支
払
義
務
を
課
し
て
い
る
こ
と
は
担
保
権
者
の
締
結
し
た
保
険
契
約
は
担
保

権
者
と
設
定
者
の
両
方
の
利
益
に
つ
い
て
の
保
険
(
告
包
言
。
『
町
三
官
一
玄
何
回
)
と
な
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、
担
保
権
者
の
利
益
に
つ
い
て
だ
け

の
保
険
契
約
に
つ
き
設
定
者
に
保
険
料
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
不
衡
平
で
あ
る
か
ら
、
担
保
権
者
の
利
益
の
み
に
つ
い
て
の
保
険
と
す
る
解
釈

は
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
。
同
ロ
お
印
刷
》
。
。
問
的
n
E
m
s
n
g
a
予
∞
凶
凶
明
-
M
己
主
凶
(
N
E
C
円
・

3
当
)
∞
m
m
釦

2
0
・
E
-
n
z
o
o
r
y
由
民
宮
四
国
〈
・
ぎ
即
百
四
円
閉
N
o
n
-
言
。
n
p
-

同
口
開
巳
『
伺
『
F
凶
∞
∞
Z
・
J
「
-
∞
M
ι
-
c
c
(
印
}
喝
、
示
)
咽
『
同
M
O
R
E
白
白
色
凶
品
川
W
Z
-
開
-
M
門
田
ご
A
S
(
Z
・
J
『
・
-
唱
吋
斗
)
一
百
円
国
門
Z
h
同
門
戸
。
=
乱
回
m
Z
M
W
〈
・
切
符
ユ
ロ
加
e
h
H
一
喝
Z
-
dへ-M-M己MMO(印・

】申J可申)・こ
の
解
釈
に
よ
る
と
、
ヨ
0
3官
需
の
当
事
者
間
で
設
定
者
が
保
険
料
を
負
担
す
る
と
の
合
意
が
な
く
、
実
際
に
担
保
権
者
が
保
険
料
を
支
払
っ

て
い
て
も
、
法
に
よ
り
設
定
者
に
保
険
料
負
担
義
務
が
生
じ
、
担
保
権
者
が
か
け
た
保
険
は
両
者
の
利
益
の
保
険
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
設
走
者
が
保
険
料
を
負
担
す
る
場
合
に
は
保
険
金
は
被
担
保
債
権
に
充
当
さ
れ
る
と
の
枠
組
み
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い

が
、
法
律
上
設
定
者
に
保
険
料
負
担
義
務
を
認
め
る
点
で
特
殊
で
あ
る
。
ま
た
、
担
保
権
者
が
自
己
の
利
益
の
保
険
契
約
を
自
ら
締
結
す
る
の

は
、
設
定
者
が
保
険
料
を
支
払
え
な
い
と
い
う
事
情
に
基
づ
く
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
事
実
上
担
保
権
者
が
保
険
料

を
負
担
す
る
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
前
記
判
例
参
照
。

(
叩
)
宮
『
何
回
喝
の
え
∞
n
F
g
o
n
g

-々
z
n
-
∞
凶
凶
出
足
全
国
(
N
E
C
『
]
申
告
)
一
F
E
E
S
〈
-
E
E
F
a
z
t
ξ
・

2
(玄
R
E
-
-
∞
∞
吋
)

(
却
)
』
。
Z
ロ
ロ
-
z
m
g
B
e
印
F
O
E
-
色
白
4
2陪
E
m
m
n
m
守
刊
門
z
m
∞
開
口
刊
出
円
。
町
内
W
F
g
門
-
Z
E
〆
E
2
3
2
円
九
品
、
司
明
開
0
・
H
Z
∞
n
o
m
-
Y

【

U
。
c
z門
戸
ο-M凶ueM主(}喧司、司)・

(
幻
)
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
は
か
つ
て
は
担
保
権
者
が
保
険
金
と
第
三
者
か
ら
の
給
付
の
両
方
を
取
得
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
後

に
州
法
に
よ
り
保
険
者
の
代
位
が
規
定
さ
れ
た
。
〈
〉
Z【

リ
開

y
g
司
B
E
R
M
-
E
二叫
Y
A
H
-
v
h
J
E
-
m
m
e
百
円
5
5
5
M
-
包
凶
ミ
=
・
同
一
Q
n
-
一
。
・
甲
ハ
一
=
加
e

E
t
g
加
白
色
。
=
C
E
R【

U
S
E
S
E
E
『
5
1
J
官
3
u
C
叶
間
以

r
m
岡
山
〈

-Rβ
・
鴻
・
前
掲
注
1
一一一一頁。

(
β
)
「
z
u
o
E
〈
ロ
S
E
E
S
-
s
z
g
-
M
ι
g
M
(
呂
田
〉
署
志
台
)
・
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説
告Aa悶

(
お
)
動
産
所
有
権
留
保
売
買
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
開
E
n
s
-
N
2
2
5
2
2
5
℃
ヨ
町
三
【
U
0
・
〈
・
叶
m
a
-
-
氾士
L

開
・
包
ま
唱
(
Y
白血閉山・3as・

(担
)
E
E
h
v
E
℃
可
申
=
。
回
目
M
ア
包

.3B叫。・

(
お
)
品
。
。
C
の
戸
臣
官
同
口
。
同
町
山
戸
山
町
内

F

凶
・
芝
山
〈
〉
Z
門
戸
田
巴
耳
目
口
。
5
M
-
白
骨
J
3
M
一
'
ゴ
凶
e
y
-
0
3
0
ロ
【
U
・
内
釦
言
問
】
『
開
戸
Z
O
口
内
。
=
田
町
口
出
巴
乱
回
E
B
q
∞F
H
ヲ
昌
司
〉
戸
開
「

同

-s・
5
0
(
-
3
3
目
理
由
は
、
設
定
者
が
被
保
険
者
で
な
け
れ
ば
保
険
金
は
被
担
保
債
権
に
は
影
響
せ
ず
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
代
位
を
認
め
な

け
れ
ば
被
保
険
者
で
あ
る
担
保
権
者
が
保
険
金
と
被
担
保
債
権
を
二
重
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る

0
5目
。
Z
除

名
目
窃
出
場
包
唱
E
5
8
5
・
a
ピ
ナ
凶
己
・
し
か
し
、
設
定
者
が
被
保
険
者
で
な
け
れ
ば
保
険
金
は
被
担
保
債
権
に
影
響
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
保

険
契
約
は
被
保
険
者
の
官
同
日
吉
弘
な
利
益
を
付
保
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
物
自
体
を
付
保
す
る
も
の
で
は
な
い
と
構
成
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
形
式
的
な
理
由
で
あ
る
。

(
お
)
品

p
p「
冨
巴
戸
吉
田
u
s
=
0円

m
M
-
記
凶
器
一
者
三
宮
自
国
Jへc
z
a
-
F
E
n
-
-
4そ
E
R
民
主
(
一
2
R
a
g
-
-
5
司
円
。
宮
町
同
一
可
自
己
E
E
F
-
-
-
q
E
M
E
g
R
P
S門

U
C
F
C
玄
「

周
回
叫
〈
z
a
-
-
0
3
ム
ヨ
品
(
-
ま
O
)
・
J
1
0
5
加
は
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
の
問
題
の
他
に
、
設
定
者
も
別
の
保
険
に
加
入
し
て
い
た
と
き
の
処
理
の
困
難

さ
、
担
保
権
者
の
恋
意
的
処
理
の
可
能
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
点
か
ら
、
当
初
は
設
定
者
と
担
保
権
者
の
両
者
の
利
益
の
た
め
の
保
険
で
あ
っ

た
も
の
が
、
設
定
者
に
つ
い
て
は
契
約
解
除
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
担
保
権
者
に
つ
い
て
の
保
険
に
つ
き
設
定
者
が
受
益
す
る
こ
と
は
問

題
が
な
い
と
す
る
。

ま
た
、
宮
】
B
R
は
目
的
物
の
占
有
の
点
で
は
不
動
産
売
買
の
買
主
も
同
様
の
地
位
に
あ
る
が
、
買
主
は
不
動
産
が
滅
失
す
る
と
代
金
債
務
の

対
価
を
得
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
5
0
再
開
印
加
刊
で
は
債
務
者
は
被
担
保
債
務
の
対
価
は
取
得
し
て
い
る
点
で
異
な
る
と
す
る
。
詳
し
く
は

3
参
照
。

な
お
、
保
険
者
の
代
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
担
保
権
者
の
利
益
だ
け
の
保
険
と
担
保
権
者
と
設
定
者
の
両
者
の
利
援
の

保
険
の
保
険
料
を
比
べ
る
と
、
前
者
の
保
険
料
の
方
が
代
位
の
分
低
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
と
の
指
摘

が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
担
保
権
者
の
利
益
だ
け
の
保
険
が
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
設
定
者
に
資
力
等
の
点
で
問
題
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
代
位
に
よ
る
回
収
額
は
そ
う
多
く
は
な
い
の
で
、
保
険
料
に
影
響
し
な
い
、
あ
る
い
は
保
険
料
の

差
は
小
さ
い
の
で
、
保
険
料
を
区
別
す
る
経
営
コ
ス
ト
の
方
が
大
き
く
な
る
の
で
保
険
料
を
区
別
し
な
い
で
も
許
さ
れ
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。
穴
開
問
『
O
Z
持
者
同
U
Z∞
・
田
口
哲
白
ロ
O
B
S
-
白
乙

-
V凶己・

(幻
)

h

許
可
〉
「
富
田
戸
明
石
お
ロ
O
R
M
e
田
二
E
-

(
お
)
関
宮
田
明
田
Z
匂
『
白
ロ
0
8
N
ア

a
J可小田
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2 

不
動
産
売
買

(
l
)
序

(
l
)
 

こ
こ
で
は
不
動
産
売
買
に
お
け
る
売
主
と
買
主
間
で
の
保
険
金
に
関
す
る
権
利
関
係
に
つ
い
て
概
観
す
る
が
、
ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
売

保険と契約}二の権利の調整

主
と
買
主
の
被
保
険
利
益
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
み
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

売
主
と
買
主
の
ど
ち
ら
が
危
険
を
負
担
す
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
売
主
は
売
買
代
金
が
全
額
支
払
わ
れ
る
ま
で
被
保
険
利
益
を
有
し
、
買
主

(2) 

は
契
約
締
結
時
か
ら
被
保
険
利
益
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
不
動
産
物
権
変
動
の
理
解
に
関
連
す
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
不
動
産

(
3
)
 

売
買
契
約
締
結
時
に
は
権
原
は
移
転
し
な
い
。
権
原
の
移
転
は
号
邑
の
引
渡
時
で
あ
る
。
た
だ
し
、
契
約
締
結
に
よ
っ
て
法
的
権
原

(4) 

(
}
白
官
ご
と
目
)
は
移
転
し
な
い
が
、
衡
平
法
上
の
権
原

(
2
5
S
σ
π
E
n
)
は
買
主
に
移
転
す
る
と
さ
れ
て
い
る

(
Z
E
E
Z
m
g
D〈
0
3
5ロ)
0

売
主
の
法
的
権
原
の
保
有
に
は
売
買
代
金
の
担
保
と
し
て
の
意
味
が
あ
り
、
売
主
は
売
買
の
目
的
物
に
つ
い
て
代
金
の
担
保
と
し
て
の
被
保

(

5

)

(

6

)

(

7

)

 

険
利
益
を
も
っ
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
売
主
の
地
位
を
担
保
権
者
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
被
保
険
利
益
の
額
が
代
金
債
権
額

(8) 

に
限
ら
れ
る
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
。
目
的
物
の
価
額
が
代
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
価
額
相
当
の
被
保
険
利
益
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
買

(9) 

主
の
被
保
険
利
益
は
契
約
締
結
時
か
ら
衡
平
法
上
の
権
原
を
も
つ
こ
と
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
。

不
動
産
売
買
に
お
け
る
通
常
の
付
保
の
形
態
は
売
主
と
買
主
の
両
方
の
利
益
を
付
保
す
る
保
険
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
も
の
の
よ
う
で

(

叩

)

(

日

)

あ
る
。
売
主
に
は
代
金
債
権
額
相
当
が
支
払
わ
れ
、
残
額
は
買
主
に
支
払
わ
れ
る
。
売
主
に
支
払
わ
れ
た
保
険
金
は
代
金
債
権
に
充
当
さ
れ
、

(ロ)

保
険
者
が
代
金
債
権
に
代
位
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
不
動
産
売
買
で
も
、
こ
の
よ
う
な
形
の
保
険
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
売
主
は
売
買
契
約
締
結
以
前
か
ら
保
険
に
加
入
し
て
い
た
が
、
買
主
の
利
益
を
付
保
す
る
保
険
契
約
が
存
在
し
な
い

~ti主 52(4 ・ 33) 1051 

こ
と
が
あ
る
。



説

(2)
買
主
危
険
負
担
時
の
買
主
受
益
の
原
則

論

本
稿
の
対
象
は
、
典
型
的
に
は
被
保
険
者
が
契
約
上
の
権
利
を
有
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
売
主
を
被
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
と

(
円
以
)

買
主
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
。
買
主
が
危
険
負
担
す
る
場
合
に
は
買
主
の
受
益
を
認
め
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
擬
制
信
託

(g辺国
E
S
5
5
a
)
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
述
の

2
2
g
g同
町

C
ロ
5
2
8
の
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
は
法
的
権

原
を
有
す
る
の
で
保
険
金
を
取
得
で
き
る
が
、
衡
平
法
上
の
権
原
は
買
主
に
あ
り
、
保
険
金
は
目
的
物
の
代
物
で
あ
る
か
ら
、
保
険
金
に
つ

い
て
買
主
が
衡
平
法
上
の
権
原
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
売
主
は
買
主
の
た
め
に
保
険
金
を
保
持
し
、
買
主
は
売
主
か
ら
保
険
金
相
当
額
を
取

(

μ

)

(

日
)

得
す
る
権
利
を
も
っ
。
売
主
は
保
険
者
に
対
す
る
関
係
で
は
所
有
者
で
あ
る
が
、
買
主
に
対
す
る
関
係
で
は
所
有
者
は
買
主
で
あ
る
と
も
い

(
凶
)

わ
れ
る
。
買
主
が
売
買
代
金
を
払
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
保
険
金
が
代
金
債
務
に
充
当
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
る
。
ま
た
、
目
的
物
の
価
額

(
げ
)

が
売
買
代
金
よ
り
高
い
場
合
、
そ
の
差
額
に
つ
い
て
も
買
主
が
受
益
す
る
と
い
う
の
が
判
例
の
多
数
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
買
主
の
受

益
を
認
め
る
べ
き
実
質
的
理
由
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
理
論
的
に
は
擬
制
信
託
が
用
い
ら
れ
る
。

擬
制
信
託
に
よ
り
買
主
の
受
益
を
認
め
る
こ
と
は
今
日
の
判
例
で
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
こ
の
点
は
そ
れ
ほ
ど

明
確
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
は
受
話
を
否
定
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
で
も
判
例
は
分
か
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

(
凶
)

制
定
法
に
よ
り
買
主
の
受
益
が
認
め
ら
れ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
判
例
法
理
に
よ
り
買
主
の
受
益
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
不
動
産
売
買
に
お
い
て
買
主
が
危
険
負
担
す
る
場
合
に
は
買
主
の
受
益
を
認
め
る
の
が
原
別
で
あ
り
、

5
0
コ
官
mm
と
は
異

な
っ
た
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、

5
0
2
m
E明
白
で
は
設
定
者
が
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
場
合
に
の
み
受
益
が
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
不
動
産
売
買
で
は
買
主
の
保
険
料
負
担
は
受
益
の
要
件
で
は
な
い
。
し
か
し
、
保
険
料
に
つ
い
て
は
事
後
的
な
調
整
を
す
る
判

(
川
口
)

例
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
買
主
の
受
益
を
認
め
る
場
合
に
、
売
主
が
負
担
し
た
保
険
料
相
当
の
売
主
へ
の
補
償
を
認
め
る
も
の
も
あ
る
。

な
お
、
買
主
が
受
益
す
る
と
は
原
則
と
し
て
は
買
主
が
売
主
に
対
し
て
保
険
金
の
引
渡
を
請
求
す
る
権
利
を
持
つ
こ
と
、
ま
た
は
保
険
金

jヒ法52(4 -34) 1052 



(
初
二
幻
)

が
代
金
債
務
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
買
主
が
保
険
者
に
対
し
て
保
険
金
支
払
を
請
求
す
る
権
利
は
否
定
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

ま
た
、
不
動
産
売
買
当
事
者
と
保
険
金
を
め
ぐ
る
訴
訟
と
し
て
は
、
訴
訟
当
事
者
、
保
険
金
と
代
金
の
支
払
い
状
況
等
に
よ
っ
て
種
々
の
形

(

幻

)

(

お

)

の
訴
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
買
主
の
受
益
を
否
定
す
る
判
例
も
あ
る
。

(
3
)
買
主
危
険
負
担
時
の
買
主
受
益
の
範
囲

(
ア
)
学
説

買
主
が
危
険
を
負
担
す
る
場
合
に
売
主
の
保
険
に
つ
い
て
の
買
主
の
受
益
を
認
め
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
説
も
肯
定
的
に
評
価
し

(μ) 

て
い
る
。
た
だ
し
、
受
益
を
認
め
る
べ
き
根
拠
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
に
応
じ
て
、
受
益
を
認
め
る
べ
き
範
囲
に
つ
い
て
は
学
説
で
は
多
少

見
解
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
受
益
の
根
拠
を
危
険
負
担
ル

l
ル
の
不
合
理
さ
に
求
め
る
説
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は

(
お
)

不
動
産
売
買
に
お
い
て
は
契
約
締
結
時
か
ら
買
主
が
危
険
負
担
す
る
の
が
判
例
の
多
数
ル

l
ル
で
あ
る
。
こ
の
ル

l
ル
に
つ
い
て
は
学
説
は

保険と契約上の権利の調整

早
く
か
ら
批
判
し
て
い
た
。
保
険
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
目
的
物
の
引
渡
前
に
買
主
に
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
酷
で
あ
る

(
お
)

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
危
険
負
担
ル

l
ル
が
不
合
理
で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
に
し
て
、
こ
の
不
合
理
さ
を
修
正
す
る
も
の
と
し

て
買
主
の
受
益
を
認
め
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
買
主
が
危
険
を
負
担
す
る
こ
と
が
不
合
理
な
場
合
に
の
み
受
益
を

認
め
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
目
的
物
の
引
渡
後
は
買
主
は
損
失
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
無
知
と
は
思
え
ず
、
損
害
発
生
防

(
幻
)

止
に
も
適
し
た
地
位
に
あ
り
買
主
が
危
険
負
担
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
な
評
価
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
引
渡
後
の

(お
)

(

m

m

)

事
故
に
つ
い
て
は
買
主
の
受
益
を
認
め
る
べ
き
理
由
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
実
質
論
と
し
て
は
、
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
買
主
が

(
ぬ
)

自
ら
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
た
場
合
に
は
買
主
受
益
を
認
め
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
不
動
産
売
買
の
実
務
で
は
保
険
は
不
動
産
に
附
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
意
識
が
あ
る
た
め
、
法
律
論
を
現
実
に
合
致
さ
せ
る
た

北j去52(4・35)1053



説

(
幻
)

め
に
保
険
金
を
不
動
産
の
代
物
と
み
る
と
の
説
も
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
か
ら
す
れ
ば
、
引
渡
後
の
事
故
に
つ
い
て
も
買
主
の
受
益
を
認
め
る

告ム
ロ岡

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
代
表
的
学
者
で
あ
る
〈

8
2
は
、
売
主
の
保
険
の
約
款
に
お
け
る
、
保
険
者
の
同

意
な
し
に
権
原
の
移
転
を
す
れ
ば
保
険
契
約
は
無
効
に
、
な
る
と
の
条
項
の
解
釈
と
し
て
、
売
買
契
約
を
締
結
し
た
だ
け
で
は
無
効
に
は
な
ら

(
幻
)

な
い
が
、
占
有
移
転
す
れ
ば
買
主
は
保
護
す
る
必
要
が
な
く
売
主
の
保
険
は
無
効
と
し
て
よ
い
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
結
果
的

(
お
)

に
は
占
有
移
転
後
の
買
主
の
受
益
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

(M) 

ま
た
、
保
険
金
は
不
動
産
の
代
物
だ
か
ら
、

2
5出
σ
z
n
S
5
2
2
で
買
主
の
受
益
が
認
め
ら
れ
る
と
だ
け
述
べ
る
も
の
も
あ
る
が
、
占

有
移
転
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
解
す
る
も
の
か
定
か
で
は
な
い
。
理
論
上
当
然
と
い
う
趣
旨
で
あ
れ
ば
、
占
有
移
転
と
は
関
係
な
い
こ
と

に
な
る
。

別
の
見
解
と
し
て
、
売
主
の
不
当
利
得
を
理
由
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
売
主
に
保
険
金
請
求
権
を
認
め
、
ま
た
代
金
債
権
も
行

(
お
)

使
で
き
る
と
す
る
と
、
売
主
に
不
当
利
得
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
由
で
あ
れ
ば
、
危
険
負
担
ル

l
ル
自
体
は
合
理
的
で
あ

っ
て
も
売
主
に
保
険
金
請
求
権
が
あ
り
、
買
主
が
代
金
債
務
を
負
う
場
合
で
あ
れ
ば
受
益
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
に
み
え

る
。
な
お
、
こ
の
見
地
か
ら
目
的
物
の
価
額
が
代
金
額
を
上
回
る
と
き
の
差
額
に
つ
き
買
主
が
受
益
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
も
の
も
あ

(
お
)

る。

(
イ
)
判
例

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
判
例
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
判
例
は
買
主
の
危
険
負
担
が
不
合
理
で
あ
る
場
合
に
の
み
買
主
の
受
益
を
認
め
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
引
渡
後
の
事
故
で
あ
っ
て
も
買
主
の
受
益
を
認
め
る
判
例
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
売
買
代
金
が
分
割
払
い
で
あ

る
と
き
に
は
、
法
的
権
原
が
移
転
す
る
の
は
代
金
完
済
時
で
あ
る
が
、
引
渡
は
そ
れ
以
前
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

(
E
E
Bロ
g
p
u
E
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(

幻

)

(

お

)

E
E
E
n
E
gロ
52)。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
引
渡
後
、
代
金
完
済
前
の
事
故
の
と
き
に
、
買
主
の
受
益
を
認
め
る
判
例
が
あ
る
。
し
か
し
、

(
ぬ
)

引
渡
後
の
事
故
に
つ
い
て
買
主
受
益
を
認
め
な
い
判
例
も
あ
る
。
ま
た
、
売
主
と
買
主
の
両
者
が
保
険
契
約
に
加
入
し
て
い
る
と
き
に
は
買

(
刊
)

主
受
益
を
認
め
な
い
判
例
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
買
主
の
受
益
を
否
定
す
る
判
例
の
中
に
は
、
受
益
否
定
の
結
論
と
の
関
係
は
定
か
で
は
な
い

が
、
買
主
の
危
険
負
担
が
不
合
理
で
は
な
い
よ
り
具
体
的
な
事
情
が
認
定
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

(
H
U
)
 

【

U
S者
円
。
丘
〈
・
旬
。

5
3判
決
で
は
、
分
割
払
契
約
締
結
・
引
渡
か
ら
約
一
ヶ
月
後
の
事
故
で
あ
る
が
、
買
主
は
不
動
産
売
買
取
引
に
お
い

て
保
険
保
護
に
つ
い
て
自
分
を
守
れ
る
ほ
ど
の
十
分
な
知
性
が
あ
り
、
以
前
に

B
o
z
z
z。
ヨ
刊
を
割
賦
払
で
購
入
し
た
こ
と
が
あ
り
、
税
金

と
保
険
料
も
払
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
判
旨
の
法
律
論
で
は
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
ず
、

結
論
と
し
て
買
主
の
受
益
を
否
定
し
て
い
る
。

(
必
)

君
主
円

-4
〈
・
町
三
口
判
決
で
は
、
分
割
払
で
あ
る
が

g
ヨ
a
g
g
は
代
金
完
済
前
に
な
さ
れ
る
契
約
で
、

g
ヨミ
S
B
の
一
一
一
日
後
の
、

引
渡
前
の
事
故
で
あ
る
が
、
売
買
の

n
-
2
5
m
時
に
売
主
買
主
間
で
保
険
契
約
を
冒
凡
主
に
移
転
す
る
か
が
話
し
合
わ
れ
、
そ
の
と
き
に
買
主

が
即
座
に
払
え
る
金
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
と
き
に
結
論
は
出
さ
れ
ず
、
そ
の
後
買
主
は
保
険
契
約
に
つ
い
て
何
の
措
置
も
と
っ
て
い
な

い
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
買
主
は
事
故
発
生
後
も
保
険
金
に
つ
い
て
の
権
利
主
張
を
何
も
な
さ
ず
、
売
主
が
保
険
者
に
対
し
て

保険と契約上の権利の調整

保
険
金
支
払
を
求
め
て
提
訴
し
た
こ
と
を
知
っ
て
も
何
の
行
動
も
起
こ
さ
ず
、
提
訴
か
ら
八
ヶ
月
後
に
訴
訟
に
参
加
し
た
と
い
う
事
案
で
あ

る
。
判
旨
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
売
主
が
保
険
金
の
支
払
請
求
を
な
し
た
こ
と
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
買
主
の
沈
黙
を
信
頼
し
た

た
め
で
あ
り
、
買
主
の
沈
黙
は
衡
平
上
の
禁
反
言
の
根
拠
と
な
る
と
し
て
、
買
主
の
保
険
金
に
対
す
る
権
利
を
否
定
し
た
。

こ
の
よ
う
に
買
主
に
危
険
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
買
主
に
と
っ
て
酷
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
具
体
的
な
事
情
が
あ
る
事
案
に
お
い
て
、

買
主
の
受
益
を
否
定
す
る
判
例
が
あ
る
。
右
の
事
例
で
は
買
主
が
保
険
保
護
を
受
け
る
た
め
の
何
の
措
置
も
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

(
必
)

買
主
自
身
に
何
ら
か
の
非
難
さ
れ
る
べ
き
事
由
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
売
買
契
約
に
お
い
て
買
主
に
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説

付
保
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
買
主
が
保
険
に
加
入
し
な
か
っ
た
場
合
が
ど
う
な
る
か
が
問
題
と
な
る
。
買
主
の
付
保
義
務

(

H

H

)

(

必
)

違
反
を
理
由
に
受
益
を
否
定
し
た
と
の
評
価
が
あ
る
判
例
も
あ
る
が
、
買
主
の
受
益
を
認
め
る
判
例
も
あ
る
。
ま
た
、
買
主
が
代
金
債
務
に

(
日
刊
)

っ
き
債
務
不
履
行
と
な
っ
た
場
合
に
、
買
主
が
危
険
負
担
す
る
と
し
た
上
で
買
主
の
受
益
を
否
定
し
た
判
例
が
あ
る
。
ま
た
、
事
故
発
生
に

つ
き
買
主
に
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
ど
う
な
る
か
も
関
連
す
る
が
、
こ
の
点
は
定
か
で
は
な
い
。

三応、
[i岡

と
こ
ろ
で
、
買
主
が
危
険
負
担
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
買
主
に
は
事
実
上
の
損
害
は
な
い
か
ら
受
益
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
議

(
灯
)

論
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
判
例
は
こ
の
よ
う
な
議
論
は
あ
ま
り
認
め
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
事
実
上
の
損
害
が
な
い
場
合
と
し
て
は
、

土
地
と
建
物
の
売
買
取
引
に
お
い
て
、
買
主
は
土
地
に
し
か
興
味
は
な
く
、
買
っ
た
後
で
建
物
を
取
り
壊
す
予
定
で
あ
っ
た
場
合
に
、
建
物

が
火
災
で
滅
失
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
売
、
玉
と
買
主
の
ど
ち
ら
が
損
害
を
被
っ
た
か
、
損
害
に
相
当
す
る
補
償
を

与
え
る
べ
き
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
買
主
が
履
行
し
た
と
き
の
両
当
事
者
の
状
態
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
衡
平
な
解
決
で
あ
る
と
し
て
、

(
必
)

受
益
に
否
定
的
な
見
解
も
あ
る
。

(
4
)
売
主
危
険
負
担
の
場
合

以
上
に
関
連
し
て
、
売
主
危
険
負
担
の
場
合
を
い
か
に
解
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
、
売
主
危
険
負
担
の
と
き
の
売
主
の
保
険
契
約

に
つ
き
買
主
の
受
益
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
買
主
が
受
益
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
買
主
が
代
金
を
全
額
払
う

(ω) 

代
わ
り
に
、
保
険
金
に
対
す
る
権
利
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
論
じ
る
学
説
は
あ
ま
り
な
い
が
、
買
主
の
受
益
を
不
当
利

(
印
)

得
か
ら
捉
え
る
立
場
か
ら
否
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
現
実
的
要
請
か
ら
保
険
金
を
代
物
と
す
る
べ
き
と
の
見
地
か
ら
否
定
す
る
も
の

(

日

)

(

辺

)

も
あ
る
。
判
例
は
数
が
少
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
が
主
流
と
は
い
え
な
い
が
、
否
定
す
る
も
の
も
肯
定
す
る
も
の
も
あ
る
。

ま
た
、
売
主
危
険
負
担
の
場
合
に
、
買
主
の
保
険
契
約
に
つ
い
て
売
主
の
受
益
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
学
説
は
否
定
的
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(

日

)

(

町

内

)

で
あ
る
。
判
例
で
も
否
定
さ
れ
て
い
る
。
売
主
が
危
険
負
担
す
る
の
で
、
買
主
が
代
金
債
務
か
ら
免
れ
る
と
す
る
と
、
こ
の
場
合
に
買
主
が

保
険
金
を
取
得
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
買
主
は
代
金
債
務
を
免
れ
た
う
え
に
保
険
金
も
取
得
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
売
主
の
受
益
を
否
定
し

た
と
き
に
、
買
主
の
保
険
金
請
求
権
を
い
か
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
買
主
に
は
損
害
が
な
い
の
で
保
険
金
請
求
で
き
な
い
と

(

日

)

(

日

)

の
見
解
が
あ
る
。
判
例
の
傾
向
は
定
か
で
は
な
い
。

(
幻
)

し
か
し
、
買
主
に
付
保
義
務
違
反
が
あ
る
場
合
に
は
売
主
は
買
主
の
保
有
す
る
保
険
金
に
つ
き
衡
平
法
上
の

z
g
を
も
っ
と
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)

た
だ
し
、
こ
れ
は
擬
制
信
託
に
よ
る
受
益
と
は
ま
っ
た
く
別
の
次
元
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
般
的
に
は
不
動
産
売
買
に
お
い
て
売
主
の
保
険
に
つ
い
て
買
主
が
受
益
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
買
主
の
受
益

が
認
め
ら
れ
る
場
面
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
は
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
判
例
の
傾
向
は
、
買
主
の
受
益
に
つ
い
て
は
比
較
的
広
く
認
め
る
が
、

売
主
の
受
益
は
認
め
な
い
と
い
え
る
。
買
主
の
受
益
は
買
主
危
険
負
担
で
あ
れ
ば
占
有
等
の
事
情
と
は
無
関
係
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
、
売
主
危
険
負
担
の
と
き
に
も
認
め
る
も
の
も
あ
る
。
売
主
の
受
益
は
売
主
危
険
負
担
で
も
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
判
例
の
傾
向
と
も
っ

と
も
整
合
的
な
理
論
は
保
険
金
を
不
動
産
の
代
物
と
み
て
、
不
動
産
に
対
す
る
権
利
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
と
い
う
も
の
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
学
説
で
は
前
述
の
よ
う
な
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

保険と契約上の権利の調整

(
1
)
半
田
吉
信
・
売
買
契
約
に
お
け
る
危
険
負
担
の
研
究
四
四
五
頁
以
下
(
信
山
社
、
一
九
九
九
年
)
。

(
2
)
凶
。
民
)
河
内
〕
開
。
・
の
O
C門
戸

内

ocnz
。
Z
2∞
cm〉
zn開
官
ω
一
色
(
包
旦
・

3
3
)・
た
だ
し
、
代
金
支
払
後
で
も
売
主
の
被
保
険
利
益
は
認
め
ら

れ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
(
買
主
の
受
託
者
と
し
て
で
あ
る
が
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注
は
、
日
と
本
文
参
照
)
o

∞
-
E
3
司・∞

5旬
開
。

P
F
G
Z
Z
'

C

〈刊の
E
E
m
g
ヨ↓

z
r
g
o片
岡

S
E
S官
庁
内
C
ロ〈

3
5
=∞
可
内

8
5
9
戸
主

J

ヘ
〉
己
山
戸
・
』
・
弓
少
示
。

2
3
3・
ま
た
、
保
険
会
社
の
扱
い
と
し
て
は
、

代
金
返
還
の
問
題
も
起
こ
り
う
る
た
め
代
金
支
払
後
も
売
主
の
被
保
険
利
益
を
認
め
、
保
険
金
は
支
払
わ
れ
る
と
の
調
査
も
あ
る
。
安
藤
次
男

「
ア
メ
リ
カ
動
産
売
買
法
に
お
け
る
目
的
物
滅
失
の
危
険
負
担
(
一
)
(
ニ
・
完
こ
法
学
四
七
巻
一
号
一
頁
(
一
九
八
三
年
)
、
四
八
巻
一
号
一
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保険と契約仁の権利の調整

代
金
債
権
額
相
当
の
被
保
険
利
益
し
か
認
め
な
か
っ
た
判
例
と
し
て
、
明
円
。
廿
古
田
話
相
『
〈
-
H
B
1
2
4
0
2
0
2
-
n
g
玄
三
宮
∞
-
n
o
-
-
-
N
N
z
t
宅
起
己
A
H

(
Z
・
0
・
3
8
)
・
損
害
額
が
二
二
二
二
九
・
九
二
一
ド
ル
で
、
残
代
金
額
が
一
四
七
五
ド
ル
の
と
き
に
、
保
険
金
額
四
0
0
0
ド
ル
の
う
ち
代
金
分
の
一

四
七
五
ド
ル
の
保
険
金
支
払
を
認
め
た
。
州
法
で
5
E
2
.
こ
-
g
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
売
主
は
z
g
の
程
度
で
被
保
険
利
益
を
も
っ
と
判
示

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
買
主
へ
の
含
邑
の
引
渡
が
済
ん
だ
後
の
損
害
の
ケ
l
ス
で
あ
る
。

ま
た
、
売
買
契
約
締
結
後
に
売
主
が
保
険
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
保
険
者
の
責
任
は
代
金
額
に
限
ら
れ
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
判
例
は

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
品
P
P
F
玄
巴
F
E
L
己
主
-

(9)
凶
n
o
c
門
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山
口
勺
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2
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8
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e
宝
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M
齢
二
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宝
-
M
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百
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E
-
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=
。
ぉ
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m
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コ
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申
【
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(
凶
)
ヌ
u
o
c
c
-
o
z
E
∞
d
p
p
z
n
間
宮
∞
一
品
恒
二
(
出
旦
・
右
甲
小
)
・
な
お
、
安
藤
次
男
「
イ
ギ
リ
ス
の
不
動
産
売
買
に
お
け
る
危
険
負
担
と
保
険
制
度

の
関
連
」
望
月
礼
次
郎
H
樋
口
陽
一
日
安
藤
次
男
編
・
広
中
俊
雄
教
授
還
暦
記
念
・
法
と
法
過
程
七
六
三
頁
(
創
文
社
、
一
九
八
六
年
)

0

(
日
)
凶
内
。
C
門
U
Z
-
∞
巴
司
5
2
0
5
一
0
・
申
ふ
∞
-
A
H
担
問

J戸

(
ロ
)
区
宮
∞
一
品
白
押
斗
・

(
日
)
危
険
負
担
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
英
米
法
に
お
け
る
危
険
負
担
(
コ
存
え
z
g
)
の
問
題
は
日
本
に
お
け
る
危
険
負
担
と
は
異
な
る
。

す
な
わ
ち
、
英
米
法
で
は
危
険
負
担
の
問
題
は
物
の
滅
失
の
場
合
に
売
主
が
代
金
を
取
得
で
き
る
か
ど
、
つ
か
の
間
題
で
あ
り
、
売
主
の
債
務
と

買
主
の
債
務
の
牽
連
関
係
の
問
題
で
は
な
い
。
危
険
負
担
は
あ
く
ま
で
代
金
債
務
の
問
題
で
あ
り
、
売
主
の
債
務
の
問
題
は
別
の
法
理
に
よ
り

処
理
さ
れ
る
。
安
藤
・
前
掲
注
2
四
七
巻
一
号
八
頁
以
下
。

(H)
凶
行
。
c
o
-
-
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『
E
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0
4
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凶
包
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。
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開
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・
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開
問
5
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E
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Z
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刊
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Z
2
0
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F
刊
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5
P
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向
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己
玄
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m
閉
山
〈
M
C
ド
M
O
凶
(
3
N
∞
)

(
日
)
開
』
E
E
σ
g
n
3
5
5
2
の
理
論
は
名
目
n
s
n
官
『
『
C
司
自
由
ロ
n
m
の
議
論
と
関
連
し
て
い
る
。
8
2
5
n
官
『
問
。
『
B
S
8
が
可
能
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ

ち
売
主
が
権
原
の
移
転
を
履
行
で
き
る
状
態
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
買
主
は
衡
平
法
上
の
権
原
を
取
得
す
る
。
〈
8
5
5
白
P
出

E
同
U
5
5
5
h
F
e
包

己
y
z
c
-
z
E
e
田
吾
3
5
5
u
e
E円

M
U
9
5
Z
Z
開
・
門
U
E
∞∞
E
d
伶
向
。
閉
山
者
望
者
5
2
Z
印
。
Z
4
聞
記
室
内
同
戸
開
印
。
明
叶
司
開
戸
〉
者
。
-
4
m
。
司
開
初
、
コ
3
-

p
-
∞
(
出
包
}
唱
∞
唱
)
・
し
た
が
っ
て
、
名
2
5
2
}
n
R
O
『
吉
田
口
口
問
が
不
能
で
あ
る
場
合
に
は
買
主
は
保
険
金
に
対
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
も
な
い
。
た
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保険と契約上の権利の調整

の
受
益
の
可
否
は
売
主
の
意
思
次
第
と
な
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
買
主
の
受
援
を
認
め
る
に
は
適
さ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
o
t
さ
-

E
g
m
J
E
Z
呂
ム
。
ョ
ベ
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岨
5
2
(
3
8
)
・
も
っ
と
も
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結
論
的
に
受
益
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
辺
)
典
型
的
な
訴
訟
の
形
は
、
保
険
金
を
取
得
し
た
売
主
が
買
主
に
対
し
て
売
買
代
金
の
支
払
を
求
め
る
も
の
、
代
金
を
払
っ
た
買
主
が
売
主
か

ら
保
険
金
相
当
額
の
補
償
を
求
め
る
も
の
、
買
主
が
保
険
金
相
当
額
の
売
買
代
金
の
減
額
と
共
に
e
g
p
官
民
C
B
g
n
n
を
求
め
る
も
の
と
い

う
よ
う
な
売
買
当
事
者
間
で
の
も
の
で
あ
り
、
保
険
者
が
直
接
に
関
与
す
る
も
の
は
多
く
な
い
と
の
指
摘
が
あ
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Z
口
四
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〉
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〉
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弓
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司
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印
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円
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ロ
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目
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玄
ヨ
ロ
・
-
ヨ
M
)
一
②
売
主
に
保
険
金
と
売
買
代
金
が
支
払
わ
れ
た
後
で
、
買
主
が
保
険
金
の
引
渡
請
求
を
し
た
も
の
と
し
て
、
臼
S
E
R
a
。
一
一

向
。
・
〈
・
0
予
M
C
回
当
民
主
品
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玄
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問
者
・
3
N
S
L
凶
円
邑
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〈
ぎ
立
国
F
M
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z
-
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S
3
0
向
島
〈
-
E
N
B∞E
F
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三
区
E
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3
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買
主
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定
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を
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た
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の
と
し
て
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庁
刊
〈
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虫
【
U
R
-
-
。
土
L
J
へ
・
∞
-
M弘
司
M
(
0
・
〉
宅
-
-
3
3
・

買
主
と
売
主
・
保
険
者
間
の
訴
訟
で
、
①
売
主
に
保
険
金
支
払
済
の
と
き
に
保
険
金
請
求
し
た
も
の
と
し
て
、
者
巳
開
。
ロ
〈
・
出
8
5
8
〆
古
田
内
c
-

M
。
。
z
・
t
ミ
N
a
コ
。
(
E
n
z
・
3
叫
∞
)
(
支
払
わ
れ
た
保
険
金
は
代
金
相
当
で
超
過
分
の
支
払
を
求
め
た
も
の
)

U

②
代
金
支
払
後
に
保
険
金
請
求
し
た

も
の
と
し
て
、
同
E
5
5
円
巴

E
Z
ヨ
5
5
Y両三
-
E
国
内
。
・
〈
・
玄
2
8
7
白
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骨
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E
一
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-
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E
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印
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∞
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切
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目
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F
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件
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u
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向
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〈
‘
z
o
z
田
町
円
。
P
品∞〉・∞凶
(
y
白色・〉目
u

司・303・

売
主
と
保
険
者
間
の
訴
訟
で
、
①
売
主
・
買
主
間
で
は
保
険
金
の
配
分
に
つ
き
合
意
が
あ
り
、
売
主
が
保
険
金
請
求
し
た
も
の
と
し
て
、
Z
釦
'

z
c
ロ
釦
}
回
目
白
巴
ユ
q
H
U
E
『
白
』
w
n
a
-
n
o
〈
-
Y
A
-
-
一
目
『
-
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ヨ
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・
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己
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-
(
〉
-
P
〉
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3
∞
C
)
8
コ
a・開H-vEH・52白骨FOEご山
m
n
E
a
h
w
n
曲
目
・
門
リ
0
・
凶
唱
品
印
。
M
S
M
凶

(
〉
一
回
3
2
)
(
当
初
は
買
主
が
売
主
と
保
険
者
を
訴
え
た
も
の
で
あ
っ
た
ご
②
売
買
代
金
支
払
後
に
、
売
主
が
保
険
金
請
求
し
た
も
の
(
保
険
者

は
代
金
分
の
責
任
し
か
認
め
ず
、
超
過
分
を
含
め
た
支
払
を
求
め
た
も
の
)
と
し
て
、
『
口
出
・
門
リ
。
c
『
z
o
コF
〉
5
2
2
〈
〉
5
m
g
g
a
f
=
唱
〉
・
包
∞
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i見コム
ii岡

(
E
3
u
a
)
(
両
者
付
保
で
、
買
主
は
自
己
の
保
険
者
を
訴
え
て
い
る
)
一
〈
晶
巳
〈
-
Z
0
3
Z
B
〉
a
g
g
打
開
門
U
0
・
M
-
2
u
・
民
主
主
同
三
色
『
・
3
凶
凶
)
(
両

者
付
保
で
、
売
主
は
自
己
の
保
険
金
請
求
権
を
買
主
に
譲
渡
し
、
買
主
が
売
主
の
保
険
者
と
自
己
の
保
険
者
を
訴
え
た
も
の
)
・

そ
の
他
と
し
て
、
と
ち
2
5
E
『
呂
田
E
5
2
玄
E
-
E凹
-
n
o
・
〈
-
Z
H
C
P
-
O
凶
印
。
・
N
a
宝
凶
(
〉
-
E
・
3
u
∞
)
一
U
E
窓
口
E
宮
司
門
。
〈
-
Z∞-
n
p
o
同
Z
C
『
同
町

〉
B
E
E
-
S
〉
-
E
虫
色
白
・
3
主
)
U
E
=
目
『
〈
Z
邑
c
E
-
C自
S
E
n
-
z
出
向
0
・
凶
∞
品
目
当
-
M
a
ま
∞
(
Y
向
。
・
〉
宅
・
3
s
r
。
E
R
F
〈
・
。
S
E
E
-
三

Z
・
者
-
E
S
凶
(
Z
・
0
目
石
油
凶
)
・

(
お
)
後
述
の
よ
う
な
問
題
と
な
る
よ
う
な
事
情
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
買
主
受
益
を
否
定
し
た
判
例
と
し
て
、
∞
5
5
加
吉
日
間
以
『
刊
仇
W

門ug-の
O

ぐ

「
向
者
仲
間
・
己
凶
∞
。
・
M
色
∞
示
(
〉
-
p
-
申
告
)
・
分
割
払
い
で
、
売
主
が
火
災
時
ま
で
占
有
し
て
い
た
ケ
l
ス
で
、
買
主
が
売
主
と
保
険
者
を
訴
え
た
事
例

，
で
あ
る
が
、
判
旨
は
、
言
。
ュ
官
官
等
と
比
較
し
た
上
で
、
保
険
契
約
は
言
。
官
乏
を
付
保
す
る
も
の
で
は
な
く
、
被
保
険
者
の
利
益
を
付
保
す

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
買
主
の
受
益
を
否
定
し
た
。

な
お
、
買
主
受
益
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
著
名
な
判
決
と
し
て
、
回
『
。
垣
口
開
=
〈
・
図
。
民
円
目
。
同
E
Z
E
C
g
o
ご
ロ
E
m
U
H
E
R
-
-
品
。
Z
開
・
3
0

2
J
『
・
-
S
U
)
た
だ
し
、
本
判
決
は
一
般
論
と
し
て
買
主
の
受
益
を
否
定
し
て
い
る
が
、
事
案
と
し
て
は
、
売
買
当
事
者
聞
の
合
意
に
よ
り
売
主

が
危
険
負
担
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
〈
〉
Z
Q
V
Z円
U
S
E
-
-
∞
岨
担
円
斗
斗
∞
ロ
∞
目

(
剖
)
〈
〉
z
n
戸
田
巴
-
v
g
ロ
O

門
町
】
∞
-
E
円
寸
司
、
汗
凶
F
H
F
〕
子
開
巴
同
u
g
口
。
円
刊
少
包
-
M
N
開
ヨ
四
ユ
n
E∞n
F
2
4
4
2
m
m
己
目
。
『
阿
国
間
口
g
g
刊
E
B
5
2
E
口
弘
同
町
刊
司
ユ
ロ
己
主
伺
O

同

-
ロ
色
町
四
百
三
月
可
一
〉
5
1
『
}
同
町
〕
『
玄
白
血
山
口
『
四
回
え
り
釦
吉
田
加
向
田
】
口
問
》
円
。
-
v
m
山
口
〕
『
同
口
出
巳
『
白
ロ
n
n
叶
凶
か
H
Z
0
・
「
』
A
T
S
-
品
、
コ
込
∞
叶
(
向
。
∞
-
)
山
凶
〉
〉
岡
山
斗
目
白
河
円
。
。
刃
∞
同
戸

内
。
周
回
E
C
z
n
c
z
叶
-w〉
門
司
印
刷
。
斗
。
包
N
2
宇
宙
。
9
4
0
5
加
は
、
第
三
者
の
利
益
の
た
め
の
保
険
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
点
、
買
主
の
受

益
を
認
め
る
こ
と
で
売
主
の
損
害
て
ん
補
の
期
待
が
不
当
に
害
さ
れ
な
い
点
(
代
金
債
務
相
当
は
回
収
で
き
る
)
、
引
渡
前
は
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー

ド
の
問
題
も
少
な
い
点
で
不
動
産
売
買
ケ
ー
ス
は
第
三
者
受
益
の
た
め
の
要
件
を
満
た
す
点
が
多
い
と
す
る
。
ペ
。
=
=
開
岨
明
石
S
E
Cお
M
ア
白
押
5
2
・

問
題
点
と
し
て
、
注
幻
参
照
0
4
0
5
m
の
第
三
者
受
益
の
要
件
に
つ
い
て
は
二
参
照
。
ま
た
、
穴
B
S
E
除
名
笹
田
町
は
こ
の
よ
う
に
解
し
て
も
売

主
に
も
不
利
益
は
な
い
点
を
詳
細
に
示
し
て
い
る
。
烈
開
E
，
。
Z
持
者
巴
岡
山
∞
-
z
-
U
S
E
S
-
少
担
問
凶
M
凶
・
内
。
2
5
-
z
o
-
-
伊
豆
・
出
巴
勺
3
8
8
u
-
己
目
。
・

(
お
)
こ
の
ル

l
ル
は
2
豆
急
庁
n
S
5
2
2
の
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
斗
印
〉
玄
C
開
戸
当
戸
口
∞
叶
。
z
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4
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己
的
叶
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z
n
o
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河
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門
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刷
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・
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・
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掲
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四
九
頁
。
こ
れ
以
外
の
危
険
負
担
ル

l
ル
と
し
て
は
、
権
原
移

転
ま
で
は
売
主
が
危
険
負
担
す
る
と
い
う
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
・
ル
l
ル
が
あ
る
。
ま
た
、
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E
〈
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足
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説
~:J':，、

員同

者
を
罰
す
る
と
い
う
結
果
に
な
る
こ
と
、
買
主
の
保
険
で
は
保
護
が
十
分
で
な
い
場
合
や
売
主
の
保
険
だ
け
で
は
保
護
が
十
分
で
は
な
い
こ
と

が
あ
る
の
で
、
両
方
の
保
険
か
ら
保
護
を
受
け
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
も
魅
力
的
で
あ
る
と
の
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
。
目

5
z
a
-
吉田

u
g
gお
M
戸

包
会
ω
ム
宝
た
だ
し
、
受
益
否
定
説
は
買
主
一
の
保
険
で
は
保
護
が
十
分
で
は
な
い
と
き
も
受
益
を
否
定
す
る
趣
旨
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

判
例
に
つ
い
て
、
後
掲
注
刊
参
照
。
ま
た
、
半
田
・
前
掲
注
1
四
四
六
頁
。

な
お
、
宮
司
可
は
複
数
の
保
険
契
約
が
存
在
し
て
い
る
と
き
の
保
険
者
間
で
の
負
担
の
調
整
の
悶
難
さ
か
ら
、
買
主
が
自
ら
付
保
し
て
い
た
場

合
は
区
別
す
べ
き
と
す
る
。
』
開
刃
閉
山
44
・田昌
5
5
5
Z
-
E同凶民・

(
訂
)
〈
〉
Z
門
戸
田
吾
5
5
8
5・
同
二
∞
。
，

a-一回
B
-
z
c
F
E
M
U
S
S同町
N
咽
釦
二
虫
こ
の
点
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
法
技
術
的
見

・
地
か
ら
す
れ
ば
、
火
災
保
険
契
約
は
司
8
官
『
々
で
は
な
く
、
被
保
険
者
の
目
的
物
に
対
す
る
利
益
を
付
保
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
売
主
の
被
保

険
利
益
は
担
保
利
益
で
あ
り
、
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
者
は
代
金
債
権
に
代
位
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は

gtそ
で
あ
る
と
し
て
も
、
エ

ク
イ
テ
ィ
と
い
う
一
般
人
の
見
解
で
は
な
く
、
市
場
に
お
け
る
保
険
取
引
の
意
味
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
取
引
実
務
で
は
保
険
は
不
動
産

自
体
を
表
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
売
買
契
約
が
存
在
す
る
こ
と
で
保
険
者
の
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
一
般
人
か
ら
す

れ
ば
完
全
な

S
E
P
Z
で
あ
る
。
保
険
者
が
引
き
受
け
る
リ
ス
ク
に
は
何
の
変
化
も
な
く
、
保
険
者
は
給
付
を
約
束
し
た
損
害
に
つ
い
て
給
付
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
が
負
担
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
損
害
を
不
幸
な
買
主
に
転
嫁
す
る
べ
き
理
由
は
な
い
。

(
辺
)
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
判
例
の
支
配
的
見
解
で
あ
っ
た
o

〈
〉
Z
Q
P
Z司
3
5
8
z
e
巳
∞
工
心
的

5-zop
吉田
M
E
S
S
M
-
包
斗

Se

(
お
)
巴
呂
田

M
g
p
g官
印
口
。
8
N
-
a
吋⑤凶

な
お
、
保
険
約
款
に
は
、
目
。
『
色
町
民
同
丘
三
白
Z
田
町
田
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
不
動
産
売
買
と
の
関
係
で
は
、

5
2
E
E
S
E
-
s
ι
目。一伺
C
垣

=
q

条
項
も
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
一
九
四
三
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
火
災
保
険
標
準
約
款
か
ら
除
去
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
も
何
ら
か
の
形
で
修

正
し
て
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
売
買
に
よ
り
当
然
に
保
険
契
約
が
無
効
に
な
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
穴
同
町
H
O
Z
持

者
5
H
M
M
岨担ロ司
E

S
S
E
-担
円
以

N
∞
一
印
国
吉
宮

S
-
F
P
白
二
岳
・
安
藤
・
前
掲
注

2
四
八
巻
一
号
六
六
頁
、
半
田
・
前
掲
注
1
四
回
二
頁
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
約
款
に
違
反

し
た
場
合
も
、
通
常
は
保
険
者
は
黙
っ
て
保
険
金
を
払
っ
て
い
た
と
も
さ
れ
る
。
安
藤
・
前
掲
注
叩
七
六
一
頁
。

(出

)ο
巳
Z
「
固
定
)
者
。
巴

p
m
o
o開
刃
〉

-
n
c
z
z
E。
F
P声
。
F
P
2
4
∞・

2
肘
「
印
。
戸
当
戸
口
〉
玄
切
首
O
田
宮
内
申
ハ
件
。
〉
巳
凶
〉
'
t
モ
ヱ
司
玄
〉
2
・

回
〉
印
同
門
司
列
。
旬
開
河
4
J「
「
〉
を
由
主
(
凶
同
町
邑
・
-
喧
∞
喧
)

(
お
)
品

P
J
F
富
巴
グ
出
口
司
『
白

=
0
8
∞
・
白
押
凶
苫
b

凶
三
一
巴
)
者
〉
河
口
国
・
回
目
〉

E
z
h
w
列
。
∞
開
問
↓
〉
列
。
∞
開
Z
叶
国
〉
「
回
ハ
ぞ
〉
戸
「
司
C
2
0
〉
Y
A
開
ZHa〉
「
印
。
明
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PAOU開
m
z
m
n〉
門
司
列
。
旬
開
問
、
『
ペ
「
〉
を

5
3
3弘
主

S
S
)
d
n
c
z
z
z
o
z〉
YP
ロ
。
開
切
百
円
リ
田
内

hfd『
E
4玄
〉
2
・山口問
5
5
8
M
M
-
国同

40斗
・
斗
。
∞
・
売

主
に
不
当
利
得
が
生
じ
る
と
し
て
も
、
次
に
、
そ
の
不
当
利
得
が
誰
の
費
用
で
生
じ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

E
Z
R
は、

保
険
契
約
は
リ
ス
ク
の
引
受
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
不
動
産
売
買
契
約
は
権
原
の
取
得
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
危
険
の
負
担

は
買
主
が
危
険
を
負
担
す
る
と
い
う
合
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
律
上
の
ル

i
ル
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
目
的
物
の
滅
失
は
買
主

が
売
主
と
の
対
価
交
換
で
取
得
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
価
値
に
つ
い
て
の
損
害
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
買
主
の
費
用
に
よ
る
売
主
の

利
得
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

(お

)
A
F
P
F
Y
A
E
P
Z勺
『
曲
目
。
同
町
∞
叫
記
試
凶
a

凶凶凶・

2
-
2
2
は
売
主
を
買
主
の
受
託
者
と
み
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
も
と
も
と
は
買
主
が

e
R
5
n

唱
え
。
5
2
8
の
権
利
を
持
つ
こ
と
を
示
す
た
め
の
便
法
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
、
そ
の
目
的
を
超
え
て
一
般
化
さ
れ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
品

目
》
〉
門
玄
関
戸
同
チ
白
二
凶
品
臼
刊
向
田
Z
P
E
R宮内
FME同

V5208Nhpmw門会∞・

(幻

)
m
o
σ
n
2
F・
2
0お
P

〉【リ
O
B宮
口
目
。
=
。
叫

5mmz-m回目
EamaFCロ
丘
町
開
向
。
司
と
-ogz口開

m
g
E
〉
丘
包
=
開

g
m
g
-々
∞
色
町
田
己
包
口
開
問
凶
m
g
g
q
∞色町

向。
E
S
2
2昌
弘
開
2
8宅
♂
山
田
川
町
玄
。
-
r
m開
〈
.
凶
ヨ
(
】
沼
市
WAV)・

(お

)
U相当
E
戸
臼
窓
口
口
刊
『
・
主
ム
臼
C-Na--ua(〉
-
P
円
以
〈
〉
宅
-
-
甲
∞
凶

)

w

〉
Z
Z
E同
明
白
円
吉
田

E
8
2
富
三
-
E出
回
目
2
5巾〈

Z
H
o
p
-
o
u
臼
C
N
a
a品
凶
(
〉
E-

-
3∞
)
一
の
宮
町
民
君
。
。
与
〈
・

0
白
宮
前
∞
2
2
U
E
∞・
2
N
ι
N
3
2
2・〉
3
・
3
寸∞
)UOEロ∞
nZ
〈・

0
5ぉ
7
2
Z・
点
目
色
凶

2
・0
・
3
a
)・

引
渡
の
有
無
は
定
か
で
は
な
い
が
、
分
割
払
不
動
産
売
買
契
約
に
関
す
る
事
例
と
し
て
は
、

Z
白色。
E
-
∞
m
n
E々
虫
門
町
田
E
n
g
-

《

U0・
〈
・
玄
ロ
-mp

這
士
山
0・E
2
2
E・
内
定
・
〉
宅
・

3
g
)
8
2・
ι
-
F
宮
口
n
z
g
E
}
臼
nn
ヨ
g
h府内白目・門
U0・・凶
E
M
U
-
M弘
己
主
E
・
3
∞
]
)
(
売
買
契
約
締
結
か
ら
約
一

年
一

0
ヶ
月
後
の
事
故
)

e

切
立
百
〈

-
E
C『
加
タ
色
吋
匂
・
邑
ご
凶

N
2
z
-
右
き
)
(
売
買
契
約
締
結
か
ら
約
一
年
半
後
の
事
故
Y
P
E
g
s
ι
〈

Um

「
B
E
E
F
ま

-M¥三
泣
M
3
2
2・nミ
〉
害
・

3
話
)
(
売
買
契
約
締
結
か
ら
約
一
年
七
ヶ
月
後
の
事
故
。
保
険
料
を
買
主
が
負
担
し
て
い
る
が
、

判
旨
は
そ
の
事
実
は
重
要
で
は
な
い
と
し
て
い
る
)
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
判
例
に
つ
き
、
も
と
も
と
は
売
買
契
約
締
結
後
引
渡
前
の
事
故
の
場

合
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
と
評
価
す
る
も
の
も
あ
る
。

z
o
F
C
M
Hグ
正
々
え
の
03eH53回
目
∞
号
明
〈
g
ι
2
4
5
0
吉
田
c
s
a
E持

。『円
o
a
r
-
N開門
HEnmισ

〕

『

同

M『40nomw門】印。『〈開口己
C『〆】
U町四回口出口『
mEn夕、司一
N
E〉閉山〈
-F-m開〈・-凶{)∞--一三∞(一由一沼山)・

(
却
)
男
宅
}
伺
伺
〈
宮
司
m
F
-
A
E
Z・J
R
・∞

-M仏吋
M
M
(
0・〉宅・

3
3
)
で
は
、
引
渡
後
の
事
故
の
事
案
に
つ
き
、
結
論
と
し
て
は
買
主
受
益
を
認
め
た
が
、
判

旨
は
買
主
は
す
で
に
引
渡
を
受
け
て
い
る
が
、
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
受
益
を
認
め
て
い
る
。
。

F
}
}

伺国〈

-SSE--ま一
Z
-
ぎ
-
M
仏

全
M

(

玄
S
P
右
足
)
で
は
、
引
渡
後
の
事
故
で
買
主
受
益
を
認
め
た
が
、
権
原
の
調
査
の
遅
れ
の
た
め
予
定
よ
り
契
約
の
終
了
が
遅
れ
た
と
い
う

北法52(4・47)1065



説
"=-V::，、
白岡

事
情
か
ら
売
主
と
買
主
の
ど
ち
ら
が
保
険
契
約
を
締
結
す
べ
き
だ
っ
た
か
は
判
断
し
ず
ら
い
状
況
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
半
田
・
前

掲
注

1
四
四
六
頁
、
安
藤
・
前
掲
注
目
七
四
七
頁
。

(刊

)
E円E
S
S
E
-
u
F『
問
問
口
出
向
・
〈
・
〉
m
g
E
n
g
-
持
印
E
B
q
n
p
-
凶
己
的
・
翼
民
主
}
(
叶

2
-ま
N)・
本
件
は
買
主
の
保
険
に
よ
り
損
害
額
が
全
額
て
ん
補

さ
れ
る
事
案
で
あ
る
。
両
者
付
保
の
場
合
に
も
買
主
の
受
益
を
認
め
る
判
例
も
あ
る
が
、
以
下
の
判
例
は
い
ず
れ
も
買
主
の
保
険
で
は
損
害
額

に
満
た
な
い
事
案
で
あ
る
。
安
藤
・
前
掲
注
目
七
七
二
頁
参
照
。
受
益
の
結
果
、
買
主
が
両
方
の
保
険
金
を
取
得
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と

し
て
、
。
E
Eロ
pwHvqno-
〈
・
宮
田
向
。
・

0同

z
oロ
F
〉
g
mコ
n
p
。
凶
〉
-N己
∞
凶
(
司
白
}
恒
久
戸
市
W

)

一
〈
。
加
刊
-
〈

z
o
コF
0
3
〉回目巴『《リ
c
e
N
3

同

U-M斗
品
。
。
(
凶
仏
内
四
円
・

石
uu)
・
売
主
の
保
険
と
買
主
の
保
険
で
の
按
分
と
す
る
も
の
と
し
て
、
宮
田
内
0
・
0
『

Z
C
H
A
F

〉
ヨ

2
2
〈
〉

-zz邑
F

二
市
町
〉
・
匡
∞
凶

(E・
3
思)唱

富
三
-
回
g
色
ニ
ロ
目
・
向
。
・
〈
・

0
g
n
z
g
z
o問者
g
Z
E
-
-
5・門川。・・
3
M
〉
-M己
-M叶凶

(E-
∞ロ℃
2
・
3
8
)・

(
H
U
)

主
唱
明
白
E
2
y
J『一N
凶
(
0・何回・。・

3
J
E
)噸
何
回
同
『

d
g
σ
E
o
s
-
∞
Z
8
明
記
ヨ

2
5
h昨何回目・【
U0・〈・

2
円認可
8
5円目白
E
n
o
e
・
3
∞明

M♀

-chC(品
円
宮
内
町
志
J示)目

(
位
)
主
凶
印
・
芝
起
き
ふ
(
〉
門
戸

-
2
3・

(
刊
)
虫
岳
山
〉
吉
岡
M
g
g
R
凶峨白二
N
0・

(
判
)
「

c=加
〈
・
烈
伺
=
2・
5
凶何回-・

2
円
『
凶
出

(C--〉問者・
3
∞C
)
・
Y
が
X
に
自
己
所
有
の
土
地
・
建
物
を
賃
貸
し
て
い
た
が
、
こ
の
賃
貸
借
契
約
で
は

X

に
土
地
・
建
物
を
買
う
オ
プ
シ
ョ
ン
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、

X
が
こ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
使
し
た
。
代
金
は
二
二

0
0
0
ド
ル
の
分
割
払
い
で

あ
っ
た
。

X
は
こ
の
後
、
土
地
・
建
物
を
第
三
者
に
転
貸
し
て
い
た
が
、

2
n
S耳
の
開
設
の
七
日
後
に
建
物
が
火
災
で
全
焼
し
た
。
賃
貸
借
し

て
い
る
と
き
か
ら
、

Y
は
火
災
保
険
に
加
入
し
て
い
た
が
、

X
は
保
険
に
は
加
入
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
売
買
契
約
で
は

X
に
付
保
義
務
が
あ
っ

た
が
、
オ
プ
シ
ョ
ン
行
使
後
も

X
は
保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
。

Y
は
保
険
者
か
ら
保
険
金
一
四
O
五
三
ド
ル
を
取
得
し
て
い
た
が
、

X

が
Y
に
対
し
、
保
険
金
の
代
金
充
当
を
伴
、
っ
名
目
2
2
n
唱
え
。
B
g
n
n
等
を
求
め
て
訴
え
た
。
判
旨
は
、
火
災
保
険
金
は
代
物
で
は
な
い
、
保
険
金

の
代
金
充
当
は
買
主
へ
の

5
E
P
=
で
あ
り
、
売
主
は
被
保
険
利
益
が
あ
り
、
保
険
契
約
を
締
結
し
、
保
険
料
を
払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

5
E
E
-
は
な
い
と
し
て
、
代
金
充
当
を
否
定
し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
判
決
に
は
種
々
の
評
価
が
あ
る
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
危
険
負
担
に
つ
い
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
統
一
法

(
C
E
Fコ
己
〈

gl

号
『
白

E

E司円吉田町円河仲間
r
〉
円
円
)
を
採
択
し
て
お
り
、
火
災
当
時
占
有
は
買
、
王
に
あ
っ
た
こ
と
を
当
事
者
が
認
め
て
い
る
の
で
、
危
険
負
担
は
買

主
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
危
険
負
担
の
不
合
理
さ
は
問
題
に
な
ら
な
い
ケ

l
ス
で
あ
る
(
た
だ
し
、
転
貸
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
列
〉
回
目
z
h
F
内
宅
〉
「
「
日
EH】

S
E
R
a
-
白
こ
ま
】
)
。
付
保
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
判
旨
の
結
論
部
分
で
は
触
れ
ら
れ
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て
お
ら
ず
、
ま
た
、
買
主
に
付
保
義
務
が
あ
る
の
は
売
買
契
約
に
よ
っ
て
で
あ
り
、

g
n
g垣
間
設
後
す
ぐ
の
火
災
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的

に
は
付
保
義
務
違
反
の
不
当
性
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
が
、
判
旨
は
買
主
は
賃
貸
借
中
に
自
ら
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
な
か
っ

た
が
、
買
主
は
自
ら
が
独
自
の
被
保
険
利
益
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
本
判
決
で
は
貫
主
の
受
益
の
有

無
が
争
わ
れ
て
お
り
、
右
記
の
よ
う
に
危
険
負
担
は
買
主
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
原
審
で
は
、
買
主
が
契
約
を
解
除
し
て
頭
金
の
返
還
を

求
め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
実
質
的
に
は
危
険
負
担
は
売
主
に
あ
る
と
さ
れ
た
ケ

l
ス
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

∞
m
m
穴
開
問
『
。
Z
持
者

5
Z∞
・
明
石

g
g
B
-少
と
回
目
・

ま
た
、
付
保
義
務
違
反
の
事
例
で
は
な
い
が
、
買
主
に
付
保
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
買
主
受
益
を
否
定
し

た
判
例
と
し
て
、

2
8
8
=
〈・

2
E
g
g
-
A示
。

z・4

ミ
足
量
吋

(
E
=
=・
〉
署

--30)'
買
主
は
付
保
義
務
通
り
に
保
険
契
約
を
締
結
し
、
売
主
も
保
険
契

約
を
締
結
し
て
い
た
。
買
主
の
保
険
に
つ
い
て
は
保
険
金
を
代
金
債
務
に
充
当
し
、
残
り
は
買
主
が
取
得
す
る
こ
と
で
売
買
当
事
者
間
で
合
意

が
成
立
し
て
お
り
、
判
決
の
時
点
で
は
そ
の
通
り
の
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
買
、
主
の
保
険
の
保
険
金
額
は
一
五

0
0
0
ド
ル
で
、

残
代
金
は
一

O
一
八
四
・
六
六
ド
ル
で
あ
り
、
保
険
金
の
う
ち
代
金
債
務
を
超
え
る
部
分
の
四
八
七

0
・
二
七
ド
ル
は
買
主
が
取
得
し
た
。
本

判
決
で
は
売
主
の
保
険
に
つ
き
売
主
と
買
主
の
ど
ち
ら
、
が
権
利
を
有
す
る
か
が
争
わ
れ
て
い
る
。
判
己
目
は
買
主
の
受
益
を
否
定
し
、
売
主
に
保

険
金
二
八
九
七
四
ド
ル
全
額
の
取
得
を
認
め
た
が
(
目
的
物
の
価
額
は
不
明
)
、
受
益
を
認
め
た
判
例
と
は
本
件
で
は
買
主
に
付
保
義
務
が
あ
り
、

買
主
が
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
る
点
で
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
代
金
債
務
を
超
え
る
保
険
金
に
つ
い
て
の
受
益
が
問
題
と
な
っ
た
ケ
ー

ス
で
あ
る
。

な
お
、
買
主
の
受
益
否
定
で
は
な
く
、
買
主
の
受
益
を
認
め
る
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
売
主
に
付
保
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ

る
判
例
も
あ
る
。
同
H

丘
一
自
白
『
〈
。
E
Z『唱
M
E
Z
4
4そ・包

-
3
2
0君
主
ヨ
∞
)
は
、
引
渡
ま
で
売
主
に
付
保
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら

す
る
と
、
売
主
は
買
主
の
利
益
の
た
め
に
保
険
に
加
入
し
て
い
た
と
し
て
、
売
主
に
支
払
わ
れ
た
保
険
金
に
対
す
る
買
主
の
権
利
を
認
め
た
。

(
時
)
付
保
義
務
違
反
の
場
合
に
買
主
の
受
益
を
認
め
る
判
例
と
し
て
、
∞
旦

E
〈・

0
8司
加
タ

8
4
-
Y
M
ι
=凶
M
2・玄・

3
∞
9
4
0
5
2
F
〈
'
o
z
g
n
F

コ

z.4ぞ・
M
己

a
M凶

E
・
o.-33.

(
必
)
虫
色

2
・
∞
喜
吉
田
P
斗

N
N

∞
者

ωι

己
凶
(
玄
0
・
〉
石
田
苔
ま

)
-
n
2
5
2
E『
己
町
立
を
締
結
し
た
買
主
が
、
建
物
の
引
渡
後
、
八
千
ド
ル
か
け
て
改
築

し
た
と
こ
ろ
、
分
割
払
い
の
最
後
の
支
払
が
で
き
ず
に
不
履
行
と
な
っ
た
後
で
洪
水
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
。
売
買
代
金
は
七
千
ド
ル
で
あ
る

が
、
売
主
は
自
己
の
洪
水
保
険
に
よ
り
一
六
五

0
0
ド
ル
の
保
険
金
の
支
払
を
受
け
て
い
た
。
買
主
は
田
宮
2
2
n
-嵐
広

0
5
2
8
か
、
売
買
代
金
と

jヒ1去52(4・49)1067



説
さ'h、
両岡

改
築
費
の
尽
き
E
Z
S
を
求
め
て
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
判
旨
は
、
買
主
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
買
主
は
衡
平
上
の
利
益
を
も
た
な
い
と
し
、
ま

た
、
改
築
費
に
つ
い
て
も
、
改
築
費
は
買
主
が
負
担
す
る
と
い
う
理
解
が
当
事
者
間
で
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
買
主
の
請
求
を
認
め
な
か
っ

た。

(灯

)
2
5
σ
n
a
-
田
召
還
ロ
O門
町
民
咽
包
会
凶
・
∞

ra々
。
位
向
。
・
〈
目
〉
mFBO『タ凶
S
2
4そ
-
M
色凶∞
M
(
玄。・

3
aど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
正
確
に
は
こ
の
判
決

は
危
険
負
担
は
売
主
に
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
売
主
の
保
険
に
つ
い
て
の
買
主
の
受
益
を
認
め
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
後
掲
注
回
参
照
。

ま
た
、
同
様
の
状
況
で
売
買
代
金
を
得
て
い
る
売
主
の
保
険
金
請
求
を
否
定
し
た
判
例
と
し
て
、
を

EP--
〈
〉

5
3
n
g
g
a
g
-口開【
U
0
・・出品

Z'
開
-
N
色凶一
N

凶(。
E
C
〉目
u-M

・
3
J
X
)・

(刊

)
2
5
σ
m
a・
2同

M
E
S
E
M
U
-
白
二
宮
ム
ヨ
・
不
当
利
得
の
観
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
買
主
の
受
益
を
認
め
る
の
は
不
当
利
得
で
あ
る
と
す
る

も
の
と
し
て
、
品
司
〉
己
呂
田
P

∞吾
E
5
5
∞
岨
担
問
凶
uu-
も
っ
と
も
、

E
E
R
は
買
主
危
険
負
担
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
品

-
Y
〉
戸
室
開
-
P
広
-
m
w

同凶一
U
A
W

ロ・品。・

(
特
)
盟
各
予
明
石
5
8
8
凶
咽
町
民
己
}
こ
の
よ
う
な
と
き
に
買
主
受
益
を
認
め
る
実
益
は
売
買
代
金
よ
り
保
険
金
の
方
が
高
い
場
合
や
、
た
と
え
ば
土

地
と
建
物
の
売
買
で
、
買
主
が
建
物
よ
り
も
土
地
を
欲
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
多
治
川
卓
朗
「
代
償
請
求
権
と
売
買
契
約
に

お
け
る
危
険
負
担
」
熊
法
八
九
号
七
一
頁
(
一
九
九
七
年
)
参
照
。

な
お
、
買
主
が
保
険
金
を
取
得
す
る
と
す
る
の
は
誤
り
で
、
売
主
が
保
険
金
を
取
得
し
、
買
主
が
保
険
金
額
と
一
致
す
る
程
度
の
代
金
の
減

額
を
得
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
は
売
主
に
は
不
利
益
は
な
い
こ
と
を
示
す
趣
旨
の
よ
う
で
あ
る
。
岡
山
〉
盟

z
h
p
-ハ
ぞ
〉
口
』
閉
口
問

v
g
g円。

u
u
唱白門戸

2
0・
し
か
し
、
保
険
金
が
売
買
代
金
を
超
え
る
と
き
な
ど
は
こ
れ
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

(
印
)
品
問
ど
戸
室
開
戸
明
石
尽
き
再
開
∞
'
白
円
以
泊
目
凶
。
。

(
日
)
〈
〉

zn戸
田
巴
官
邸
ロ
O
同
町
-
∞
・
巳
吋
∞
C
一切
-B-U8pmE目u
g
口。
g
M
-
白円

J

示品

(
臼
)
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、

E
E
N可〈・
0
5
3お
ア
訳
出

-m-
斗
ま
(
白
血
-
-
。
。
。
)
は
、
売
買
代
金
の
方
が
保
険
金
よ
り
高
い
ケ

l
ス
で
、
売
主
の
保

険
金
を
買
主
が
取
得
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
た
だ
し
、
売
買
代
金
の
減
額
は
認
め
て
い
る
。
旬
。
。
芯
〈
∞
S
F
A怠
山
田
開
民
主
凶

(
Z
・η
-
Z∞
)
は
、

売
買
代
金
の
方
が
保
険
金
よ
り
高
い
ケ

l
ス
で
あ
る
が
、
買
主
は
一

0
0
0
ド
ル
か
け
て
改
築
し
て
い
る
。
改
築
費
の
点
で
は
保
険
金
は
必
要

だ
っ
た
と
も
い
え
る
。

肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
司
自
門
:
・
玄
a
n
F
品
。
吋
司
N
色
凶
ま
(
垣
島
田
古
〉
宅

-20)・
土
地
・
建
物
の
売
買
で
建
物
が
滅
失
し
、
建
物
に
つ
い
て
の

1ヒ11;52(4・50)1068



保険と契約上の権利の調整

保
険
金
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
保
険
金
よ
り
売
買
代
金
の
方
が
高
い
。
判
旨
は
危
険
負
担
が
売
主
か
買
主
か
に
つ
い
て
は
判
断
せ
ず
、

売
主
危
険
負
担
で
あ
っ
て
も
買
主
は
解
約
を
強
制
さ
れ
ず
、
契
約
を
存
続
さ
せ
た
う
え
で
損
害
額
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
、
ま
た
、
買

主
危
険
負
担
で
あ
れ
ば
買
主
が
売
主
の
保
険
に
つ
き
受
益
す
る
と
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
結
果
的
に
は
保
険
金
は
代
金
債
務
に
充
当
さ
れ
る

と
し
た

o
F
a
q
oロ
の
0・〈・〉日
F
5
2
P
凶
白
戸
ぞ
泣
出
M(YAO--
申
色
)
は
、
土
地
・
建
物
の
売
買
に
つ
き
、
売
主
は
土
地
を
利
用
す
る
目
的
で
、

建
物
は
後
に
取
り
壊
し
て
別
の
建
物
を
建
て
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
と
き
に
、
建
物
が
火
災
で
滅
失
し
、
保
険
金
の
帰
属
が
問
題
に
な
っ
た
ケ
ー

ス
で
あ
る
。
売
買
代
金
は
二
万
ド
ル
で
、
建
物
に
つ
い
て
の
保
険
金
の
一
万
ド
ル
が
売
主
(
及
び
担
保
権
者
)
に
支
払
わ
れ
て
お
り
、
買
主
が

売
主
に
対
し
て
田
宮
丘
町
門
官
民
。

E
g
g
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
こ
で
保
険
金
が
売
買
代
金
に
充
当
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
売
買
代
金
が

減
額
さ
れ
る
か
等
が
問
題
と
な
っ
た
。
判
旨
は
、
ま
ず
、
危
険
負
担
に
つ
き
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
・
ル

l
ル
(
注
目
参
照
)
に
従
う
と
し
た
う

え
で
、
し
か
し
、
本
件
に
お
け
る
問
題
は
買
主
が
建
物
な
し
で
土
地
を
買
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
で
は
な
く
、
買
主
は
建
物
の
代
物
で
あ
る
保
険

金
と
共
に
売
買
契
約
の
履
行
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
し
て
、
結
論
と
し
て
、
保
険
金
と
土
地
に
つ
い
て
の
買
主
の
権
利
を

認
め
て
い
る
。
本
判
決
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
評
価
が
あ
る
が
、
危
険
負
担
は
売
主
に
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
買
主
に
売
主
の

保
険
に
つ
い
て
の
受
益
を
認
め
た
も
の
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
∞
ゆ
伺
己
目
0・
m〉
盟
z
h
f
穴
巧
〉
「
「
由
巳
唱
5
5
8・出円

5AFC
〉
n
8
0
〈

Z
2
2
2

-ロ凹
-
n
c
⑮凶品】司・
N
S
M
}
品(}()円宮内
R
Z
U斗
斗
)

(
日
)
凶
向
。
c
n戸
開
E旬
g
=
O
R
E
-
窓
∞
ハ
ヱ
〕
白
押
コ
・
〈
〉
Z
Q
V
注目}『白ロ
C
円
四
-
∞
唱
曲
二
∞
f
円u
c
z
z
z。
国
〉
玄
-
E，
O
E
W
C内
穴
除
名
回
目
叶
玄
〉
Z
4
2
-
u
g
口。同町

NU咽白問、司
S
売
、
王
に
は
付
保
の
機
会
が
あ
り
、
危
険
負
担
の
不
合
理
性
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
。
己
切
回
問
、
『
持
』
C
E
L印。
Z
4
2
-
U
S
E
S
-
u
e
白
こ
志
一

回
交
σ〕子回巴
-vs=。
s
w
-
白二

M}l-MM-
∞白白血
rce
∞-ヨ匂印。
P
印z-vg=GRM-
主

J

示、司・

(
日
)
回

H
S岨吉田
5

5
向
。
伊
良
ご
凶
咽
】

M
一
2
2一
号
:
・
回
酔
n
c
p
M雪
印
-
n
-
E
N主
(
。
E
一
事
。
)
は
、
売
主
が
権
原
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

売
主
が
危
険
負
担
す
る
と
さ
れ
た
場
合
に
売
主
の
受
益
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
買
主
の
保
険
者
は
買
主
へ
の
支
払
を
拒
絶
し
て
い
る
が
、

買
主
自
身
の
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
は
判
断
さ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
は
あ
る
。
買
主
が
目
的
物
の
修
理
義
務
を
負
う
よ
う
な
場
合
に
は
買
主
は
保
険
金
を
売
主
の
た
め
に

保
有
す
る
と
の
見
解
が
あ
る
。
同
mm
霊
〉

-F-m
足
場
恒
二
士
w
a
Z
5一穴開問、
H40Z
除
名

Bam-
出
石
『
白
ロ
C
お

Z
-
邸内凶
N5

(
日
)
回
一

HZ-
吉田
5

5
円。少

Eこ
ど
一
穴
甲
山
4
0
z
h
w
t
ξ
5目的印
4
2
-
u
S
S
R
-
少
白
二
民
一
円
U
5
4
z
z。
zhp戸
∞
↓
。
思
wと
の
穴
侍
巧
E
4玄
〉
Z
場開
E
H
U
S
E
R

NUJ同
門
叶

C
∞・

jヒi去52(4・51)1069 



説

(
回
)
∞
包
彦
三
〈
・
∞
Ean=σRE--叶
2
4目
白
区
吋
B
S
E
O
〉

3
・
3
S
)
は
、
売
主
が

4
2
5
n
官民。
5
8
8
で
き
な
い
か
ら
売
主
が
危
険
負
担
す
る
と

し
た
う
え
で
、
買
主
は
契
約
の
遂
行
を
望
ん
で
い
な
い
か
ら
買
主
に
は
損
害
は
な
い
と
し
、
買
主
の
保
険
者
は
買
主
に
も
支
払
う
必
要
は
な
い

と
し
た
。

E
S回出回目出〈・吋
dgama-口出
no--EM
〉
起
-
宏

(Z-z-35
は
、
買
主
に
解
約
権
が
あ
る
場
合
に
、
買
主
の
保
険
金
請
求
を
認
め
て

い
る
。
た
だ
し
、
保
険
者
は
、
買
主
が
解
約
権
を
行
使
し
つ
つ
保
険
金
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
る
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
の
問
題
を
知
り
な
が
ら

引
き
受
け
た
事
案
で
あ
る
か
ら
、
判
旨
の
結
論
は
驚
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

J

『。ロロ加
e

出己目
M
E
S
S
M
-
-伊
丹

5
2
'
E
E
-

(
町
)
u
n。
亡
の
国
岨
回

E-vg
口。
8
-
0・
制
品
目
出

L
o
a
-
。・

(

日

)

品

nocnz

。z-Z∞
c
m〉
z
n開申小山叩・∞
M
2
・8
』・(凶仏・間色・-沼山内叫)・

U>. 
H岡

3 

B
S官
官
と
不
動
産
売
買

5
0『
月
間
島

mm
と
不
動
産
売
買
で
は
対
照
的
な
結
論
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

5
0ユ
官
官
と
不
動
産
売
買
の
区
別
に
合
理
性

ア
メ
リ
カ
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
不
動
産
売
買
の
売
主
は
売
買
代
金
債
権
に
つ
い
て
の
担
保

(
I
)
 

権
者
と
同
様
の
地
位
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
一
層
区
別
の
合
理
性
が
問
題
と
な
る
。

不
動
産
売
買
と
S
0
2
官
官
の
違
い
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
期
間
の
長
さ
で
あ
る
。
不
動
産
売
買
で
は
契
約
締
結
か
ら
売
買
終
了
ま
で

が
あ
る
の
か
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

の
期
間
は
短
く
、
素
人
の
買
主
で
は
契
約
締
結
後
す
ぐ
に
危
険
が
移
転
す
る
と
は
分
か
ら
な
い
が
、

E
Cコ
関
白
加
。
の
存
続
期
間
は
長
い
と
い

(
2
)
 

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
不
動
産
売
買
で
は
占
有
は
ま
ず
売
主
に
あ
る
が
、

B
。
ュ
官
官
で
は
設
定
者
が
占
有
す
る
と
い
う
違
い
も
あ
げ
ら

(
3
)
 

れ
る
。
こ
れ
は
占
有
し
て
い
る
者
が
事
故
を
起
こ
す
危
険
が
高
い
の
で
、
占
有
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
代
位
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、

占
有
し
て
い
な
い
者
は
事
故
を
起
こ
す
危
険
性
も
少
な
い
の
で
代
位
を
認
め
ず
に
受
益
さ
せ
て
も
問
題
は
な
い
と
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の

(
4
)
 

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
期
間
に
つ
い
て
も
占
有
に
つ
い
て
も
、
必
ず
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
の
反
論
が
あ
り
、
ま
た
、

jヒ法52(4・52)1070



(5) 

不
動
産
売
買
に
つ
い
て
、
占
有
移
転
後
も
受
益
を
認
め
る
と
い
う
判
例
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
違
い
は
あ
ま
り
生
じ
な
く
な
る
。
特
に

売
買
代
金
債
務
に
つ
き
B
0
3
官
官
が
設
定
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
ま
す
ま
す
違
い
は
な
く
な
っ
て
く
る
。

ま
た
、
2
5
S
σ
k
n
S
5
2
2
の
点
で
異
な
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
売
主
は
法
的
権
原
を
有
す
る
が
、
担
保
権
者
は
何
ら
の
権
原
も
有
し

(6) 

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
2
5号
庁

g
D〈
n
E
S
は
買
主
が
危
険
負
担
す
る
こ
と
の
根
拠
と
な
る
法
的
擬
制
に
す
ぎ
ず
、

(
7
)
 

2
0
円
高
指
向
で
は
受
戻
権
を
有
す
る
設
定
者
が
危
険
負
担
す
る
の
で
擬
制
の
必
要
が
な
い
だ
け
と
の
反
論
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
宮
B
E回
目

B
2
4
5
0
3
官
官
と
他
の
5
0
コ
官
官
を
区
別
し
て
、
-
u
c
R
吉
田
町
自
。
コ
ミ
ョ
。
ユ
加
担
問
。
は
不
動
産
売
買
ケ
l
ス
と

区
別
す
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
他
の
5
0
コ
問
恒
常
は
区
別
す
べ
き
と
の
見
解
が
あ
る
。
不
動
産
売
買
で
売
主
を
担
保
権
者
と
み
る
と
、
被
担

保
債
権
は
代
金
債
権
で
、
担
保
の
目
的
物
が
当
該
不
動
産
と
な
る
。
被
担
保
債
権
は
代
金
債
権
で
あ
る
が
、
債
務
者
の
代
金
債
務
の
対
価
は
、

つ
ま
り
、
不
動
産
が
滅
失
す
る
と
債
務
者
は
債
務
の
対
価
を
得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
望
月
吉
田
町
E
g
a
E
皇
官
官
以
外

不
動
産
で
あ
る
。

の
B
0
3
宮
関
口
で
は
債
務
者
は
被
担
保
債
務
の
対
価
は
取
得
し
て
い
る
。
担
保
の
目
的
物
が
滅
失
し
て
も
、
被
担
保
債
務
の
対
価
ま
で
失
う

(8) 

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
不
動
産
売
買
ケ
l
ス
と
は
異
な
る
と
す
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
-
u
c
R
y
g何
回

同

d
S
4
2
0
『
円
明
白
m
m
で
も
担
保

保険と契約上の権利の調整

の
目
的
物
の
滅
失
に
よ
り
債
務
者
は
債
務
の
対
価
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
単
な
る
売
買
の
と
き
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
判
例
は

宮
B
E
8
5
2
3
5
0
2
m
E
m
m
は
他
の
ョ
。
2
m
E
m
m
と
同
じ
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
5
0
コ
官
官
と
不
動
産
売
買
を
ど
う
扱
う
か

も
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

(
1
)
印
【
向
田
u
z
g
-
「
g
m
g
包
門
戸
印
。
呂
町
刃
n
n
g
【
印
E
σ
『
C
加
色
。
=
司
『
o
g
n
g
目
5
5
n
「
白
君
。
町
田
=
『
白
々
日
F

号
白
口
己
目
白
田
口
E
=
8
e
h
ミ
ヱ
〉
閉
山
〈
・
「
閉
山
開
〈
-
S
A
r
甲
3

(
-
S
品
)
一
二
〉
玄
思
こ
を
ヱ
可
制
待
問
。
∞
巴
州
、
『
印
・
∞
C
Y
品
玄
巴
N
M
p
c
z
q
o
m
一
三
(
リ
(
)
豆
玄
巴
N
Q
〉
「
(
リ
。
。
開
M
2
6
M
S
(念
E
m
a
-
-
甲
ま
)
・
ま
た
、
2
8
e
a

ヨ
0
3
官
加
刊
己
注
目
刊
に
お
け
る
2
ヨ
C
2
加
担
問
8
2
に
は
Z
E
S
E
E
n
円
の
売
主
が
含
ま
れ
る
と
す
る
判
例
も
あ
る
。
品
。
開
。
列
。
開
。
・
向
。
己
門
戸
内
C
C
A
U
岡
山
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5
0コ
官
官
と
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
議
論
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
第
三
者
受
益
に
つ
い
て
の
一
般
的
評
価
の
観
点
か
ら
整

理
し
て
お
く
。
受
益
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
は
種
々
の
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
契
約
外
の
第
三
者
に
利
益
を
与
え
る
不
当
性

(
第
三
者
の
不
当
利
得
)
、
第
三
者
が
独
自
に
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
で
保
険
金
の
分
配
が
複
雑
に
な
る
こ
と
、
被
保
険
者
の
恋
意
的
処
理

の
可
能
性
、
損
失
負
担
ル

l
ル
の
変
更
は
、
ど
の
取
引
類
型
で
も
問
題
に
な
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
不
動
産
売
買
に
お
い
て
買
主
受
益
が

一
般
的
に
は
こ
れ
ら
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
他
の
優
先
す
る
要
素
が
あ
れ
ば
第
三
者
受
益
を

認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

認
め
て
よ
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
以
外
の
要
素
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
は
、
引
渡
前
で
あ
れ
ば
買
主
に
受
益
を
認
め
て
も
、
あ
ま
り
問
題
に

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
保
険
に
よ
る
リ
ス
ク
分
散
の
効
用
に
つ
い
て
は
、
危
険
負
担
ル

l
ル
が
不
合
理
で
あ
れ
ば
保
険
に
よ
る

ま
ず
、

保険と契約上の権利の調整

リ
ス
ク
分
散
を
認
め
る
こ
と
は
一
層
意
味
が
あ
る
。
こ
の
点
で
は
危
険
負
担
す
る
こ
と
が
不
合
理
な
場
合
に
受
益
を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。
こ
の
二
つ
の
要
素
か
ら
は
、
引
渡
前
に
買
主
の
受
益
を
認
め
る
と
い
う
説
が
導
か
れ
る
0
5
0
R官
官
で
は
設
定
者
が
目
的
物
を
占
有

し
て
い
る
の
で
、
受
益
を
認
め
れ
ば
こ
れ
ら
の
点
は
問
題
に
な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
点
で
不
動
産
売
買
と

目
。
三
宮
唱
を
区
別
す
る
と
い
う
議
論
が
あ
り
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
の
点
と
リ
ス
ク
分
散
の
効
用
は
第
三
者
受
益
を
認
め
る
う
え
で
重
視

(
1
)
 

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
み
え
る
。

ま
た
、
受
益
の
要
件
と
し
て
、
被
保
険
者
の
期
待
を
害
さ
な
い
こ
と
、
第
三
者
の
た
め
の
保
険
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
こ
と
が
あ
げ

(
2
)
 

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
も
不
動
産
売
買
で
は
問
題
な
い
と
さ
れ
て
い
る

O
B。
コ
宮
唱
で
は
後
者
は
お
そ
ら
く
予
測
さ
れ
る

も
の
と
は
評
価
し
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
前
者
は
ョ
。
コ
官
官
で
も
同
じ
で
あ
る
。
被
保
険
者
の
期
待
を
害
さ
な
い
こ
と
は
抽
象
的
に
は
第

三
者
受
益
の
重
要
な
要
件
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
こ
の
要
件
は
満
た
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
被
保
険
者
の
不
当
利
得
か
ら
第
三
者
の
受
益
を
導
く
説
が
あ
る
が
、
不
動
産
売
買
で
は
売
主
の
利
得
は
貫
主
の
費
用
に
よ
る
と
し
、

北法52(4・55)1073
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(
3
)
 

そ
の
点
で
受
益
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は

5
0ス
官
官
と
の
区
別
に
も
つ
な
が
る
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
不
動
産
売
買
で
買
主
の
受
益
を
認
め
る
説
が
多
い
こ
と
は
う
な
ず
け
る
。

一
般
論
と
し
て
は
第
三
者
受
益
を
否
定

:::'b、
H冊

し
つ
つ
、
特
定
の
取
引
に
つ
い
て
は
受
益
を
認
め
る
場
合
に
、
不
動
産
売
買
と

E
Cコ
m
E
m
m
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
の
お

そ
れ
の
程
度
と
リ
ス
ク
分
散
の
効
用
の
点
が
受
益
の
要
素
と
し
て
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
般
論
と
し
て
、
不
当
利
得
か
ら
第
三
者
受

益
を
と
ら
え
る
場
合
に
は
、
第
三
者
の
費
用
に
よ
る
利
得
か
ど
う
か
が
重
要
に
な
る
。

判
例
は

5
0『
仲
間
恒
常
で
は
設
定
者
が
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
場
合
に
の
み
受
益
を
認
め
、
不
動
産
売
買
で
は
広
く
受
益
を
認
め
て
い
る

が
、
こ
れ
は
一
般
論
と
し
て
は
、
第
三
者
が
保
険
料
負
担
し
て
い
な
い
限
り
第
三
者
受
益
は
否
定
す
べ
き
で
あ
り
、
後
は
取
引
ご
と
の
利
益

(4) 

調
整
の
問
題
と
す
る
枠
組
み
と
整
合
的
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
判
例
は
、
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
、
リ

ス
ク
分
散
、
不
当
利
得
等
の
枠
組
み
か
ら
認
め
ら
れ
る
以
上
に
か
な
り
広
く
受
益
を
認
め
て
お
り
、
ョ
。
コ
官
唱
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て

受
益
を
否
定
す
る
こ
と
と
区
別
す
る
合
理
的
な
理
由
は
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
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四

検
討

l 

一
般
的
検
討

ア
メ
リ
カ
で
は
、
保
険
の
目
的
物
に
つ
き
複
数
の
利
害
関
係
者
が
い
る
場
合
の
利
害
調
整
の
問
題
、
特
に
保
険
と
契
約
上
の
権
利
の
調
整

の
問
題
は
一
般
論
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
こ
の
よ
う
な
議
論
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
抵
当
権
や
不
動
産
売
買
に
お
い
て
、

保
険
金
を
め
ぐ
る
当
事
者
の
利
害
調
整
が
問
題
に
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
基
本
的
に
は
取
引
類
型
ご
と
の
議
論
が
な
さ
れ
、
保
険
と

契
約
上
の
権
利
の
調
整
の
一
般
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
取
引
類
型
ご
と
に
当
事
者
聞
の
利
害
調
整
を
考
え
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、

一
般
論
と
し
て
の
視
座
を
検
討
す
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
ま
で
に
み
た
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
参
考
と
し
て

保険と契約上の権利の調整

若
干
の
検
討
を
行
う
。

理
論
的
に
は
、
保
険
者
が
契
約
上
の
権
利
に
代
位
す
る
こ
と
は
当
該
債
権
に
つ
い
て
の
保
険
と
構
成
し
な
い
限
り
は
導
く
こ
と
は
で
き
な

(
1
)
 

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
者
の
権
利
取
得
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
債
権
保
険
と
構
成
し
て
代
位
を
認
め
る
か
、
債
権
譲
渡
を
約
定
す
る
こ

と
に
な
る
。
第
三
者
の
受
益
を
認
め
る
場
合
に
は
、
代
償
請
求
権
等
の
法
理
に
よ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
保
険
金
を
代

物
と
み
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
で
は
、
実
質
論
と
し
て
、
代
位
が
妥
当
か
、
第
三
者
受
益
が
妥
当
か
に
つ
い
て
簡

単
に
検
討
す
る
。
な
お
、
日
本
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
は
実
際
に
は
、
取
引
当
事
者
間
で
何
ら
保
険
に
関
す
る
合
意
が
な
さ
れ
な
い
場
合

に
生
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
一
般
的
な
保
険
の
構
成
を
考
え
る
際
に
は
当
事
者
の
合
意
へ
の
影
響
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
第
三
者
受
益
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
ま
ず
、
人
的
契
約
性
が
あ
っ
た
が
、
日
本
で
は
被
保
険
者
の
地
位
の
移
転
の
際

(2) 

に
保
険
者
が
承
諾
す
る
こ
と
は
実
定
法
上
は
必
要
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
保
険
者
が
被
保
険
者
を
確
認
す
る
機
会
は

(f 
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法
律
上
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
保
険
者
の
性
質
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
人
的
契
約
性
の
議
論
は

当
然
に
法
律
上
考
慮
す
べ
き
と
い
う
形
で
は
妥
当
し
な
い
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
、
火
災
保
険
の
約
款
で
は
、
被
保
険
者
が
目
的
物
を
譲
渡

し
た
場
合
に
は
保
険
者
に
解
除
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
(
住
宅
火
災
保
険
普
通
保
険
約
款
八
条
三
項
等
)
、
第
三
者
受
益
を
認
め
る
こ
と
は

個
別
の
約
款
と
の
関
係
で
は
問
題
に
な
る
。
こ
の
規
定
が
保
険
金
の
二
重
払
等
の
防
止
の
た
め
の
も
の
だ
と
す
る
と
、
第
三
者
の
保
険
者
に

対
す
る
直
接
の
請
求
権
を
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
者
受
益
と
は
抵
触
し
な
い
。
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
対
策
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
不
動

~^ 

H而

産
売
買
に
つ
い
て
受
益
を
認
め
る
こ
と
は
こ
の
約
款
の
趣
旨
に
反
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
と
の
関
係
で
は
、
第
三
者
受
益
を
認
め
る
こ
と
で
第
三
者
が
非
効
率
な
行
動
を
す
る
こ
と
が
促
進
さ
れ
る
よ

う
な
場
合
に
は
受
益
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
受
益
を
認
め
る
と
き
は
第
三
者
が
保
険
料
を
負
担
す

(
3
)
 

る
形
に
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
な
お
、
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
の
み
第
三
者
が
保
険
料
を
負
担
す
る
と
い
う
形
で
あ
れ
ば
、
保
険
料

に
よ
る
調
整
と
し
て
は
不
十
分
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
完
全
な
調
整
が
な
さ
れ
る
の
は
非
効
率
な
行
動
を
保
険
料
が
反
映
し
て
い
る
こ

と
が
前
提
で
あ
る
か
ら
、
現
実
に
は
た
と
え
ば
火
災
保
険
の
保
険
料
は
非
効
率
的
な
行
為
に
よ
り
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ

(4) 

ま
で
の
厳
密
さ
を
要
求
す
る
意
味
は
な
い
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
第
三
者
が
目
的
物
を
占
有
し
て
い
な
い
と
き
の
よ
う
に
第
三
者
が
損
害
防

(5) 

止
に
適
し
た
立
場
に
い
な
い
と
き
は
こ
の
議
論
は
妥
当
し
な
い
。

次
に
第
三
者
受
益
は
第
三
者
の
不
当
利
得
に
な
る
と
の
議
論
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
不
動
産
売
買
に
お
け
る
代
償
請
求
権
や
譲
渡
担
保

に
お
け
る
清
算
の
枠
組
で
処
理
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
理
論
的
に
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
第
三
者
が
保
険
料
を
負
担
せ
ず
に
保
険
保
護
を
受
け

る
と
い
う
実
質
的
な
側
面
を
問
題
と
す
る
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
保
険
契
約
者
と
保
険
者
間
の
保
険
契
約
に
お
い
て
第
三
者
が
保
護
さ
れ
る

よ
う
な
形
態
の
保
険
契
約
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
(
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
)
、
し
た
が
っ
て
、
適
切
な
理
論
構
成
が
可
能
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
以
上
に
第
三
者
が
保
険
料
を
負
担
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の
実
質
的
に
不
当
な
利
得
で
あ
る
と
い
う
点
を
論
じ
る
こ
と
は
法
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(6) 

的
に
は
意
味
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
被
保
険
者
が
第
三
者
の
た
め
に
保
険
料
を
負
担
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
点
は
問
題
と
な
り
う
る
。
第
三
者
に
受
益
さ
せ
る
意
思
の

な
い
被
保
険
者
が
第
三
者
が
受
け
る
保
険
保
護
に
つ
い
て
も
保
険
料
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
不
動
産
売
買
で

保
険
料
の
調
整
を
行
う
判
例
も
あ
る
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
事
故
が
発
生
し
な
い
と
き
に
は
保
険
料
の
調
整
は
な
さ
れ
な
い
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
は
微
妙
で
も
あ
る
。
ま
ず
、
第
三
者
受
益
を
認
め
る
こ
と
で
、
代
位
構

成
を
と
る
場
合
よ
り
も
保
険
料
が
高
く
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
被
保
険
者
が
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
被
保
険
者
の
負
担
が

売
買
価
格
等
に
転
嫁
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
な
い
が
、
一
般
的
に
転
嫁
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
第
三
者
受

(7) 

益
に
は
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
者
受
益
を
認
め
て
も
実
際
に
は
保
険
料
に
は
影
響
し
な
い
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
者
受
益

(8) 

と
い
っ
て
も
、
被
保
険
者
が
保
護
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
被
保
険
者
と
同
時
に
第
三
者
も
保
護
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
に
受
益
に
よ
っ
て

(9) 

被
保
険
者
が
負
担
す
る
保
険
料
額
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
被
保
険
者
は
不
利
益
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当

事
者
間
の
衡
平
の
観
点
か
ら
保
険
料
は
分
担
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
事
故
が
発
生
し
な
い
と
き
は
保
険
料
の
調
整
が
な
さ
れ
な
い
こ

(
叩
)

と
が
致
命
的
な
問
題
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

保険と契約上の権利の調整

(
日
)

そ
の
他
の
第
三
者
受
益
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
合
理
的
付
保
が
困
難
に
な
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
超
過
保
険
に
よ
る
経
済
的
浪
費
に
つ

い
て
は
、
た
と
え
ば
不
動
産
売
買
で
い
え
ば
、
売
主
も
買
主
も
保
険
に
加
入
す
る
利
益
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
保
険
の
種
類
は
別
の

も
の
に
す
る
と
し
て
も
、
売
主
と
買
主
の
両
者
が
保
険
に
加
入
す
る
事
態
が
起
こ
り
う
る
こ
と
は
売
主
の
保
険
に
つ
き
代
位
を
認
め
た
と
し

て
も
変
わ
ら
な
い
。
代
位
に
よ
り
売
主
の
保
険
の
保
険
料
が
低
下
す
る
の
で
あ
れ
ば
代
位
を
認
め
る
方
が
有
益
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ

(ロ)

ば
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
第
三
者
受
益
が
保
険
料
に
影
響
す
る
か
ど
う
か
と
同
じ
問
題
に
な
る
。

北法52(4・59)1077 

ま
た
、
基
本
的
に
は
当
事
者
間
で
保
険
に
つ
い
て
の
合
意
が
な
い
場
合
に
問
題
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
合
理
的
に
保
険
に
加
入
し
た
い
の
に
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そ
れ
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う
問
題
は
あ
ま
り
重
視
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
保
険
の
存
在
で
損
害
負
担
ル

l
ル
を
変
え
る
こ

(
日
)

と
を
問
題
と
す
る
議
論
も
あ
る
が
、
保
険
が
存
在
し
て
い
る
場
合
の
ル

l
ル
設
定
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
あ
ま
り
問
題
は
な
い
。

:;:'f:，.. 
H岡

な
お
、
当
事
者
の
双
方
が
別
個
に
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
の
処
理
の
困
難
さ
は
、
ル
ー
ル
を
確
立
す
れ
ば
解
決
さ
れ

る
問
題
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
抵
当
権
や
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
。

一
般
的
に
は
、

ま
た
、
被
保
険
者
の
恋
意
に
よ
り
第
三
者
の
受
益
の
可
否
が
影
響
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
恋
意
的
処
理
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
受

益
の
形
を
ど
う
解
す
る
か
に
よ
る
。
た
と
え
ば
、
第
三
者
が
直
接
保
険
者
に
保
険
金
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
問
題
は
起

こ
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
保
険
者
の
保
険
金
支
払
を
混
乱
さ
せ
る
と
い
う
別
の
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
第
三
者
の

直
接
の
請
求
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
被
保
険
者
の
恋
意
の
余
地
は
残
り
う
る
が
、
な
お
恋
意
の
余
地
を
認
め

(
凶
)

な
い
構
成
も
あ
り
う
る
。
被
保
険
者
の
恋
意
的
処
理
が
可
能
な
構
成
に
な
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
受
益
を
否
定
す
べ
き
要
素
の
一
つ
と
な
る
。

一
般
論
と
し
て
は
、
第
三
者
受
益
の
問
題
は
基
本
的
に
は
保
険
料
負
担
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
保
険
料
負
担
は
、

第
一
一
一
者
の
非
効
率
的
活
動
の
見
地
と
被
保
険
者
の
負
担
の
見
地
か
ら
問
題
に
な
る
。
こ
れ
ら
が
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
実
質
論
と
し

て
は
、
第
三
者
受
益
を
否
定
す
る
べ
き
理
由
は
な
い
。
第
三
者
受
益
を
認
め
る
理
論
構
成
と
し
て
は
、
黙
示
の
被
保
険
者
と
解
す
る
こ
と
に

(
日
)

は
意
思
解
釈
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
不
動
産
売
買
等
に
お
い
て
は
、
第
三
者
受
益
を
認
め
る
べ
き
場
合
に
は
保
険
契
約

は
債
権
に
つ
い
て
の
保
険
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
物
に
つ
い
て
の
利
益
に
対
す
る
保
険
で
あ
る
と
構
成
し
た
上
で
、
代
償
請
求
権
等
で
処
理

(
凶
)

す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
取
引
類
型
ご
と
の
検
討
に
よ
り
な
お
第
三
者
の
受
益
を

認
め
る
べ
き
余
地
が
あ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
逆
に
取
引
に
特
殊
な
受
益
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ

り
う
る
。
取
引
類
型
ご
と
の
検
討
を
十
分
に
行
う
こ
と
は
筆
者
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
不
動
産
売
買
と
抵
当
権
・
譲
渡
担
保
に
つ
き
、

従
来
の
議
論
に
即
し
て
ご
く
簡
単
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
か
ら
し
て
、
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保険と契約上の権利の調整

(
l
)
抵
当
保
険
に
関
す
る
議
論
に
つ
き
、
一
参
照
。

(
2
)
保
険
の
目
的
物
の
譲
渡
に
お
け
る
被
保
険
者
の
地
位
の
移
転
に
お
い
て
、
対
抗
要
件
の
要
否
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
債
権
譲

渡
の
対
抗
要
件
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
大
森
忠
夫
・
保
険
法
一
七
七
頁
(
有
斐
問
、
一
九
五
七
年
)
、
西
島
梅
治
・
保
険
法
(
第

3
版
)
二

一
九
頁
(
悠
々
社
、
)
九
九
八
年
)
)
。

(
3
)
し
か
し
、
こ
れ
は
第
三
者
が
被
保
険
者
の
保
険
の
存
在
と
そ
れ
に
よ
る
受
益
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者

間
で
保
険
金
等
に
つ
い
て
の
合
意
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
4
)
第
三
者
に
保
険
料
を
負
担
さ
せ
る
と
し
て
も
、
取
引
の
価
格
を
通
じ
て
そ
れ
が
被
保
険
者
に
転
嫁
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
議
論
す
る

意
味
は
な
い
。
こ
れ
は
取
引
の
状
況
に
よ
る
が
、
不
動
産
売
買
や

E
皇
官
mm
の
例
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
に
転
嫁
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

(
5
)
保
険
金
の
配
分
に
つ
い
て
の
当
事
者
間
の
合
意
を
有
効
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
と
合
意
が
な
い
場
合
に
お
い
て
第
三
者
の
非
効
率
な

行
動
を
問
題
に
す
る
こ
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
う
る
。
非
効
率
な
行
動
が
保
険
料
に
影
響
す
る
場
合
に
は
、
後
述
の
注
叩
の
議
論
が
妥
当
す

る
。
保
険
料
へ
の
影
響
は
別
と
し
て
、
第
三
者
の
非
効
率
な
活
動
が
問
題
に
な
る
と
き
に
、
第
三
者
に
受
益
さ
せ
る
よ
う
な
当
事
者
間
の
合
意

の
効
力
を
い
か
に
解
す
る
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
仮
に
当
事
者
間
で
合
意
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
合
意
の
効
力
を
認
め
る

と
し
て
も
、
合
意
が
な
い
場
合
に
非
効
率
な
活
動
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
形
に
し
て
お
く
こ
と
は
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(6)
た
と
え
ば
、
抵
当
権
者
が
抵
当
権
設
定
者
を
被
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
に
お
け
る
保
険
金
請
求
権
に
物
上
代
位
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て

い
る
(
周
知
の
よ
う
に
議
論
は
あ
る
。
大
森
・
前
掲
注

2
一
八
七
頁
、
西
島
・
前
掲
注
2
二
二
六
頁
参
照
)
。
ま
た
、
譲
渡
担
保
の
担
保
権
者
が

自
己
を
被
保
険
者
と
す
る
火
災
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
、
担
保
権
者
が
受
領
し
た
保
険
金
の
う
ち
債
権
額
を
超
え
る
分
は
清
算
に
よ
り
担

保
権
設
定
者
が
取
得
す
る
と
さ
れ
て
い
る
(
高
木
多
喜
男
・
担
保
物
権
法
(
新
版
)
一
一
二
三
一
一
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
)
)
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
構
成
で
問
題
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
以
上
に
第
三
者
の
不
当
な
利
得
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
。

(
7
)
こ
の
場
合
も
、
第
三
者
に
保
険
料
を
負
担
さ
せ
て
も
、
取
引
価
格
を
通
じ
て
被
保
険
者
に
転
嫁
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
特
に
問
題
と
す
る
意
味

は
な
い
。

(
8
)
不
動
産
売
買
で
も

5
0ユ
宮
開
。
で
も
、
第
三
者
受
益
は
こ
の
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。
被
保
険
者
の
期
待
が
害
さ
れ
る
形
で
あ
れ
ば
、
第

三
者
受
益
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

~ti去52(4 ・ 6 1) 1079 



(9)
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
議
論
に
つ
き
、
半
田
吉
信
・
売
買
契
約
に
お
け
る
危
険
負
担
の
研
究
四
三
二
頁
(
信
山
社
、
一
九
九
九
年
)
。

(
叩
)
保
険
料
と
の
関
係
で
は
、
当
事
者
間
の
保
険
金
の
配
分
の
合
意
の
効
力
を
い
か
に
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
も
関
連
す
る
。
特
に
、
当
事
者

間
の
合
意
に
よ
り
第
三
者
が
受
益
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
が
上
昇
し
、
第
三
者
受
益
の
合
意
を
し
な
い
被
保
険
者
の
保
険
料
が
高
く
な
る

と
す
る
と
、
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
第
三
者
受
益
の
合
意
を
し
た
け
れ
ば
別
種
の
保
険
に
加
入
す
る
と
い
う
形
に
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
で
保
険
料
に
影
響
し
な
い
と
す
れ
ば
、
残
る
問
題
は
当
事
者
間
の
衡
平
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
事
者
間

で
合
意
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
基
本
的
に
は
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
合
意
が
な
い
場
合
の
第
三
者
受
益

の
問
題
と
は
異
な
る
。

(
日
)
二

3
注
加
、
お
と
本
文
参
照
。

(
ロ
)
た
だ
し
、
代
金
債
権
額
が
目
的
物
の
価
額
よ
り
低
い
と
き
は
、
目
的
物
に
つ
い
て
の
売
主
の
保
険
を
そ
の
ま
ま
売
主
の
利
益
の
た
め
に
存
続

さ
せ
る
と
い
う
方
法
は
、
保
険
料
返
還
な
ど
の
手
当
を
し
な
い
限
り
は
売
主
に
不
利
に
な
る
。

(
日
)
当
事
者
間
の
約
定
を
保
険
が
存
在
し
て
い
る
場
合
を
も
含
め
た
ル

l
ル
設
定
と
解
釈
す
る
か
、
保
険
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
合

意
が
な
い
と
解
釈
す
る
か
は
契
約
解
釈
の
問
題
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
具
体
的
な
取
引
ご
と
に
問
題
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
一
般
論

と
し
て
は
、
あ
ま
り
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
方
に
付
保
義
務
が
課
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
者
が
危
険
負
担
す
る
こ
と
が
約
定

さ
れ
て
い
た
よ
う
な
場
合
、
さ
ら
に
、
こ
の
取
引
条
件
が
売
買
価
格
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
場
合
に
は
、
危
険
負
担
者
に
受
益
を
認
め
る

必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
危
険
負
担
し
な
い
者
の
保
険
契
約
が
存
在
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
合
意
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
言
い
方
も
可
能
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
付
保
義
務
を
課
す
こ
と
、
危
険
負
担
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
不
合
理
な
場
合
は
こ
の

よ
う
な
解
釈
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
約
款
に
よ
る
取
引
の
場
合
は
、
そ
の
点
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
日
)
代
償
請
求
で
あ
れ
ば
被
保
険
者
が
保
険
金
請
求
す
る
か
ど
う
か
に
受
益
の
可
否
は
影
響
さ
れ
な
い
の
で
恋
意
の
余
地
は
残
ら
な
い
。
譲
渡
担

保
の
清
算
も
、
設
定
者
の
保
険
金
請
求
権
の
引
渡
請
求
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
(
高
木
・
前
掲
注
6
一
一
一
一
一
一
二
頁
)
恋
意
の
余
地
は
な
い
。

(
日
)
た
だ
し
、
安
藤
次
男
「
危
険
負
担
に
お
け
る
債
権
者
主
義
」
奥
田
回
国
道
他
一
編
・
民
法
学
5
三
八
頁
(
有
斐
閑
、
一
九
七
六
年
)
。

(
日
)
も
っ
と
も
、
後
述
の
よ
う
に
、
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
基
本
的
に
は
第
三
者
受
益
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
一
定
の
範
囲
に
限
定
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
理
論
構
成
は
非
常
に
困
難
に
な
る
。

ま
た
、
抵
当
権
者
等
の
利
益
の
保
険
に
つ
い
て
、

説
ラ九

日間

原
則
的
に
清
算
で
処
理
す
る
形
を
と
っ
た
と
き
、
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例
外
的
に
代
位
的
処
理
を
す
る
に
は
、



担
保
取
引
当
事
者
の
合
意
と
担
保
権
者
と
保
険
者
間
の
合
意
の
二
つ
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
位
裂
の
保
険
を
原
則
と
し
て
例
外

的
に
第
三
者
受
益
を
認
め
る
に
は
、
保
険
者
の
権
利
取
得
を
債
権
譲
渡
特
約
と
し
た
上
で
担
保
取
引
当
事
者
間
の
合
意
を
優
先
と
す
る
解
釈
が

可
能
な
形
に
し
て
お
け
ば
、
担
保
取
引
当
事
者
聞
の
合
意
の
み
で
足
り
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
代
位
型
に
大
き
な
問
題
が
な
け
れ
ば
、

一
般
的
な
形
と
し
て
は
代
位
型
に
し
た
方
が
使
利
で
あ
ろ
う
。

2 

取
引
類
型
ご
と
の
検
討

(
1
)
不
動
産
売
買

保険と契約上の権利の調整

日
本
で
は
冒
頭
で
み
た
よ
う
に
抵
当
権
に
つ
い
て
は
約
款
で
代
位
的
処
理
が
な
さ
れ
て
お
り
、
譲
渡
担
保
で
は
清
算
に
よ
る
第
三
者
の
受

益
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
不
動
産
売
買
で
は
代
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
と
比
較
す
る
と
、

5
0ユ
官
官
と
抵
当

権
で
は
同
様
の
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
譲
渡
担
保
と
比
較
す
る
と
違
い
が
出
て
く
る
。
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
擬
制

信
託
に
よ
っ
て
第
三
者
の
受
益
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
、
日
本
で
代
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
同
様
の
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

い
か
な
る
場
合
に
こ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
る
か
に
は
議
論
が
あ
る
。

で
あ
る
が
、

(
ア
)
代
償
請
求
権

(
1
)
 

ま
ず
、
日
本
で
の
議
論
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
代
償
請
求
権
の
根
拠
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
は
衡
平
の
観
念
な
ど
と
い
わ
れ
る
が
、
細
か

く
い
え
ば
根
拠
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
と
の
対
比
と
の
観
点
か
ら
、
不
動
産

売
買
に
お
け
る
危
険
負
担
と
の
関
係
か
ら
整
理
す
る
と
、
第
一
に
、
所
有
権
の
帰
属
と
危
険
負
担
に
よ
る
損
失
の
帰
属
が
異
な
る
場
合
の
調

(
2
)
 

整
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
損
害
賠
償
請
求
権
や
被
保
険
利
益
の
帰
属
は
所
有
権
と
一
致
す
る
と
理
解
し
て
い
る
も
の
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説

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
所
有
権
の
帰
属
(
す
な
わ
ち
損
害
賠
償
請
求
権
や
保
険
金
請
求
権
の
帰
属
)
と
危
険
負
担
に
よ
る
損
失
の
帰
属
が

ず
れ
た
場
合
の
調
整
と
し
て
代
償
請
求
権
を
認
め
る
。
典
型
的
に
は
売
主
に
所
有
権
が
あ
る
が
、
危
険
負
担
は
買
主
と
い
う
場
合
に
代
償
請

(

3

)

(

4

)

 

求
権
を
認
め
る
。
売
主
危
険
負
担
だ
が
買
主
が
付
保
と
い
う
場
合
も
代
償
請
求
権
は
認
め
ら
れ
る
。

~^ 
両岡

第
二
に
物
の
滅
失
に
よ
る
損
害
を
負
担
す
る
の
は
給
付
危
険
を
負
担
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
代
償
請
求
権
に
よ
り
損
害
賠
償

請
求
権
の
帰
属
の
調
整
を
行
う
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
売
買
代
金
と
物
の
価
額
が
ず
れ
て
い
る
場
合
の
処
理
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
意

識
に
基
づ
く
も
の
で
、
た
と
え
ば
、
売
買
代
金
よ
り
価
額
の
方
が
高
い
場
合
に
、
価
額
の
賠
償
を
受
け
る
べ
き
な
の
は
買
主
で
あ
る
と
考
え

(5) 

る
。
ま
た
、
買
主
が
賠
償
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
買
主
は
回
収
の
危
険
を
負
っ
た
う
え
で
代
金
支
払
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
は

(6) 

妥
当
で
は
な
い
の
で
、
買
主
に
選
択
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
は
売
主
危
険
負
担
で
、
売
主
が
付
保
し
て
い
る
場
合
も
、

(7) 

買
主
は
代
金
全
額
を
払
っ
て
保
険
金
請
求
権
を
売
主
か
ら
取
得
す
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
。
ま
た
、
売
主
危
険
負
担
で
買
主
が
付
保

し
て
い
る
場
合
に
、
単
純
に
売
主
が
代
償
請
求
権
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
買
主
は
保
険
金
請
求
権
を
売
主
に
委
ね
つ
つ
代
金
債
務
を
免
れ
る

(8) 

か
、
保
険
金
請
求
権
を
行
使
し
つ
つ
代
金
を
支
払
う
か
の
選
択
権
を
も
っ
と
す
る
。

(
9
)
 

第
三
に
双
務
契
約
に
お
け
る
双
務
性
の
貫
徹
と
い
う
観
点
か
ら
代
償
請
求
権
を
と
ら
え
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
説
も
売
主
危
険
負
担
の
と

(ω) 

き
の
売
主
の
保
険
に
つ
い
て
、
賀
主
が
代
金
を
全
額
払
っ
て
保
険
金
請
求
権
に
つ
き
代
償
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
ま
た
、
引
渡
に
よ
り

所
有
権
も
危
険
負
担
も
買
主
に
移
転
し
た
場
合
の
売
主
の
保
険
に
つ
き
、
代
金
が
全
額
支
払
わ
れ
る
ま
で
は
売
主
は
被
保
険
利
益
を
有
す
る

(

日

)

(

ロ

)

の
で
あ
り
、
こ
の
保
険
金
請
求
権
に
つ
き
買
主
は
代
償
請
求
で
き
る
と
す
る
。
お
そ
ら
く
他
の
見
解
は
引
渡
に
よ
り
所
有
権
も
危
険
負
担
も

(
日
)

買
主
に
移
転
し
た
後
は
、
売
主
の
被
保
険
利
益
は
認
め
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
説
が
認
め
る
理
由
は
、
こ
の
見
解
は
引
渡
に
よ
り
売
主
の

保
険
が
買
主
に
移
転
す
る
こ
と
に
対
す
る
反
対
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
同
時
履
行
の
抗
弁
権
を
確
保
す

(
M
H
)
 

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
ま
た
、
保
険
料
に
つ
い
て
、
代
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
請
求
者
が
保
険
料
を
負
担
す
べ
き
と
す

北j去52(4・64)1082 



(

日

)

(

凶

)

る
見
解
も
あ
る
。
な
お
、
保
険
金
請
求
権
は
代
償
請
求
権
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
。

(
イ
)
検
討

こ
こ
で
第
三
者
受
益
の
範
囲
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
。
ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
代
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
第
三
者
受
益

と
し
て
扱
う
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
代
償
請
求
権
は
債
権
的
権
利
で
あ
り
、
貫
主
が
保
険
金
を
他
の
債
権
者
か
ら
優
先
的

(

げ

)

(

凶

)

に
取
得
す
る
と
い
う
効
果
は
な
く
、
擬
制
信
託
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
機
能
的
に
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
保
険
料
負
担
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
他
の
債
権
者
に
対
す
る
優
先
権
は
な
い
と
し
て
も
、
売
主
の
保
険
金
請
求
権
に
つ
き
貫
主
が
当
然
に
代
償
請
求
権
を
も
つ
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
同
じ
問
題
が
生
じ
る
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

代
償
請
求
権
が
問
題
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
取
引
当
事
者
聞
の
衡
平
と
い
う
意
味
で
の
被
保
険
者
の
保
険
料
負
担
の
問
題
は

取
引
類
型
に
関
係
な
く
生
じ
る
。
取
引
ご
と
の
問
題
と
し
て
は
、
受
益
を
認
め
る
こ
と
に
よ
る
保
険
料
額
へ
の
影
響
、
非
効
率
的
行
動
と
の

関
係
が
問
題
に
な
る
。
保
険
料
額
に
つ
い
て
は
、
定
か
で
は
な
い
が
、
不
動
産
売
買
で
は
、
不
動
産
売
買
向
け
の
保
険
契
約
が
あ
る
わ
け
で

一
般
的
な
火
災
保
険
が
問
題
に
な
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
不
動
産
売
買
で
受
益
を
認
め
る
こ
と
に
よ
る
保
険
料
額
へ
の
影
響
は
そ

は
な
く
、

保険と契約上の権利の調整

れ
ほ
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

非
効
率
的
行
動
に
つ
い
て
は
、
買
主
が
損
害
防
止
に
最
も
適
し
た
地
位
に
あ
る
と
い
え
る
の
は
引
渡
後
で
あ
る
か
ら
、
引
渡
前
に
つ
い
て

は
そ
う
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
目
的
物
譲
渡
の
通
知
義
務
を
定
め
る
約
款
に
お
け
る
譲
渡
の
意
義
を
引
渡
と
解
す
れ
ば
、
引
渡

前
に
通
知
義
務
違
反
の
問
題
は
起
こ
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
引
渡
前
の
事
故
に
つ
き
買
主
に
受
益
を
認
め
る
こ
と
に
は
あ

ま
り
問
題
は
な
い
。
引
渡
後
を
ど
う
考
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
約
款
を
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
の
観
点
か
ら
理
解
し
た
上
で

(
印
)
(
初
)

有
効
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
買
主
の
受
益
を
認
め
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
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幸子£為

民間

引
渡
前
に
つ
い
て
第
三
者
受
益
否
定
の
要
素
と
し
て
は
被
保
険
者
の
保
険
料
負
担
の
問
題
が
残
る
。
も
っ
と
も
、
事
故
発
生
時
の
み
の
第

三
者
の
負
担
で
よ
け
れ
ば
問
題
は
な
い
。
仮
に
こ
れ
を
否
定
の
要
素
と
み
る
と
す
る
と
、
第
三
者
受
益
を
認
め
る
べ
き
理
由
が
あ
る
か
ど
う

か
が
問
題
と
な
る
。
不
動
産
売
買
取
引
に
つ
い
て
の
従
来
の
議
論
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
、
買
主
危
険
負
担
の
と
き
は
買
主
は
代
金
債
務
を
負

う
の
だ
か
ら
、
で
き
る
だ
け
買
主
に
対
価
を
与
え
る
方
が
よ
い
と
い
う
考
慮
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
判
例
の
姿
勢
に
近
い
が
、

買
主
が
危
険
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
代
償
が
な
け
れ
ば
反
対
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い
地
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
危
険
負
担
自
体
が
合
理
的
か
ど
う
か
を
捨
象
し
て
い
え
ば
、
買
主
に
受
益
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
積
極
的
理
由
が
あ
る
と
き
に
そ

れ
で
も
代
償
請
求
を
認
め
る
理
由
と
し
て
は
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
、
ア
メ
リ
カ
の
学
説
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
買
主
危
険
負
担
が

北法52(4・66)1084

M
比

三ロ

買
主
に
不
合
理
な
危
険
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
を
緩
和
す
る
た
め
に
受
益
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

(
れ
)

る
。
ま
た
、
買
主
は
物
の
価
額
に
応
じ
た
賠
償
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
こ
れ
は
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
妥
当
す

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
保
険
金
に
つ
い
て
は
売
主
が
独
自
に
保
険
契
約
に
加
入
し
た
た
め
に
保
険
金
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
者
受
益

に
否
定
的
要
素
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
重
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
結
論
を
導

く
に
は
、
不
動
産
売
買
取
引
に
つ
い
て
の
よ
り
個
別
・
具
体
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
こ

と
が
衡
量
の
要
素
と
な
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
買
主
危
険
負
担
の
場
合
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
外
に
考
慮
の
要
素
が
な
い

(
幻
)

と
す
る
と
、
売
主
危
険
負
担
で
買
主
付
保
の
場
合
に
は
売
主
の
受
益
は
認
め
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
買
主
に
は
所
有
権
が

あ
る
か
ら
被
保
険
利
益
が
あ
る
と
し
て
し
ま
う
と
、
調
整
と
し
て
売
主
の
代
償
請
求
権
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
仮
に
第
三
者
の
受

(
お
)

益
を
認
め
る
こ
と
が
保
険
料
に
影
響
す
る
と
し
た
と
き
に
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
と
の
衡
量
が
問
題
に
な
る
。

(2)
抵
当
権
・
譲
渡
担
保



抵
当
権
者
の
利
益
の
保
険
契
約
に
つ
い
て
の
抵
当
権
設
定
者
の
受
益
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
抵
当
権
設
定
者
が
担
保
物
件
を
占
有
・
管
理

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
モ
ラ
ル
・
ハ
ザ
ー
ド
、
非
効
率
的
行
為
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
保
険
料
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
抵
当
権
者
の
利

益
の
保
険
は
、
独
立
し
た
種
類
の
保
険
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
代
位
構
成
か
第
三
者
受
益
構
成
か
で
保
険
料
に
違
い
が
出

て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
一
般
的
問
題
と
し
て
、
当
事
者
間
の
衡
平
の
観
点
か
ら
の
被
保
険
者
の
保
険
料
負
担
の
問
題
も
あ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
抵
当
権
者
の
利
益
の
保
険
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
は
抵
当
権
設
定
者
の
受
益
を
認
め
な
い
こ
と
は
妥
当
で
あ

る
。
保
険
料
負
担
に
応
じ
て
設
定
者
の
受
益
を
認
め
る
の
は
解
釈
論
と
し
て
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

一
般
的
に
代
位
構
成
は
妥

当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
譲
渡
担
保
権
者
の
利
益
の
保
険
と
の
違
い
が
問
題
と
な
る
。
譲
渡
担
保
権
者
の
利
益
の
保
険
に
つ
い
て
は
清
算

に
よ
る
設
定
者
の
受
益
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
保
険
も
代
位
構
成
と
す
る
こ
と
は
あ
り
え
る
が
、
目
的
物
の
価
額
す
べ
て
に
つ
き
譲
渡

保険と契約上の権利の調整

担
保
権
者
は
被
保
険
利
益
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
目
的
物
の
価
額
が
債
権
額
を
超
え
る
と
き
に
全
部
保
険
と
し
た
よ
う
な
場
合

に
は
担
保
権
者
は
物
の
価
額
全
額
に
つ
き
保
険
金
を
取
得
で
き
る
が
、
こ
の
と
き
に
保
険
者
は
被
担
保
債
権
を
取
得
す
る
と
し
て
も
、
保
険

金
の
う
ち
債
権
額
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
清
算
に
ゆ
だ
ね
る
し
か
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
第
三
者
で
あ
る
設
定

者
の
受
益
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
譲
渡
担
保
権
者
は
目
的
物
の
価
額
全
額
に
つ
き
被
保
険
利
益
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と

す
る
限
り
、
担
保
権
者
の
二
重
取
り
を
防
ぐ
た
め
に
は
第
三
者
受
益
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
譲
渡
担
保
権
者
の
利
益
の
保
険
は
特

別
な
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
通
常
の
火
災
保
険
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
保
険
料
に
影
響
が
出
る
可
能
性
は
低
い
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
点
で
抵
当
権
者
の
利
益
の
保
険
と
は
別
の
扱
い
と
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
抵
当
権
者
の
利

(μ) 

益
の
保
険
に
お
い
て
も
保
険
料
に
影
響
は
な
い
と
す
る
と
、
抵
当
権
者
の
利
益
の
保
険
の
構
成
を
変
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
不
動
産
売
買
に
お
い
て
買
主
の
代
償
請
求
権
を
認
め
、
抵
当
権
者
の
利
益
の
保
険
で
は
代
位
構
成
を
と
る
と
す
る
と
、
両
者
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の
区
別
の
合
理
性
の
問
題
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
典
型
的
に
は
売
買
の
目
的
物
上
に
抵
当
権
を
取
得
し
た
売
主
が
抵
当
保
険
に



説

(
お
)

加
入
し
た
場
合
と
売
主
が
所
有
者
利
益
に
つ
い
て
の
火
災
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
で
違
う
扱
い
と
な
る
こ
と
の
合
理
性
が
問
題
と
な
る
。

ま
た
、
所
有
権
留
保
売
買
で
売
主
の
保
険
に
つ
い
て
の
買
主
の
受
益
を
認
め
る
と
す
る
と
、
そ
れ
と
の
均
衡
も
問
題
に
な
る
。
売
買
の
目
的

:e.6.. 
d岡

物
に
つ
き
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
と
そ
う
で
は
な
い
場
合
で
買
主
の
受
益
の
有
無
に
つ
い
て
区
別
す
る
合
理
性
が
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
抵
当
権
者
の
利
益
の
保
険
は
不
動
産
売
買
の
売
主
を
抵
当
権
者
と
す
る
場
合
に
の
み
利
用
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
比
較
か
ら
抵
当
権
者
の
利
益
の
保
険
の
構
成
が
直
ち
に
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
取
引
と
の
均
衡
も
考
慮

要
素
の
一
つ
と
い
え
る
に
す
ぎ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
抵
当
権
等
に
つ
い
て
も
、
個
別
具
体
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

(
1
)
衡
平
の
観
念
、
物
上
代
位
、
賠
償
者
代
位
、
弁
済
者
代
位
な
ど
の
制
度
が
あ
る
こ
と
、
民
五
三
六
条
二
項
の
趣
旨
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
沢

井
裕
・
判
批
・
民
商
五
七
巻
一
号
一
二
四
頁
(
一
九
六
七
年
)
、
甲
斐
道
太
郎
・
判
批
・
判
評
一

O
二
号
(
判
時
四
八
O
号
)
一
一
頁
(
一
九
六

七
年
)
、
同
「
代
償
請
求
権
と
不
当
利
得
」
谷
口
知
平
教
授
還
暦
記
念
・
不
当
利
得
・
事
務
管
理
の
研
究

(
3
)

二
ハ
一
頁
以
下
(
有
斐
関
、
一

九
七
二
年
)
、
多
治
川
卓
朗
「
代
償
請
求
権
と
売
買
契
約
に
お
け
る
危
険
負
担
」
熊
法
八
九
号
一

O
一
頁
、
二
一
二
頁
(
一
九
九
七
年
)
。

(
2
)
小
野
秀
誠
・
反
対
給
付
論
の
展
開
四
O
O
頁
、
四
O
六
頁
(
信
山
社
、
一
九
九
六
年
)
。

(
3
)
小
野
・
前
掲
注
2
四
O
四
頁
以
下
。
ま
た
、
甲
斐
・
前
掲
注
1
判
批
二
三
具
、
半
田
吉
信
・
売
買
契
約
に
お
け
る
危
険
負
担
の
研
究
二
O
六

頁
(
信
山
社
、
一
九
九
九
年
)
。

(
4
)
小
野
・
前
掲
注
2
四
O
O
頁。

(5)
多
治
川
・
前
掲
注
l
一
二
O
頁。

(6)
多
治
川
・
前
掲
注
l
一
三
一
頁
。

(
7
)
多
治
川
・
前
掲
注
l
一
一
一
一
一
一
頁
。
た
だ
し
、
具
体
的
に
は
損
害
賠
償
請
求
権
に
即
し
た
議
論
で
あ
っ
て
、
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
同
じ
結

論
で
あ
る
と
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
半
田
・
前
掲
注
3
二
O
七
頁
。

(8)
多
治
川
・
前
掲
注
l
一一二一一頁。
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保険と契約上の権利の調整

(9)
浜
上
則
雄
「
代
償
請
求
権
に
つ
い
て
(
上
)
(
中
)
(
下
)
」

L
S
三
九
号
六
四
頁
、
四
一
号
四
O
頁
、
四
二
号
三
五
頁
(
一
九
八
一
一
九
八

二
年
)
、
=
一
九
号
六
七
頁
。

(
凶
)
浜
上
・
前
掲
注
9
三
九
号
七
二
頁
、
沢
井
・
前
掲
注
1
一二一一一頁。

(
日
)
浜
上
・
前
掲
注
9
四
二
号
四
O
頁
注
(
却
)
。

(
ロ
)
浜
上
・
前
掲
注
9
三
九
号
七
一
頁
、
四
二
号
=
一
九
頁
。
ま
た
、
半
田
・
前
掲
注
3
四
五
七
頁
。

(
日
)
瀬
戸
正
二
・
判
批
・
曹
時
一
九
巻
四
号
一
四
人
頁
(
一
九
六
七
年
)
、
甲
斐
・
前
掲
注
l
判
批
一
二
頁
。
ま
た
、
沢
井
・
前
掲
げ
伍
l
一
二
七
頁

参
照
。た

だ
し
、
目
的
物
の
引
渡
に
よ
り
売
主
の
保
険
契
約
上
の
権
利
の
買
主
へ
の
移
転
が
推
定
さ
れ
る
(
商
六
五
O
条
)
。
火
災
保
険
の
約
款
で
は

目
的
物
の
譲
渡
の
際
に
は
保
険
者
へ
の
予
め
の
通
知
が
な
け
れ
ば
通
知
を
受
け
る
ま
で
保
険
者
は
免
責
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
(
住
宅
火
災

保
険
普
通
保
険
約
款
八
条
二
項
)
、
不
動
産
売
買
に
つ
い
て
の
判
例
は
、
こ
の
通
知
は
譲
渡
後
遅
滞
な
く
な
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
(
最
判

平
成
五
・
三
・
三
O
民
集
四
七
巻
四
号
三
三
八
四
頁
)
。
し
た
が
っ
て
、
移
転
の
推
定
が
破
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
約
款
で
求
め
ら
れ
る
保
険
者

へ
の
遅
滞
の
な
い
通
知
が
な
さ
れ
な
い
場
合
以
外
は
、
結
果
と
し
て
買
主
が
保
険
の
利
益
を
享
受
で
き
る
。

な
お
、
引
渡
前
に
売
買
代
金
が
支
払
わ
れ
た
と
き
の
、
売
主
の
被
保
険
利
益
に
関
し
て
、
売
主
の
保
険
金
請
求
権
を
認
め
、
さ
ら
に
買
主
の

代
償
請
求
権
を
認
め
る
説
が
あ
る
。
安
藤
次
男
「
危
険
負
担
に
お
け
る
債
権
者
主
義
」
奥
田
昌
道
他
編
・
民
法
学
5
三
七
頁
(
有
斐
関
、
一
九

七
六
年
)
。

(
U
)
浜
上
・
前
掲
注
9
三
九
号
七
一
頁
。

(
日
)
浜
上
・
前
掲
注
9
四
二
号
四
O
頁
。
ま
た
、
星
野
英
一
・
判
批
・
法
協
八
五
巻
一
号
九
四
頁
(
一
九
六
七
年
)
。

(
凶
)
大
森
忠
夫
・
保
険
法
一
八
七
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
)
0

判
例
は
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
の
代
償
請
求
権
を
認
め
て
い
る
。
最
判
昭
和

四
一
年
一
一
一
月
二
一
二
日
民
集
二
O
巻
一

O
号
一
一
一
一
一
一
頁
。
こ
の
点
に
つ
き
、
星
野
・
前
掲
注
目
九
四
頁
。

(
口
)
星
野
・
前
掲
注
目
九
四
頁
、
浜
上
・
前
掲
注
9
四
二
号
四
O
頁
、
甲
斐
・
前
掲
注
1
論
文
一
六
八
頁
、
高
橋
真
「
代
償
請
求
権
と
物
上
代
位
」

法
教
一
八
七
号
五
回
頁
(
一
九
九
六
年
)
。

(
凶
)
松
坂
佐
)
・
英
米
法
に
お
け
る
不
当
利
得
一
人
O
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
)
。
な
お
、
谷
口
知
平
「
内

S
S
H
E
-
g
叶
2
2
(
擬
制
信
託
)

の
法
理
の
輪
郭
と
不
当
利
得
」
不
当
利
得
の
研
究
四
六
五
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
四
九
年
)

0
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説テム
両IU

(
印
)
逆
に
、
受
益
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
点
か
ら
、
こ
の
約
款
の
効
力
が
問
題
と
な
る
。
浜
上
・
前
掲
注
9
四
二
号
三
九
頁
。

こ
の
よ
う
に
、
約
款
の
効
力
自
体
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

仮
に
、
約
款
と
の
関
係
で
は
問
題
が
な
い
と
し
て
、
第
三
者
受
益
の
前
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
引
渡
後
に
売
主
の
保
険
が
有
効
に
存
続
す
る

か
(
買
主
に
保
険
契
約
上
の
権
利
が
移
転
す
る
こ
と
な
し
に
)
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
現
実
に
は
、
買
主
へ
の
権
利
移
転
の
推
定
が
破
ら
れ
た

場
合
、
保
険
者
へ
の
通
知
が
遅
れ
た
場
合
に
問
題
と
な
る
。
売
主
の
保
険
を
有
効
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
譲
渡
担
保
の
場
合
の
よ
う
に
売
主
に

は
事
実
上
の
所
有
者
利
益
が
あ
る
な
ど
の
説
明
を
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
た
だ
し
、
所
有
権
留
保
売
買
に
つ
い
て
引
渡
後
で
も
売
主
に
所
有
者
と
し
て
の
被
保
険
利
益
が
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
買
主
に
代
償
請
求
権

を
認
め
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
す
る
と
(
小
野
・
前
掲
注
2
四
一
三
四
一
五
頁
)
、
受
益
を
認
め
た
方
が
均
衡
が
と
れ
る
。
も
っ
と
も
不
動
産

の
所
有
権
留
保
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
売
主
と
な
っ
て
割
賦
販
売
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
(
宅
地
建
物
取
引
業
法
四

三
条
)
。
自
動
車
の
所
有
権
留
保
特
約
付
売
買
に
つ
い
て
は
、
買
主
に
被
保
険
利
益
を
認
め
る
裁
判
例
が
あ
る
。
大
阪
地
判
昭
和
五
五
・
五
・
二

八
判
時
九
八

O
号
一
一
八
頁
、
名
古
屋
高
判
平
成
一
一
・
四
・
一
四
金
商
一

O
七
一
号
二
八
頁
。
学
説
は
分
か
れ
て
い
る
。
買
主
に
認
め
る
も

の
と
し
て
、
西
島
梅
治
・
保
険
法
(
第
3
版
)
一
三
四
頁
(
悠
々
社
、
一
九
九
八
年
)
、
甘
利
公
人
・
判
批
・
損
保
研
究
六
二
巻
二
号
一
五
一
頁

(二

0
0
0
年
)
等
。
売
主
に
認
め
る
も
の
と
し
て
、
大
浜
正
二
H
小
野
塚
平
太
「
車
両
保
険
の
損
害
て
ん
補
」
田
辺
康
平
H

石
田
満
編
・
新

損
害
保
険
双
書
2
一
一
一
一
六
頁
(
丈
虞
堂
、
一
九
八
三
年
)
等
。

(
幻
)
日
本
で
は
危
険
負
担
の
不
合
理
さ
は
危
険
負
担
自
体
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
半
田
吉
信
「
危
険
負
担
」
星
野
英
一
一
編
集

代
表
・
民
法
講
座

5
八
二
頁
(
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
)
。
ま
た
、
保
険
の
存
在
か
ら
危
険
負
担
に
つ
い
て
の
合
意
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

と
の
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
が
保
険
を
か
け
て
い
る
場
合
に
は
、
保
険
金
受
取
人
の
名
義
を
買
主
に
変
え
る
ま
で
は
売
主
が
危
険
を

負
担
す
る
趣
旨
と
解
釈
で
き
る
と
す
る
。
内
田
貴
・
民
法
E
六
七
頁
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
)
。
ま
た
、
星
野
英
一
・
民
法
概
論
W

五
七
頁
(
良
書
普
及
会
、
一
九
八
六
年
)
参
照
。
も
っ
と
も
、
ま
っ
た
く
危
険
負
担
等
に
つ
き
約
定
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
不
動
産
売
買
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
意
思
解
釈
が
妥
当
か
ど
う
か
に
は
疑
問
も
あ
る
。
保
険
料
負
担
が
妥
当
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

(
泣
)
第
三
者
受
益
に
否
定
的
な
要
素
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
危
険
負
担
と
保
険
の
所
在
が
ず
れ
て
い
る
だ
け
で
受
益
を
認
め
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。

(
幻
)
実
質
的
に
は
以
上
の
よ
う
な
要
素
が
考
え
ら
れ
る
が
、
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
の
代
償
請
求
権
の
法
解
釈
論
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
ど
う

取
り
入
れ
て
い
く
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
危
険
負
担
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
解
釈
の
要
素
と
す
る
こ
と
が
妥
当
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か
ど
う
か
に
は
問
題
も
あ
る
。
ま
た
、
代
償
請
求
権
の
趣
旨
を
、
た
と
え
ば
、
所
有
権
と
危
険
負
担
の
ず
れ
の
調
整
と
理
解
す
る
と
し
て
、
そ

の
上
で
保
険
金
請
求
権
へ
の
代
償
請
求
権
を
基
本
的
に
は
認
め
つ
つ
、
そ
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
を
一
定
の
論
理
で
理
論
化
す
る
の
は
困
難

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
出
)
も
っ
と
も
、
抵
当
権
や
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
第
三
者
受
益
を
認
め
る
構
成
を
と
る
と
、
担
保
権
者
と
設
定
者
が
共
に
別
個
の
保
険
契
約
を
締

結
し
た
と
き
の
処
理
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
譲
渡
担
保
に
関
す
る
判
例
に
よ
れ
ば
保
険
金
額
に
よ
る
按
分
の
処
理
が
な
さ
れ
る
が
(
最
判
平

成
五
・
二
・
二
六
民
集
四
七
巻
二
号
一
六
五
コ
一
頁
)
、
こ
の
場
合
に
は
、
担
保
権
者
が
予
期
し
て
い
た
保
険
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
と
の
周
知
の

問
題
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
を
前
提
と
す
れ
ば
、
担
保
権
者
の
保
護
の
た
め
に
は
代
位
的
構
成
が
妥
当
で
あ
る
。

(
お
)
引
渡
前
に
代
償
請
求
権
を
認
め
る
場
合
に
は
、
抵
当
権
の
設
定
が
引
渡
の
前
で
あ
る
と
き
に
問
題
が
生
じ
う
る
。
引
渡
後
に
も
代
償
請
求
権

を
認
め
る
立
場
で
あ
れ
ば
、
常
に
比
較
は
問
題
に
な
る
。

本
稿
は
平
成
一

一
年
度
・
二
一
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
(
奨
励
研
究
A
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

保険と契約仁の権利の調整
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Tetsuo Y AMAMOTO * 

When an insured has a cIaim against his or her insurance company and likewise a 

claim against a third party， the double recovery problem arises. In the United States if 

the latter claim is a tort cIaim， the insurer' s right of subrogation is accepted. But if it is 

a contractual cIaim， a complicated issue arises. Basically three solutions are possible. 

First， the insured may be allowed to get a double recovery. Secondly， loss may be 

allocated to the insurer (the third party may escape from his or her liability). Thirdly， 

loss may be allocated to the third party (the insurer may b巴subrogatedto the insured's 

right against the third party) 

Generally on this point many factors should be considered. Some of them are， for 

example， that a contract of property insurance is a personal contract， that the reasonable 

expectation of th巴insuredshould be protected， that an inefficient act of the third party 

should be prevented、thatthe burden of loss should be spread， and who contributes the 

prem1Um 
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Vol.52 NO.2 (2001) The Hokkaido Law Review 

This issue arises in various transactions， Typically it arises in mortgages and sales of 

real property. In the former the problem is whether an insurer's payment of insurance 

proceeds to a mortgagee under a mortgage-only insurance discharges the mortgage 

debt to the extent of the amount paid. Gen巴rallythis is denied巴xceptwhen a 

mortgagor pays Its premium. In th巴 latterthe main argument concerns whether a 

vendee is entitled to a vendor' s insurance proceeds. Generally this is accepted. In this 

background there is th巴 considerationthat the vendee bears a risk of loss even though 

neither possession nor titl巴hasbeen transferred. B ut courts in the U nited States seem 

to hold that the vendee is entitled to the vendor' s insurance proceeds after possession 

has been transferred. Furthermor巴ithas be巴nargued whether the difference between 

the solutions in mortgages and sales of reaI property is r巴asonable.The vendor is often 

considered to be like the mortgagee. It is submitted that th巴 financingseller and the 

financing mortgagee are often in same positions economically. Generally speaking the 

significant factors which deny th巴secondsolution are th巴burdenof premium and the 

prevention against an inefficient act of the third party. 
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